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報告第  １  号  

 

 

 

専決処分の報告について  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき報告する。  

 

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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専決処分第  ３  号  

 

 

 

専  決  処  分  書  

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規

定に基づき、関係地方公共団体で協議のうえ、秋田県市町村総合

事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、秋田県市町村

総合事務組合規約（平成１４年指令市町村－５６３）の一部を別

紙のとおり変更することについて、同法第１８０条第１項の規定

に基づき、専決処分する。  

 

 

 

  令和８年１月２７日  処分  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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秋 田 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 規 約 の 一 部 を 変 更 す る 規 約  

 

秋 田 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 規 約 （ 平 成 1 4年 指 令 市 町 村 － 56 3） の

一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。  

別 表 第 １ 中  

「  

 

 

 

 

 

」 を  

「  

                    」 に 、  

「  

」 を  

「  

 

 

                     」 に 改 め る 。  

附  則  

 こ の 規 約 は 、 知 事 の 許 可 を 受 け 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

三 種 ・ 八 峰 養 護 老 人 ホ ー ム 組 合  

男 鹿 地 区 消 防 一 部 事 務 組 合  

男 鹿 地 区 衛 生 処 理 一 部 事 務 組 合  

大 仙 美 郷 介 護 福 祉 組 合  

湖 東 地 区 行 政 一 部 事 務 組 合  

三 種 ・ 八 峰 養 護 老 人 ホ ー ム 組 合  

男 鹿 地 区 衛 生 処 理 一 部 事 務 組 合  

大 仙 美 郷 介 護 福 祉 組 合  

八 郎 湖 周 辺 清 掃 事 務 組 合  

秋 田 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合  

八 郎 湖 周 辺 清 掃 事 務 組 合  

男 鹿 潟 上 南 秋 消 防 組 合  

秋 田 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合  
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報告第 ２  号  

 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

基づき報告する。 

 

 

 

  令和８年２月１８日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田  口  知 明  
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専決処分第 ４  号  

 

 

専  決  処  分  書  

 

 電 気 料 金 支 払 い 遅 延 に 係 る 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と に つ い

て、地方自治法 （昭 和２２年法律第６ ７号）第 １８０条 第１項の

規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和８年２月３日 処分  

 

 

         秋田県仙北市長 田  口  知  明  

 

 

記  

 

１．事案発生の日時及び場所 

   日  時  令和８年１月２９日（木） 午後２時頃 

   場  所  仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０ 

       仙北市総務部管財課 

２．損害賠償の相手方  

       秋田市山王５丁目１５番６号 

       東北電力株式会社 秋田支店 

３．損害賠償に至る経過 

   仙北市は 、事 案発生後、相手方 と損害賠 償につい て交渉し

た結果、支払いするものである。 

４．損害賠償の内容 

 （１）仙北市は、相手方に対し、前記事案の損害賠償金として 

金２４０円を支払う。  

 （２）本件事案に関し、今後いかなる事情が発生しても双方と 

も異議の申し立てをしないことを確約する。
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議案第 ７  号  

 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 

仙北 市角館上野 庁舎改修工事請負変更契 約を次のとおり締 結 す

るものとする。 

上記 、仙北市議 会の議決に付すべき契約 及び財産の取得又 は 処

分に関する条例 （平成 １７年仙北市条例第４５号）第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年２月１８日 提出 

 

 

 

秋田県仙北市長 田 口 知  明 

 

 

記  

 

１   契約の目的 仙北市角館上野庁舎改修工事請負変更契約 

  

２   契約金額  既契約金額    ９４９，９６５，５００円 

変更契約金額の増額 １１，８７０，１００円 

変更後の契約金額 ９６１，８３５，６００円 

 

３   契約の方法 条件付一般競争入札 

 

４   契約の相手方 秋田県仙北市角館町小館５４番地 

        瀧神・小松・寺沢特定建設工事共同企業体 

        代表者 株式会社瀧神巧業 

代表取締役 佐  藤  慎  
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議案第 ８  号  

 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 

令和 ７ 年度道路 メンテ ナ ンス事業橋梁補修工事（内 川橋・第 ３

期）請負変更契約を次のとおり締結するものとする。 

上記 、 仙北市議 会の議 決 に付すべき契約及び財産の 取得又は 処

分に関する条例 （平 成１７年仙北市条 例第４５ 号）第２ 条の規 定

により、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年２月１８日 提出 

 

 

 

秋田県仙北市長 田 口 知  明 

 

 

記  

 

１   契約の目的 令和７年度道路メンテナンス事業橋梁補修工事 

（内川橋・第３期）請負変更契約 

  

２   契約金額  既契約金額    ２０５，１５０，０００円 

変更契約金額の増額 １４，８３９，０００円 

変更後の契約金額 ２１９，９８９，０００円 

 

３   契約の方法 条件付一般競争入札 

 

４   契約の相手方 秋田県仙北市角館町小勝田小倉前２５番地 

        角館・相馬・瀧神特定建設工事共同企業体 

        代表者 角館建設工業株式会社 

代表取締役 仲野谷 藤 吾 
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議案第  ９  号  

 

 

 

仙北市ハラスメント防止に関する条例制定について  

 

 

 

 仙北市ハラスメント防止に関する条例を別添のとおり制定する

ものとする。  

  

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 ハ ラ ス メ ン ト 防 止 に 関 す る 条 例  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 職 場 に お け る ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 の た め の 措

置 及 び ハ ラ ス メ ン ト に 起 因 す る 問 題 へ の 被 害 者 に 配 慮 し た 適 切 な

対 応 を 行 う こ と に よ り 、 職 員 、 市 長 等 及 び 議 員 が 身 分 、 職 位 及 び

職 責 に か か わ ら ず 、 互 い に 信 頼 し 、 人 権 を 尊 重 す る こ と で 、 も っ

て そ れ ぞ れ の 能 力 を 発 揮 す る こ と が で き る 良 好 な 職 場 環 境 を 確 立

す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  市 長 等  市 長 、 副 市 長 、 教 育 長 及 び 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者

並 び に 行 政 委 員 会 等 の 委 員 を い う 。  

(２ )  職 員  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 261号 ） 第 ３ 条 第 ２

項 に 規 定 す る 一 般 職 の 職 員 及 び 同 法 第 22条 の ２ に 規 定 す る 会 計

年 度 任 用 職 員 を い う 。  

(３ )  議 員  市 議 会 議 員 を い う 。  

(４ )  行 政 委 員 会 等 の 委 員  教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 及 び 農

業 委 員 会 の 委 員 並 び に 監 査 委 員 を い う 。  

(５ )  ハ ラ ス メ ン ト  次 に 掲 げ る 行 為 を 総 称 し た も の を い う 。  

ア  パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト  職 場 に お い て 行 わ れ る 、 優 越 的 な 関

係 を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 、 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を

超 え た こ と に よ り 、 職 員 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る も の を い う 。

な お 、 客 観 的 に 見 て 、 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 で 行 わ れ る

適 正 な 業 務 指 示 や 指 導 に つ い て は 、 職 場 に お け る パ ワ ー ハ ラ

ス メ ン ト に 該 当 し な い 。  

イ  セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト  職 場 に お い て 行 わ れ る 、 性 的 な

言 動 に 対 す る 職 員 の 対 応 に よ り 当 該 職 員 が そ の 勤 務 条 件 に つ

い て 不 利 益 を 受 け る も の 及 び 当 該 性 的 な 言 動 に よ り 職 員 の 就
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業 環 境 が 害 さ れ る も の を い う 。 な お 、 職 場 に お け る セ ク シ ャ

ル ハ ラ ス メ ン ト に は 、 同 性 に 対 す る も の も 含 ま れ る も の と し 、

ま た 、 被 害 を 受 け た 者 の 性 的 指 向 又 は 性 自 認 に か か わ ら ず 、

当 該 者 に 対 す る 職 場 に お け る セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト も こ の

条 例 の 対 象 と す る 。  

ウ  不 妊 治 療 、 妊 娠 、 出 産 、 育 児 又 は 介 護 に 関 す る ハ ラ ス メ ン

ト  職 場 に お い て 行 わ れ る 、 不 妊 治 療 、 妊 娠 、 出 産 、 育 児 又

は 介 護 を し た こ と に 関 す る 言 動 及 び 不 妊 治 療 、 妊 娠 、 出 産 、

育 児 又 は 介 護 に 関 す る 制 度 若 し く は 措 置 の 利 用 に 関 す る 言 動

に よ り 、 職 員 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る も の を い う 。 な お 、 業 務

分 担 や 安 全 配 慮 等 の 観 点 か ら 、 客 観 的 に 見 て 、 業 務 の 必 要 性

に 基 づ く も の に つ い て は 、 職 場 に お け る 不 妊 治 療 、 妊 娠 、 出

産 、 育 児 又 は 介 護 に 関 す る ハ ラ ス メ ン ト に 該 当 し な い 。  

エ  そ の 他 の ハ ラ ス メ ン ト  ア か ら ウ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、

相 手 方 に 対 し て 人 権 を 侵 害 し 、 又 は 不 快 に さ せ る 言 動 で あ っ

て 職 員 の 就 業 環 境 若 し く は 職 場 環 境 を 害 す る も の を い う 。  

(６ )  職 場  職 員 が そ の 職 務 を 遂 行 す る 場 所 を い う 。 な お 、 出 張

先 そ の 他 の 職 員 が 通 常 執 務 を す る 場 所 以 外 の 場 所 及 び 会 食 等 そ

の 他 の 実 質 的 に 職 務 の 延 長 線 上 に あ る も の を 含 む も の と す る 。  

(７ )  ハ ラ ス メ ン ト に 起 因 す る 問 題  ハ ラ ス メ ン ト の た め 職 員 の

就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と 及 び ハ ラ ス メ ン ト へ の 対 応 に 起 因 し て

職 員 が そ の 勤 務 条 件 に つ き 不 利 益 を 受 け る こ と を い う 。  

（ 市 長 等 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 職 員 が そ の 能 力 を 十 分 に 発 揮 で き る 職 場 環 境 を 確

保 す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 等 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 や 職 員 か ら の 相 談 に 応 じ て 適 切 に 対 応

す る た め に 必 要 な 体 制 の 整 備 、 研 修 の 実 施 そ の 他 の 雇 用 管 理 上

必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

(２ )  ハ ラ ス メ ン ト に 起 因 す る 問 題 が 生 じ た 場 合 は 、 必 要 な 措 置

を 迅 速 か つ 適 切 に 講 じ る こ と 。  
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(３ )  ハ ラ ス メ ン ト を 防 止 し 、 ハ ラ ス メ ン ト に 起 因 す る 問 題 を 解

決 す る た め に 職 員 が 認 識 す べ き 事 項 に つ い て 、 指 針 を 定 め 、 周

知 徹 底 を 行 う こ と 。  

２  副 市 長 は 、 市 長 を 補 佐 し 、 前 項 に 規 定 す る 措 置 等 を と も に 講 じ

な け れ ば な ら な い 。  

３  教 育 長 は 、 教 育 行 政 の 運 営 に お い て 、 こ の 条 例 の 目 的 を 実 現 す

る よ う 、 ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

４  地 方 公 営 企 業 の 管 理 者 は 、 地 方 公 営 企 業 の 運 営 に お い て 、 こ の

条 例 の 目 的 を 実 現 す る よ う 、 そ の 職 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。  

５  行 政 委 員 会 等 の 委 員 は 、 そ の 権 限 に 属 す る 事 務 の 執 行 に お い て 、

こ の 条 例 の 目 的 を 実 現 す る よ う 、 ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 に 努 め な け

れ ば な ら な い 。  

（ 議 長 及 び 議 員 の 責 務 ）  

第 ４ 条  議 長 は 、 議 員 が そ の 能 力 を 十 分 に 発 揮 し て 活 動 で き る 環 境

を 確 保 す る た め 、 議 員 に 対 す る ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 に 努 め る と と

も に 、 ハ ラ ス メ ン ト に 起 因 し て 議 員 が 活 動 で き る 環 境 を 害 さ れ 、

又 は 議 員 に 不 利 益 が 生 じ た 場 合 は 、 ハ ラ ス メ ン ト を 受 け た 議 員 に

配 慮 し つ つ 、 必 要 な 措 置 を 迅 速 か つ 適 切 に 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  議 員 は 、 市 民 の 代 表 者 と し て 、 市 政 に 携 わ る 権 能 及 び 責 務 を 自

覚 す る と と も に 常 に 高 い 倫 理 観 を 持 ち 、 ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 に 努

め な け れ ば な ら な い 。  

（ 職 員 及 び 管 理 監 督 者 の 責 務 ）  

第 ５ 条  職 員 は 、 他 の 職 員 に 対 し 、 互 い の 人 格 を 尊 重 し 、 職 務 遂 行

上 の 対 等 な パ ー ト ナ ー で あ る こ と を 認 識 し 、 ハ ラ ス メ ン ト の 防 止

に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  職 員 を 管 理 監 督 す る 地 位 に あ る 者 は 、 良 好 な 職 場 環 境 を 確 立 す

る た め 、 ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 に 努 め る ほ か 、 ハ ラ ス メ ン ト に 起 因

す る 問 題 が 生 じ た 場 合 は 、 迅 速 か つ 適 切 に 対 処 す る と と も に 、 ハ

ラ ス メ ン ト に 係 る 調 査 等 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ハ ラ ス メ ン ト の 禁 止 等 ）  
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第 ６ 条  市 長 等 、 職 員 及 び 議 員 は 、 ハ ラ ス メ ン ト が 個 人 の 人 格 又 は

尊 厳 を 不 当 に 傷 つ け る 人 権 侵 害 に 当 た る こ と を 理 解 し 、 ハ ラ ス メ

ン ト を 行 っ て は な ら な い 。  

２  市 長 等 、 職 員 及 び 議 員 は 、 ハ ラ ス メ ン ト に 起 因 す る 問 題 の 解 決

の た め 、 必 要 な 調 査 等 に 誠 実 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 副 市 長 等 に よ る 権 限 の 行 使 ）  

第 ７ 条  ハ ラ ス メ ン ト を 行 っ た と さ れ る 者 （ 以 下 「 当 事 者 」 と い

う 。 ） が 市 長 で あ る 事 案 に お い て は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 権 限

は 副 市 長 が 行 使 し 、 市 長 及 び 副 市 長 が 共 に 当 事 者 と な っ た 事 案 に

お い て は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 権 限 は 総 務 部 長 が 行 使 す る 。  

２  当 事 者 が 議 長 で あ る 事 案 に お い て は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 権

限 は 副 議 長 が 行 使 し 、 議 長 及 び 副 議 長 が 共 に 当 事 者 と な っ た 事 案

に お い て は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 権 限 は 議 会 運 営 委 員 長 が 行 使

す る 。  

（ 相 談 等 の 申 出 ）  

第 ８ 条  職 場 に お け る ハ ラ ス メ ン ト を 受 け た 職 員 又 は ハ ラ ス メ ン ト

を 目 撃 し 、 若 し く は 把 握 し た 職 員 は 、 次 条 第 １ 項 の 相 談 員 又 は 第

10条 第 １ 項 の 委 員 会 に 対 し 、 ハ ラ ス メ ン ト の 相 談 及 び 苦 情 に 係 る

申 出 （ 以 下 「 申 出 」 と い う 。 ） を 行 う こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 申 出 に 対 し 、 事 実 確 認 等 の 調 査 を 行 い 、 適 正 に 対 処 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 申 出 に 係 る 事 案 の 当 事 者 が 議 員 と さ れ て い る 場 合 に は 、

当 該 申 出 に つ い て 議 長 に 報 告 し 、 協 力 し て 調 査 を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

（ ハ ラ ス メ ン ト 相 談 員 ）  

第 ９ 条  申 出 に 対 応 す る た め の 窓 口 と し て 、 ハ ラ ス メ ン ト 相 談 員

（ こ の 条 及 び 第 1 4条 に お い て 「 相 談 員 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  相 談 員 は 、 申 出 に 係 る 事 実 確 認 等 の 調 査 を 行 い 、 事 案 の 当 事 者

及 び 関 係 者 （ 以 下 「 当 事 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 適 切 な 指 導 及 び

助 言 並 び に 必 要 な あ っ せ ん 等 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 当 事 者
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が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 処 理 を 行

う も の と す る 。  

(１ )  市 長 等  第 10条 第 １ 項 の 委 員 会 に 事 実 確 認 等 の 調 査 を 依 頼

す る こ と 。  

(２ )  議 員  当 該 申 出 に つ い て 市 長 に 報 告 す る こ と 。  

３  相 談 員 は 、 職 員 の う ち か ら 市 長 が 任 命 す る 。  

４  相 談 員 は 、 事 実 確 認 等 の 調 査 に 当 た り 、 事 情 の 聴 取 、 書 類 、 物

件 そ の 他 の 証 拠 の 提 出 等 を 当 事 者 等 に 対 し て 求 め る こ と が で き る 。  

５  相 談 員 は 、 当 事 者 が 職 員 で あ る 事 案 に つ い て 、 事 案 の 内 容 及 び

調 査 の 結 果 等 か ら 判 断 し 、 問 題 の 解 決 を 図 る こ と が 困 難 と 認 め ら

れ る と き は 、 当 該 事 案 に 係 る 処 理 を 第 10条 第 １ 項 の 委 員 会 に 依 頼

す る も の と す る 。  

（ ハ ラ ス メ ン ト 対 策 委 員 会 ）  

第 10条  申 出 、 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ５ 項 の 依 頼 （ 以 下 「 申

出 等 」 と い う 。 ） に 対 す る 事 実 確 認 等 の 調 査 を 行 い 、 事 案 の 適 切

な 処 理 及 び 解 決 に つ い て 審 議 す る た め 、 仙 北 市 ハ ラ ス メ ン ト 対 策

委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  委 員 会 は 、 申 出 等 に 係 る 事 実 確 認 等 の 調 査 を 行 い 、 ハ ラ ス メ ン

ト の 事 実 認 定 及 び 問 題 解 決 の た め の 必 要 な 措 置 に つ い て 審 査 し 、

当 事 者 等 に 対 し 適 切 な 指 導 及 び 助 言 並 び に 必 要 な あ っ せ ん 等 を 行

う も の と す る 。 た だ し 、 当 事 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で あ る 場 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 処 理 を 行 う も の と す る 。  

(１ )  市 長 等  事 実 確 認 等 の 調 査 を 行 い 、 調 査 の 結 果 を 市 長 に 報

告 す る こ と 。  

(２ )  議 員  当 該 申 出 等 に つ い て 市 長 及 び 議 長 に 報 告 す る こ と 。  

３  委 員 会 は 、 委 員 10人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

４  委 員 会 の 委 員 は 、 副 市 長 及 び 部 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 構 成 す

る 。  

５  第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 市 長 が 特 に

必 要 と 認 め る と き は 、 臨 時 に 委 員 を 置 く こ と が で き る 。  
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６  前 項 に 規 定 す る 臨 時 の 委 員 は 、 ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る 識 見 を 有

す る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

７  委 員 会 は 、 当 事 者 が 職 員 で あ る 事 案 に つ い て 、 そ の 処 理 が 特 に

困 難 な も の と 認 め ら れ る と き は 、 市 長 に そ の 旨 を 報 告 す る も の と

す る 。  

（ 意 見 聴 取 ）  

第 11条  市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 各 号 又 は 第 ７ 項 の 報 告 を 受 け た と き は 、

当 該 事 案 の 処 理 に つ い て 次 条 第 １ 項 の 審 査 会 の 意 見 を 聴 か な け れ

ば な ら な い 。  

（ ハ ラ ス メ ン ト 審 査 会 ）  

第 12条  当 事 者 が 市 長 等 又 は 議 員 で あ る 事 案 等 の 適 切 な 処 理 及 び 解

決 に つ い て 審 議 す る た め 、 仙 北 市 ハ ラ ス メ ン ト 審 査 会 （ 以 下 「 審

査 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  審 査 会 は 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 い 、 そ の 結

果 を 答 申 す る も の と す る 。  

(１ )  必 要 に 応 じ て 事 実 確 認 等 の 調 査 を 行 う こ と 。  

(２ )  ハ ラ ス メ ン ト の 事 実 認 定 及 び 問 題 解 決 の た め の 必 要 な 措 置

に つ い て 審 査 す る こ と 。  

(３ )  そ の 他 申 出 の 処 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 調 査 審 議 す る こ と 。  

３  審 査 会 は 、 委 員 ３ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

４  審 査 会 の 委 員 は 、 ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る 識 見 を 有 す る 者 の う ち

か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

５  審 査 会 は 、 事 実 認 定 等 の 調 査 に 当 た り 、 事 情 の 聴 取 、 書 類 、 物

件 そ の 他 の 証 拠 の 提 出 等 を 当 事 者 等 に 対 し て 求 め る こ と が で き る 。  

（ 対 応 措 置 ）  

第 13条  市 長 は 、 事 実 確 認 等 の 調 査 に よ り 職 員 に よ る ハ ラ ス メ ン ト

の 事 実 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 人 事 上 の 措 置 そ の 他 の 問 題 解 決 の た

め の 必 要 な 措 置 を 迅 速 か つ 適 切 に 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の ハ ラ ス メ ン ト の 事 実 が 市 長 等 に よ る も の で あ る と き は 、

市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 答 申 を 踏 ま え て 、 当 該 者 の 氏 名 、 事 実 の 内
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容 及 び 問 題 解 決 の た め に 講 じ る 措 置 に 関 す る 事 項 の 全 部 又 は 一 部

を 公 表 す る こ と が で き る 。  

３  第 １ 項 の ハ ラ ス メ ン ト の 事 実 が 議 員 に よ る も の で あ る と き は 、

市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 答 申 を 議 長 に 報 告 し 、 議 長 は こ れ を 踏 ま え

て 、 当 該 者 の 氏 名 、 事 実 の 内 容 及 び 問 題 解 決 の た め に 講 じ る 措 置

に 関 す る 事 項 の 全 部 又 は 一 部 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

（ 秘 密 の 保 持 ）  

第 14条  相 談 員 、 委 員 会 及 び 審 査 会 の 委 員 そ の 他 事 案 に 関 す る 業 務

に 携 わ る 者 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の

職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

（ 不 利 益 な 取 扱 い の 禁 止 ）  

第 15条  市 長 等 、 職 員 及 び 議 員 は 、 職 員 が 申 出 を 行 っ た こ と を 理 由

と し て 、 当 該 職 員 に 対 し 不 利 益 な 取 扱 い を し て は な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 16条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １０  号  

 

 

 

仙北市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を  

定める条例制定について  

 

 

 

 仙北市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例を別添のとおり制定するものとする。  

  

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24年 法 律 第 6 5号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 54条 の ３ に お い て 準 用 す る 法 第 46条 第 ２

項 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 （ 特 定 乳 児 等 通 園 支

援 （ 法 第 30条 の 2 0第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 運 営 に 関 す る 基

準 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 法 及 び 特 定 乳 児 等 通 園

支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 （ 令 和 ７ 年 内 閣 府 令 第 95号 。 次 条 に

お い て 「 基 準 府 令 」 と い う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）  

第 ３ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 は 、 基 準 府 令

（ 基 準 省 令 の 改 正 に 係 る 経 過 措 置 に 関 す る 規 定 を 含 む 。 ） に 定 め

る も の を も っ て 、 そ の 基 準 と す る 。  

（ 電 磁 的 記 録 等 ）  

第 ４ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 記 録 、 作 成 、 保 存 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る も の の う ち 、 こ の 条 例 の 規 定 に お い て 書 面 等 （ 書 面 、

書 類 、 文 書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等

人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の

他 の 有 体 物 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に よ り 行 う こ と

が 規 定 さ れ て い る も の に つ い て は 、 当 該 書 面 等 に 代 え て 、 当 該 書

面 等 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚

に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、

電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） に よ り 行 う こ と が で き る 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 書 面 等 の
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交 付 又 は 提 出 に つ い て は 、 当 該 書 面 等 が 電 磁 的 記 録 に よ り 作 成 さ

れ て い る 場 合 に は 、 当 該 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 に 代 え て 、 第 ４ 項

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 承 諾 を 得 て 、

当 該 書 面 等 に 記 載 す べ き 事 項 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 記 載 事 項 」

と い う 。 ） を 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 、 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る

電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の

技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 電 磁 的 方 法 」 と い う 。 ） に よ り 提 供 す る こ と が で き る 。 こ の

場 合 に お い て 、 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 当 該 書 面 等 を

交 付 し 、 又 は 提 出 し た も の と み な す 。  

(１ )   電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち ア 又 は イ に 掲 げ  

る も の  

ア  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 乳 児

等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 接 続 す る

電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 送 信 し 、 受 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算

機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法  

イ  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え

ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 記 載 事 項 を 電 気 通 信 回 線 を 通 じ

て 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 閲 覧 に 供 し 、 乳 児 等 支 援 給 付

認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た 当 該 乳 児 等

支 援 給 付 認 定 保 護 者 の フ ァ イ ル に 当 該 記 載 事 項 を 記 録 す る 方

法 （ 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け る 旨 の 承 諾 又 は 受 け な い 旨

の 申 出 を す る 場 合 に あ っ て は 、 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に そ の 旨 を 記 録

す る 方 法 ）  

(２ )   電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 ）  

を も っ て 調 製 す る フ ァ イ ル に 記 載 事 項 を 記 録 し た も の を 交 付  

す る 方 法  
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３  前 項 各 号 に 掲 げ る 方 法 は 、 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 が フ ァ イ

ル へ の 記 録 を 出 力 す る こ と に よ り 文 書 を 作 成 す る こ と が で き る も

の で な け れ ば な ら な い 。  

４  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 記 載 事 項 を

提 供 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 記 載 事 項 を 提 供 す る

乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し 、 そ の 用 い る 次 に 掲 げ る 電 磁 的

方 法 の 種 類 及 び 内 容 を 示 し 、 文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る 承 諾 を 得

な け れ ば な ら な い 。  

(１ )   第 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 方 法 の う ち 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事  

業 者 が 使 用 す る も の  

(２ )  フ ァ イ ル へ の 記 録 の 方 式  

５  前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を 得 た 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 当

該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 か ら 文 書 又 は 電 磁 的 方 法 に よ り 、 電

磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け な い 旨 の 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 乳

児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し 、 第 ２ 項 に 規 定 す る 記 載 事 項 の 提

供 を 電 磁 的 方 法 に よ っ て し て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 乳 児 等 支

援 給 付 認 定 保 護 者 が 再 び 前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を し た 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。  

６  第 ２ 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 書 面 等 に

よ る 同 意 の 取 得 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ２ 項 中

「 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 」 と あ り 、 及 び 「 書 面 等 に 記 載 す べ き 事

項 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 記 載 事 項 」 と い う 。 ） 」 と あ る の は

「 書 面 等 に よ る 同 意 」 と 、 「 第 ４ 項 」 と あ る の は 「 第 ６ 項 に お い

て 準 用 す る 第 ４ 項 」 と 、 「 提 供 す る 」 と あ る の は 「 得 る 」 と 、

「 書 面 等 を 交 付 し 、 又 は 提 出 し た 」 と あ る の は 「 書 面 等 に よ る 同

意 を 得 た 」 と 、 「 記 載 事 項 を 」 と あ る の は 「 同 意 に 関 す る 事 項

を 」 と 、 「 提 供 を 受 け る 」 と あ る の は 「 同 意 を 行 う 」 と 、 「 受 け

な い 」 と あ る の は 「 行 わ な い 」 と 、 「 交 付 す る 」 と あ る の は 「 得

る 」 と 、 第 ３ 項 中 「 前 項 各 号 」 と あ る の は 「 第 ６ 項 に お い て 準 用

す る 前 項 各 号 」 と 、 第 ４ 項 中 「 第 ２ 項 の 」 と あ る の は 「 第 ６ 項 に
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お い て 準 用 す る 第 ２ 項 の 」 と 、 「 記 載 事 項 を 提 供 し よ う 」 と あ る

の は 「 同 意 を 得 よ う 」 と 、 「 記 載 事 項 を 提 供 す る 」 と あ る の は

「 同 意 を 得 よ う と す る 」 と 、 同 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 項 各 号 」 と あ る

の は 「 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 第 ２ 項 各 号 」 と 、 第 ５ 項 中 「 前

項 」 と あ る の は 「 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 提 供 を 受

け な い 」 と あ る の は 「 同 意 を 行 わ な い 」 と 、 「 第 ２ 項 に 規 定 す る

記 載 事 項 の 提 供 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 書 面 等 に よ

る 同 意 の 取 得 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １１  号  

 

 

 

仙北市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の  

一部を改正する条例制定について  

 

 

 

仙北市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１

７年仙北市条例第２２号）の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するものとする。  

 

  

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 7年

仙 北 市 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 第 28条 第 ３ 項 」 の 次 に 「 及 び 第 ４ 項 」 を 、 「 効 果 」 の

次 に 「 並 び に 失 職 の 特 例 」 を 加 え る 。  

第 ５ 条 を 第 ６ 条 と し 、 第 ４ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 失 職 事 由 の 特 例 ）  

第 ５ 条  任 命 権 者 は 、 法 第 16条 第 １ 号 に 該 当 す る に 至 っ た 職 員 の う

ち 、 そ の 罪 が 本 人 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ ら な い も の で あ り 、

か つ 、 刑 の 執 行 を 猶 予 さ れ た 者 に つ い て は 、 情 状 に よ り 特 に そ の

職 を 失 わ な い も の と す る こ と が で き る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １２  号  

 

 

 

仙北市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定について  

 

 

 

 仙北市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関

する条例（平成１７年仙北市条例第３３号）の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用

弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第 3 3号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 鳥 獣 被 害 対 策 実 施 隊 員 の 項 報 酬 額 の 欄 中 「 2,000 円 」 を

「 5,00 0円 」 に 改 め 、 「 猟 銃 所 持 を 伴 う も の （ 巻 き 狩 り 等 ２ 時 間 以

上 に わ た る 業 務 ） １ 回 5,00 0円 、 」 を 削 り 、 「 1,0 00円 」 を 「 1, 200

円 」 に 改 め 、 「 1 , 500円 」 の 次 に 「 、 緊 急 銃 猟 を 実 施 す る 際 、 射 手

を 担 う も の １ 回 2 0,000円 」 を 加 え る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １３  号  

 

 

 

仙北市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する  

条例の一部を改正する条例制定について  

 

 

 

仙北市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年仙北市条例第３４号）の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定するものとする。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和

元 年 仙 北 市 条 例 第 34号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

月 額 で 基 本 報 酬 を 支 給 す る 法 第 2 2条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る

職 員 （ 以 下 「 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の １ 月

当 た り の 基 本 報 酬 の 額 は 、 当 該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の

１ 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲

げ る 職 員 （ 以 下 「 フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） の 勤

務 時 間 と 同 一 で あ る と し た 場 合 に 、 第 ７ 条 の 規 定 を 適 用 し た な ら

ば 得 ら れ る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 基 準 月 額 」 と い

う 。 ） に 、 当 該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に つ い て 定 め ら れ

た １ 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 を 仙 北 市 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第 26号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条

例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を

切 り 捨 て た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） と す る 。  

第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 前 ３ 項 」 に 改 め 、 同 項 中 「 給 与 条

例 」 を 「 仙 北 市 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市

条 例 第 37号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

４ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。  

２  日 額 で 基 本 報 酬 を 支 給 す る パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の １

日 当 た り の 基 本 報 酬 の 額 は 、 基 準 月 額 を 162.75で 除 し て 得 た 額 に 、

当 該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の １ 日 の 勤 務 時 間 条 例 第 2 1条

の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 勤 務 時 間 （ 以 下 「 定 め ら れ た 勤 務 時 間 」

と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  時 間 額 で 基 本 報 酬 を 支 給 す る パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の

１ 時 間 当 た り の 基 本 報 酬 の 額 は 、 基 準 月 額 を 162 .75で 除 し て 得 た
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額 と す る 。  

第 ４ 条 中 「 給 与 条 例 適 用 職 員 」 を 「 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 以 下 「 給 与 条 例 適 用 職 員 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 ７ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 は 別 表 第 １ に 定 め る 給 料 表

に よ る も の と し 、 任 命 権 者 が 定 め る 職 種 の 区 分 に 応 じ て 適 用 す る 。  

附 則 の 次 に 次 の 別 表 を 加 え る 。  

別 表 第 １ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

行 政 職 給 料 表 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 ）  

職 務 の

級  
１ 級  ２ 級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  

 円  円  

１  197,356  243,923  

２  198,465  245,234  

３  199,674  246,645  

４  200,783  248,056  

５  201,892  249,467  

６  203,605  250,878  

７  205,218  252,289  

８  206,831  253,701  

９  208,343  255,112  

32



10 210,056  256,321  

11 211,669  257,632  

12 213,282  258,942  

13 214,794  260,151  

14 216,507  261,361  

15 218,221  262,570  

16 219,934  263,780  

17 221,144  264,889  

18 222,756  265,998  

19 224,369  267,106  

20 225,881  268,215  

21 227,393  269,122  

22 229,006  270,130  

23 230,618  271,138  

24 232,231  272,146  

25 233,844  273,154  

26 235,557   

27 236,868   

28 238,178   
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29 239,488   

30 240,597   

31 241,706   

32 242,815   

33 243,923   

34 244,831   

35 245,738   

36 246,746   

37 247,754   

38 248,661   

39 249,568   

40 250,374   

 

行 政 職 給 料 表 (２ )（ 会 計 年 度 任 用 職 員 ）  

職 務 の

級  
１ 級  ２ 級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  

 円  円  

１  180,423  242,311  

２  181,632  243,117  

34



３  182,741  243,923  

４  183,850  244,629  

５  185,160  245,335  

６  186,369  246,040  

７  187,579  246,846  

８  188,789  247,552  

９  189,796  248,358  

10 191,006  249,064  

11 192,316  249,770  

12 193,526  250,374  

13 194,635  251,080  

14 195,844  251,483  

15 197,155  251,987  

16 198,465  252,390  

17 199,775  252,894  

18 201,489  253,297  

19 203,202  253,801  

20 204,916  254,204  

21 206,629  254,507  

35



22 208,343  254,809  

23 209,955  255,112  

24 211,568  255,414  

25 213,181  255,918  

26 214,693  256,422  

27 216,205  256,825  

28 217,616  257,329  

29 219,027  257,833  

30 220,539  258,337  

31 222,051  258,740  

32 223,563  259,143  

33 224,974  259,446  

34 226,385  259,950  

35 227,796  260,454  

36 229,207   

37 230,618   

38 231,626   

39 232,735   

40 233,844   

36



41 234,852   

42 235,658   

43 236,565   

44 237,372   

45 238,279   

46 239,085   

47 239,892   

48 240,698   

49 241,504   

50 242,008   

51 242,512   

52 243,016   

53 243,621   

54 244,125   

55 244,629   

56 245,133   

57 245,637   

58 245,939   

59 246,242   
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60 246,645   

 

医 療 職 給 料 表 (２ )（ 会 計 年 度 任 用 職 員 ）  

職 務 の

級  
１ 級  ２ 級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  

 円  円  

１  202,597  241,706  

２  204,714  243,016  

３  206,831  244,327  

４  208,948  245,637  

５  210,963  246,846  

６  212,979  247,955  

７  214,995  248,963  

８  216,810  249,870  

９  218,624  250,979  

10 220,539  252,088  

11 222,454  253,197  

12 224,571  254,406  

13 226,284  255,616  
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14 228,300  256,825  

15 230,518  258,035  

16 232,634  259,143  

17 234,751  260,151  

18 235,860  261,159  

19 236,868  262,268  

20 237,976  263,276  

21 239,085  264,385  

22 239,892   

23 240,799   

24 241,605   

25 242,512   

26 243,419   

27 244,327   

28 245,234   

29 246,040   

30 246,846   

31 247,552   

32 248,358   
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33 249,064   

34 249,669   

35 250,374   

36 251,080   

37 251,785   

38 252,390   

39 252,995   

40 253,600   

41 254,204   

 

医 療 職 給 料 表 (３ )（ 会 計 年 度 任 用 職 員 ）  

職 務 の

級  
１ 級  ２ 級  

号 給  給 料 月 額  給 料 月 額  

 円  円  

１  223,462  256,724  

２  225,377  258,841  

３  227,191  261,059  

４  228,905  263,276  

５  230,618  265,494  
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６  232,534  266,501  

７  234,348  267,308  

８  236,061  268,215  

９  237,775  269,021  

10 239,690  270,130  

11 241,605  271,239  

12 243,520  272,146  

13 245,335  272,952  

14 247,350  273,658  

15 249,366  274,363  

16 251,382  275,170  

17 253,398  276,279  

18 255,414  277,186  

19 257,531  278,093  

20 259,547  279,000  

21 261,462  280,008  

22 262,671  281,016  

23 263,780  281,923  

24 264,889  282,931  
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25 265,998  283,737  

26 266,804   

27 267,711   

28 268,517   

29 269,324   

30 270,029   

31 270,735   

32 271,440   

33 272,247   

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １４  号  

 

 

 

仙北市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正  

する条例制定について  

 

 

 

 仙北市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年仙北市条

例第４１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

とする。  

 

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明   
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仙 北 市 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例  

 

仙 北 市 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 7年 仙 北 市 条 例 第

41号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 に 次 の ３ 号 を 加 え る 。  

(８ )  高 所 作 業 手 当  

(９ )  災 害 応 急 作 業 等 手 当  

(10) 危 険 鳥 獣 捕 獲 等 作 業 手 当  

第 11条 を 第 14条 と し 、 第 10条 を 第 13条 と し 、 第 ９ 条 の 次 に 次 の ３

条 を 加 え る 。  

（ 高 所 作 業 手 当 ）  

第 10条  高 所 作 業 手 当 は 、 職 員 が 地 上 ５ メ ー ト ル 以 上 の 箇 所 で 行 う

作 業 で 規 則 で 定 め る も の に 従 事 し た と き に 支 給 す る 。  

（ 災 害 応 急 作 業 等 手 当 ）  

第 11条  災 害 応 急 作 業 等 手 当 は 、 職 員 が 豪 雨 等 異 常 な 自 然 現 象 又 は

大 規 模 な 火 事 等 の 事 故 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 し た 箇 所 又 は そ の

周 辺 に お い て 行 う 災 害 調 査 、 災 害 警 備 、 遭 難 救 助 、 通 信 施 設 の 臨

時 設 置 、 運 用 若 し く は 保 守 又 は こ れ ら に 相 当 す る 作 業 で 心 身 に 著

し い 負 担 を 与 え る 次 の 各 号 に 掲 げ る も の に 支 給 す る 。  

(１ )  仙 北 市 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 に お い て 、 災 害 対 策 本 部 が 設

置 さ れ た 場 合 又 は 大 規 模 な 事 故 に よ り 相 当 多 数 の 死 傷 者 の あ る

災 害 が 発 生 し た 場 合 で あ っ て 、 職 員 が 災 害 警 備 、 遭 難 救 助 、 通

信 施 設 の 臨 時 設 置 若 し く は 運 用 （ 以 下 「 災 害 警 備 等 の 作 業 」 と

い う 。 ） に 従 事 し た 場 合  

(２ )  災 害 警 備 等 の 作 業 に お い て 、 人 命 救 助 （ 以 下 「 人 命 救 助 作

業 」 と い う 。 ） に 従 事 し た 場 合  

(３ )  被 災 家 屋 の 調 査 又 は 避 難 所 の 運 営 等 の 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭

和 36年 法 律 第 223号 ） 第 50条 第 １ 項 に 規 定 す る 災 害 応 急 対 策 の

業 務 等 で あ っ て 、 他 の 地 方 公 共 団 体 の 応 援 業 務 と し て 任 命 権 者
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が 認 め る 作 業 （ 以 下 「 他 の 地 方 公 共 団 体 の 応 援 業 務 作 業 」 と い

う 。 ） に 従 事 し た 場 合  

（ 危 険 鳥 獣 捕 獲 等 作 業 手 当 ）  

第 12条  危 険 鳥 獣 捕 獲 等 作 業 手 当 は 、 職 員 が 危 険 鳥 獣 の 捕 獲 若 し く

は 殺 傷 又 は そ の 補 助 に 関 す る 作 業 の う ち 特 に 危 険 又 は 困 難 な も の

と し て 規 則 で 定 め る も の に 従 事 し た と き に 支 給 す る 。  

別 表 中 「 第 10条 」 を 「 第 13条 」 に 改 め 、 別 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

区 分  支 給 額  

高 所 作 業 の う ち 規 則 で 定 め る 業

務 に 従 事 し た 職 員  
１ 日 に つ き  220円  

災 害 警 備 等 の 作 業 又 は 人 命 救 助

作 業 に 従 事 し た 職 員  
１ 日 に つ き  840円  

他 の 地 方 公 共 団 体 の 応 援 業 務 作

業 に 従 事 し た 職 員  
１ 日 に つ き  350円  

危 険 鳥 獣 の 捕 獲 若 し く は 殺 傷 又

は そ の 補 助 に 関 す る 作 業 の う ち

規 則 で 定 め る 業 務 に 従 事 し た 職

員  

１ 日 に つ き 1,64 0円 を 超 え な い

範 囲 内 で 市 長 が 定 め る 額  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 改 正 後 の

第 12条 及 び 別 表 中 危 険 鳥 獣 捕 獲 等 作 業 手 当 に 係 る 部 分 の 規 定 は 、 令

和 ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
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議案第  １５  号  

 

 

 

仙北市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する  

条例制定について  

 

 

 

 仙北市職員等の旅費に関する条例（平成１７年仙北市条例第４

２号）等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。  

 

 

   

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例  

 

（ 仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第

42号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

目 次 を 次 の よ う に 改 め る 。  

目 次  

第 １ 章  総 則 （ 第 １ 条 ― 第 ７ 条 ）  

第 ２ 章  旅 費 の 種 目 及 び 内 容  

第 １ 節  通 則 （ 第 ８ 条 ）  

第 ２ 節  交 通 費 （ 第 ９ 条 ― 第 12条 ）  

第 ３ 節  宿 泊 費 等 （ 第 13条 ― 第 1 5条 ）  

第 ４ 節  転 居 費 等 （ 第 16条 ― 第 1 8条 ）  

第 ５ 節  そ の 他 の 種 目 （ 第 19条 ・ 第 20条 ）  

第 ３ 章  雑 則 （ 第 21条 ― 第 28条 ）  

附 則  

第 １ 条 中 「 す る 市 職 員 」 の 次 に 「 （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） 」

を 加 え 、 「 市 職 員 以 外 」 を 「 職 員 以 外 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 中 第 ７ 号 を 第 ８ 号 と し 、 第 ６ 号 の 次 に 次 の １ 号 を

加 え る 。  

(７ )  家 族  内 国 旅 行 に あ っ て は 職 員 の 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を

し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。

以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父

母 及 び 兄 弟 姉 妹 で 職 員 と 生 計 を 一 に す る も の を い い 、 外 国 旅

行 に あ っ て は 職 員 の 配 偶 者 及 び 子 で 職 員 と 生 計 を 一 に す る も

の を い う 。  

第 ２ 条 第 １ 項 第 ６ 号 を 削 り 、 同 項 第 ５ 号 中 「 若 し く は そ の 扶 養

親 族 」 を 削 り 、 「 根 拠 地 」 を 「 根 拠 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ６ 号

と し 、 同 項 第 ４ 号 中 「 旧 在 勤 庁 」 を 「 旧 在 勤 公 署 」 に 、 「 新 在 勤
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庁 」 を 「 新 在 勤 公 署 」 に 改 め 、 同 号 中 「 在 勤 庁 」 を 「 在 勤 公 署 」

に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ５ 号 と し 、 同 項 第 ３ 号 中 「 職 員 が 公 務 の た

め 一 時 そ の 在 勤 庁 を 離 れ て 旅 行 す る こ と を い う 。 」 を 「 職 員 が 公

務 の た め 一 時 そ の 在 勤 公 署 （ 常 時 勤 務 す る 在 勤 公 署 の な い 場 合 又

は 市 の 機 関 若 し く は そ の 委 任 を 受 け た 者 （ 以 下 「 旅 行 命 令 権 者 」

と い う 。 ） が 認 め る 場 合 に は 、 そ の 住 所 、 居 所 そ の 他 旅 行 命 令 権

者 が 認 め る 場 所 ） を 離 れ て 旅 行 し 、 又 は 職 員 以 外 の 者 が 公 務 の た

め 一 時 そ の 住 所 又 は 居 所 を 離 れ て 旅 行 す る こ と を い う 。 」 に 改 め 、

同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 項 第 ２ 号 中 「 以 下 」 を 「 以 下 こ の 号 及

び 次 章 に お い て 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ３ 号 と し 、 同 項 第 １ 号 中

「 以 下 」 を 「 次 号 に お い て 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ２ 号 と し 、 同

項 に 第 １ 号 と し て 次 の １ 号 を 加 え る 。  

(１ )  職 務 の 級  仙 北 市 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平

成 17年 仙 北 市 条 例 第 37号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 行

政 職 給 料 表 に よ る 職 務 の 級 及 び 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け な

い 者 に つ い て は 規 則 で 定 め る こ れ に 相 当 す る 職 務 の 級 を い う 。  

第 ２ 条 第 １ 項 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

(９ )  旅 行 役 務 提 供 者  旅 行 業 者 （ 旅 行 業 法 （ 昭 和 27年 法 律 第

2 39号 ） 第 ６ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 旅 行 業 者 を い う 。 ） そ

の 他 の 規 則 で 定 め る 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 旅 行 業 者 等 」

と い う 。 ） で あ っ て 、 市 と 旅 行 役 務 提 供 契 約 （ 旅 行 業 者 等 が

市 に 対 し て 旅 行 に 係 る 役 務 そ の 他 の 規 則 で 定 め る も の を 旅 行

者 に 提 供 す る こ と を 約 し 、 か つ 、 市 が 当 該 旅 行 業 者 等 に 対 し

て 当 該 旅 行 に 係 る 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 支 払 う こ と を 約 す る

契 約 を い う 。 次 条 第 ７ 項 に お い て 同 じ 。 ） を 締 結 し た も の を

い う 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 を 削 る 。  

第 ３ 条 第 ６ 項 中 「 （ そ の 者 の 扶 養 親 族 の 旅 行 に つ い て 旅 費 の 支

給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に は 、 当 該 扶 養 親 族 を 含 む 。 以 下 本

条 に お い て 同 じ 。 ） 」 及 び 「 そ の 出 発 前 に 」 を 削 り 、 「 （ 以 下 」
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を 「 （ 次 条 及 び 第 ５ 条 に お い て 」 に 、 「 を 変 更 」 を 「 の 変 更 」 に 、

「 以 下 同 じ 」 を 「 次 条 及 び 第 ５ 条 に お い て 同 じ 」 に 、 「 さ れ 」 を

「 を 受 け 」 に 、 「 場 合 に お い て 」 を 「 場 合 そ の 他 規 則 で 定 め る 場

合 に は 」 に 改 め 、 「 が あ る と き は 、 当 該 金 額 」 を 削 り 、 「 な っ

た 」 を 「 な る 金 額 又 は 支 出 を 要 す る 」 に 、 「 市 長 が 別 に 」 を 「 規

則 で 」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項 中 「 交 通 機 関 の 事 故 又 は 」 を 削 り 、

「 そ の 他 市 長 が 」 を 「 そ の 他 規 則 で 」 に 、 「 市 長 が 別 に 」 を 「 規

則 で 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

８  第 １ 項 、 第 ２ 項 、 第 ４ 項 、 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 に 規 定 す る 場 合

に お い て 、 市 が 旅 行 役 務 提 供 契 約 に 基 づ き 旅 行 役 務 提 供 者 に 支

払 う べ き 金 額 が あ る と き は 、 こ れ ら の 項 に 規 定 す る 者 に 対 す る

旅 費 の 支 給 に 代 え て 、 当 該 旅 行 役 務 提 供 者 に 対 し 、 当 該 金 額 を

旅 費 に 相 当 す る も の と し て 支 払 う こ と が で き る 。  

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 市 の 機 関 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 （ 以 下 「 旅

行 命 令 権 者 」 と い う 。 ） 」 を 「 旅 行 命 令 権 者 」 に 改 め 、 同 条 第 ３

項 中 「 を 変 更 す る 必 要 」 を 「 の 変 更 を す る 必 要 」 に 、 「 第 ５ 条 」

を 「 次 条 」 に 、 「 こ れ を 変 更 す る 」 を 「 そ の 変 更 を す る 」 に 改 め 、

同 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

４  旅 行 命 令 権 者 は 、 旅 行 命 令 等 を 発 し 、 又 は そ の 変 更 を す る に

は 、 旅 行 命 令 簿 又 は 旅 行 依 頼 簿 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 旅 行 命

令 簿 等 」 と い う 。 ） に 規 則 で 定 め る 事 項 の 記 載 を し 、 当 該 事 項

を 当 該 旅 行 者 に 提 示 し て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 旅 行 命

令 簿 等 に 当 該 事 項 の 記 載 を す る い と ま が な い 場 合 に は 、 こ の 限

り で な い 。  

５  前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 旅 行 命 令 簿 等 に 記 載 を し な か っ た

場 合 に は 、 で き る だ け 速 や か に 旅 行 命 令 簿 等 に 同 項 に 定 め る 事

項 の 記 載 を し な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 変 更 さ れ た 」 を 「 変 更 を 受 け た 」 に 、 「 本

条 」 を 「 こ の 条 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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（ 旅 費 の 計 算 ）  

第 ６ 条  旅 費 は 、 旅 行 に 要 す る 実 費 を 弁 償 す る た め の も の と し て

次 章 で 定 め る 種 目 及 び 内 容 に 基 づ き 、 最 も 経 済 的 か つ 合 理 的 な

通 常 の 経 路 及 び 方 法 に よ り 旅 行 し た 場 合 に よ っ て 計 算 す る 。 た

だ し 、 公 務 上 の 必 要 又 は 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 最

も 経 済 的 か つ 合 理 的 な 通 常 の 経 路 又 は 方 法 に よ り 旅 行 し 難 い 場

合 に は 、 そ の 現 に よ っ た 経 路 及 び 方 法 に よ っ て 計 算 す る 。  

第 ７ 条 か ら 第 15条 ま で を 削 る 。  

第 1 6条 第 １ 項 中 「 す る も の は 」 を 「 す る も の 並 び に 旅 費 に 相 当

す る 金 額 の 支 払 を 受 け よ う と す る 旅 行 役 務 提 供 者 は 」 に 、 「 の 支

払 」 を 「 又 は 当 該 金 額 の 支 払 」 に 、 「 以 下 」 を 「 以 下 こ の 条 及 び

第 27条 に お い て 」 に 改 め 、 「 等 」 及 び 「 添 付 」 を 削 り 、 「 旅 費

額 」 を 「 旅 費 又 は 旅 費 に 相 当 す る 金 額 」 に 、 「 の 必 要 」 を 「 又 は

旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 必 要 」 に 、 「 金 額 は 、 支 給 」 を 「 支 給 又 は

支 払 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 等 」 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 中 「 の 様

式 及 び 必 要 な 添 付 書 類 並 び に 第 ２ 項 及 び 前 項 に 規 定 す る 期 間

は 、 」 を 「 及 び 必 要 な 資 料 の 種 類 、 記 載 事 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項

に 規 定 す る 期 間 並 び に 前 項 に 規 定 す る 給 与 の 種 類 そ の 他 の 必 要 な

事 項 は 、 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ７ 条 と す る 。  

第 ２ 章 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 ２ 章  旅 費 の 種 目 及 び 内 容  

第 １ 節  通 則  

（ 旅 費 の 種 目 及 び 内 容 ）  

第 ８ 条  旅 費 の 種 目 は 、 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 そ の 他 の 交 通 費 、

宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 、 転 居 費 、 赴 任 経 費 、 家 族 移 転

費 、 渡 航 雑 費 及 び 死 亡 手 当 と し 、 こ れ ら の 内 容 に つ い て は 、 こ

の 章 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 ２ 節  交 通 費  

（ 鉄 道 賃 ）  

第 ９ 条  鉄 道 賃 は 、 鉄 道 （ 鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 61年 法 律 第 92号 ） 第
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２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 鉄 道 事 業 の 用 に 供 す る 鉄 道 及 び 軌 道 法

（ 大 正 10年 法 律 第 76号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 軌 道 、 外 国 に

お け る こ れ ら に 相 当 す る も の そ の 他 規 則 で 定 め る も の を い う 。

次 項 及 び 第 12条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す

る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 ま

で に 掲 げ る 費 用 は 、 第 １ 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払 う も

の で あ っ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の

合 計 額 と す る 。  

(１ )  運 賃  

(２ )  急 行 料 金  

(３ )  寝 台 料 金  

(４ )  座 席 指 定 料 金  

(５ )  前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用  

２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 内 国 旅 行 の 場 合 で あ

っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 移 動 す る と き は 最 下 級 、

外 国 旅 行 の 場 合 で あ っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 移

動 す る と き は 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 の 運 賃 の 額 と す る 。  

（ 船 賃 ）  

第 1 0条  船 賃 は 、 船 舶 （ 海 上 運 送 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 187号 ） 第

２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事 業 の 用 に 供 す る 船 舶 、 外 国 に

お け る こ れ に 相 当 す る も の そ の 他 規 則 で 定 め る も の を い う 。 次

項 及 び 第 12条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る

費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で

に 掲 げ る 費 用 は 、 第 １ 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払 う も の

で あ っ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合

計 額 と す る 。  

(１ )  運 賃  

(２ )  寝 台 料 金  

(３ )  座 席 指 定 料 金  

(４ )  前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用  
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２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 内 国 旅 行 の 場 合 で あ

っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 移 動 す る と き は 最 下 級 、

外 国 旅 行 の 場 合 で あ っ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 移

動 す る と き は 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 の 運 賃 の 額 と す る 。  

（ 航 空 賃 ）  

第 1 1条  航 空 賃 は 、 航 空 機 （ 航 空 法 （ 昭 和 27年 法 律 第 231号 ） 第

２ 条 第 18項 に 規 定 す る 航 空 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 航 空 機 、 外 国

に お け る こ れ に 相 当 す る も の そ の 他 規 則 で 定 め る も の を い う 。

次 項 及 び 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る

費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲

げ る 費 用 は 、 第 １ 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払 う も の で あ

あ っ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計

額 と す る 。  

(１ )  運 賃  

(２ )  座 席 指 定 料 金  

(３ )  前 ２ 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用  

２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ

れ た 航 空 機 に よ り 移 動 す る 場 合 に は 、 最 下 級 の 運 賃 の 額 と す る 。

た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

(１ )  外 国 旅 行 の 場 合 で あ っ て 、 著 し く 長 時 間 に わ た る 移 動 と

し て 規 則 で 定 め る も の を す る と き  最 下 級 の 直 近 上 位 の 級 の

運 賃 の 額  

（ そ の 他 の 交 通 費 ）  

第 12条  そ の 他 の 交 通 費 は 、 鉄 道 、 船 舶 及 び 航 空 機 以 外 を 利 用 す

る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 ２ 号

か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も

の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。  

(１ )  道 路 運 送 法 （ 昭 和 26年 法 律 第 183号 ） 第 ３ 条 第 １ 号 イ に

掲 げ る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 （ 路 線 を 定 め て 定 期 に 運

行 す る 自 動 車 に よ り 乗 合 旅 客 の 運 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） の
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用 に 供 す る 自 動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含

む 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 運 賃  

(２ )  道 路 運 送 法 第 ３ 条 第 １ 号 ハ に 掲 げ る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車

運 送 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る

も の を 含 む 。 ） そ の 他 の 旅 客 を 運 送 す る 交 通 手 段 （ 前 号 に 規

定 す る 自 動 車 を 除 く 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 運 賃  

(３ )  前 ２ 号 に 掲 げ る 運 賃 以 外 の 費 用 で あ っ て 、 道 路 運 送 法 第

8 0条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け て 業 と し て 有 償 で 貸 し 渡 す 自 家 用 自

動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） の 賃 料 そ

の 他 の 移 動 に 直 接 要 す る 費 用  

(４ )  前 ３ 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用  

２  前 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 費 用 の う ち 自 己 又 は そ の 家 族 の 私 用 に 供

す る 自 動 車 そ の 他 の 市 長 が 認 め る も の に よ る 移 動 に 直 接 要 す る

費 用 の 額 は 、 路 程 １ キ ロ メ ー ト ル に つ き 規 則 で 定 め る 額 と す る 。  

第 ３ 節  宿 泊 費 等  

（ 宿 泊 費 ）  

第 13条  宿 泊 費 は 、 旅 行 中 の 宿 泊 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、

地 域 の 実 情 及 び 旅 行 者 の 職 務 を 勘 案 し て 規 則 で 定 め る 額 （ 次 条

に お い て 「 宿 泊 費 基 準 額 」 と い う 。 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 宿

泊 に 係 る 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 と し て 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 当

該 宿 泊 に 要 す る 費 用 の 額 と す る 。  

（ 包 括 宿 泊 費 ）  

第 14条  包 括 宿 泊 費 は 、 移 動 及 び 宿 泊 に 対 す る 一 体 の 対 価 と し て

支 払 わ れ る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 当 該 移 動 に 係 る 前 節 の 規 定 に

よ る 交 通 費 の 額 及 び 当 該 宿 泊 に 係 る 宿 泊 費 基 準 額 の 合 計 額 と す

る 。  

（ 宿 泊 手 当 ）  

第 15条  宿 泊 手 当 は 、 宿 泊 を 伴 う 旅 行 に 必 要 な 諸 雑 費 に 充 て る た

め の 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 通 常 要 す る 費 用 の 額 を 勘 案 し て 規 則

で 定 め る 一 夜 当 た り の 定 額 と す る 。  
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第 ４ 節  転 居 費 等  

（ 転 居 費 ）  

第 16条  転 居 費 は 、 赴 任 に 伴 う 転 居 に 要 す る 費 用 （ 第 18条 第 １ 項

第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 規 定 す る 場 合 の 家 族 の 転 居 に 要 す る 費 用 を

含 む 。 ） と し 、 そ の 額 は 、 転 居 の 実 態 を 勘 案 し て 規 則 で 定 め る

方 法 に よ り 算 定 さ れ る 額 と す る 。  

（ 赴 任 経 費 ）  

第 17条  赴 任 経 費 は 、 赴 任 先 に 到 着 後 直 ち に 自 宅 に 入 居 す る こ と

が で き な い 場 合 に お け る 宿 泊 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 規 則 で 定 め

る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 額

の 合 計 額 と す る 。  

（ 家 族 移 転 費 ）  

第 18条  家 族 移 転 費 は 、 赴 任 に 伴 う 家 族 の 移 転 に 要 す る 費 用 と し 、

そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 額 と す る 。  

(１ )  赴 任 の 際 家 族 （ 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 に お い て 同 居 し て い

る 者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 職 員 の 新 居 住 地

に 移 転 す る 場 合 に は 、 家 族 １ 人 ご と に 、 職 員 が そ の 移 転 を す

る も の と し て 算 定 し た 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手

当 及 び 渡 航 雑 費 の 合 計 額 に 相 当 す る 額  

(２ )  前 号 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 赴 任 を 命 ぜ ら れ

た 日 の 翌 日 か ら １ 年 以 内 に 家 族 を 職 員 の 居 住 地 （ 赴 任 後 家 族

を 移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 赴 任

後 に お け る 職 員 の 新 居 住 地 ） に 移 転 す る 場 合 に は 、 同 号 の 規

定 に 準 じ て 算 定 し た 額  

２  旅 行 命 令 権 者 は 、 公 務 上 の 必 要 又 は 天 災 そ の 他 や む を 得 な い

事 情 が あ る 場 合 に は 、 前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ

と が で き る 。  

第 ５ 節  そ の 他 の 種 目  

（ 渡 航 雑 費 ）  

第 19条  渡 航 雑 費 は 、 外 国 旅 行 に 要 す る 雑 費 と し 、 そ の 額 は 、 予
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防 接 種 に 係 る 費 用 、 旅 券 の 交 付 手 数 料 及 び 査 証 手 数 料 、 外 貨 交

換 手 数 料 並 び に 入 出 国 税 そ の 他 外 国 旅 行 に 必 要 な も の と し て 規

則 で 定 め る 費 用 の 額 と す る 。  

（ 死 亡 手 当 ）  

第 20条  死 亡 手 当 は 、 職 員 の 外 国 に お け る 死 亡 （ 第 ３ 条 第 ２ 項 第

５ 号 に 規 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） に 伴 う 諸 雑 費 に 充 て る た め の 費

用 と し 、 そ の 額 は 、 通 常 要 す る 費 用 の 額 を 勘 案 し て 規 則 で 定 め

る 定 額 と す る 。  

第 ３ 章 を 削 る 。  

第 ４ 章 中 第 42条 の 前 に 次 の ４ 条 を 加 え る 。  

（ 退 職 者 等 の 旅 費 ）  

第 21条  第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ４ 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅

費 は 、 退 職 等 の 日 の 翌 日 か ら 10日 （ 同 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 月 ） 以 内 に お け る 当 該 退 職 等 に 伴 う 旅 行 に つ い て 、 出

張 又 は 赴 任 の 例 に 準 じ て 規 則 で 定 め る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 退 職 等 と な っ た 職 員 が 家 族 を 移 転 す る

と き は 、 同 項 に 規 定 す る 旅 費 に 、 転 居 費 の う ち 家 族 の 転 居 に 要

す る 費 用 及 び 家 族 移 転 費 に 相 当 す る も の を 加 え る も の と す る 。  

３  旅 行 命 令 権 者 は 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に

は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

（ 遺 族 の 旅 費 ）  

第 22条  第 ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 、 第 ３ 号 又 は 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 支

給 す る 旅 費 （ 死 亡 手 当 に 係 る も の を 除 く 。 ） は 、 出 張 又 は 赴 任

の 例 に 準 じ て 規 則 で 定 め る も の と す る 。  

（ 証 人 等 の 旅 費 ）  

第 23条  第 ３ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 他 の 条 例 に

特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 規 則 で 定 め る も の と す る 。  

（ 旅 費 の 支 給 額 の 上 限 ）  

第 24条  鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 第 12条 第 ２

項 に 規 定 す る 費 用 を 除 く 。 ） （ 赴 任 経 費 又 は 家 族 移 転 費 の う ち

55



こ れ ら に 相 当 す る 部 分 を 含 む 。 ） に 係 る 旅 費 の 支 給 額 は 、 第 ９

条 第 １ 項 各 号 、 第 10条 第 １ 項 各 号 、 第 11条 第 １ 項 各 号 及 び 第 12

条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 各 費 用 に つ い て 、 当 該 各 条 及 び 第 ６ 条 の

規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 を 比 較 し 、 当 該 各 費 用

ご と の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額 と す る 。  

２  宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 転 居 費 、 赴 任 経 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当 す

る 部 分 を 除 く 。 ） 、 家 族 移 転 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除

く 。 ） 及 び 渡 航 雑 費 に 係 る 旅 費 の 支 給 額 は 、 当 該 各 種 目 に つ い

て 第 ６ 条 、 第 13条 、 第 14条 、 第 1 6条 、 第 17条 、 第 18条 第 １ 項 及

び 第 19条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 を 比 較 し 、

当 該 各 種 目 ご と の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額 と す る 。  

第 4 2条 第 １ 項 中 「 公 用 の 交 通 機 関 、 宿 泊 施 設 等 を 利 用 し て 旅 行

し た 場 合 そ の 他 当 該 」 を 「 市 以 外 の 者 か ら 旅 費 の 支 給 を 受 け る 場

合 そ の 他 」 に 、 「 、 又 は 当 該 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 、 又 は 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 条 を 第 25条 と し 、 第 43条 を 第 2 6

条 と し 、 第 ４ 章 中 同 条 の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

（ 旅 費 の 返 納 ）  

第 27条  支 払 担 当 者 は 、 旅 行 者 又 は 旅 行 役 務 提 供 者 が こ の 条 例 又

は こ れ に 基 づ く 規 則 の 規 定 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 又 は 旅 費 に 相

当 す る 金 額 の 支 払 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 旅 費 又 は 当 該 金 額 を

返 納 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

２  旅 行 者 が こ の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 規 則 の 規 定 に 違 反 し て 旅

費 の 支 給 を 受 け た 場 合 に は 、 支 払 担 当 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 返

納 に 代 え て 、 当 該 支 払 担 当 者 が そ の 後 に お い て そ の 者 に 対 し 支

出 し 、 又 は 支 払 う 給 与 又 は 旅 費 の 額 か ら 、 当 該 旅 費 に 相 当 す る

金 額 を 差 し 引 く こ と が で き る 。  

３  前 項 に 規 定 す る 給 与 の 種 類 は 、 規 則 で 定 め る 。  

（ 委 任 規 定 ）  

第 28条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 旅

費 の 支 給 の 手 続 そ の 他 こ の 条 例 の 実 施 の た め 必 要 な 事 項 は 、 規
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則 で 定 め る 。  

第 4 4条 を 削 る 。  

第 ４ 章 を 第 ３ 章 と す る 。  

別 表 第 １ か ら 別 表 第 ４ ま で を 削 る 。  

 

（ 仙 北 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  仙 北 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17

年 仙 北 市 条 例 第 3 5号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 旅 費 ）  

第 ５ 条  市 長 等 が 公 務 の た め 旅 行 し た と き は 、 そ の 旅 行 に つ い て 、

国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 30 6

号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 指 定 職 職 員 等 （ 次 項 第 ２ 号

に お い て 「 指 定 職 職 員 等 」 と い う 。 ） が 同 令 の 規 定 に よ り 支 給

を 受 け る 旅 費 （ 同 令 第 ８ 条 の 規 定 に よ る そ の 他 の 交 通 費 、 同 令

第 1 3条 の 規 定 に よ る 着 後 滞 在 費 、 同 令 第 14条 の 規 定 に よ る 家 族

移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 、 着 後 滞 在 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る

部 分 に 限 る 。 ） 及 び 同 令 第 15条 の 規 定 に よ る 渡 航 雑 費 に 係 る 旅

費 を 除 く 。 ） 相 当 額 の 旅 費 を 支 給 す る 。  

２  市 長 等 が 公 務 の た め 旅 行 し た と き は 、 前 項 に 規 定 す る 旅 費 の

ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 目 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 の 旅 費 を 支 給 す る 。  

(１ )  そ の 他 の 交 通 費  仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平

成 17年 仙 北 市 条 例 第 42号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旅 費 条 例 」

と い う 。 ） 第 12条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受 け る そ の 他 の

交 通 費 相 当 額  

(２ )  赴 任 経 費  旅 費 条 例 第 17条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 赴 任 経 費 （ 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、

宿 泊 手 当 及 び 家 族 移 転 費 に 相 当 す る 部 分 に あ っ て は 、 指 定 職

職 員 等 が 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 規 定 に よ
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り 支 給 を 受 け る 旅 費 ） 相 当 額  

(３ )  家 族 移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る 部

分 に 限 る 。 ） 旅 費 条 例 第 18条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受 け

る 家 族 移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る 部 分

に 限 る 。 ） 相 当 額  

(４ )  渡 航 雑 費  旅 費 条 例 第 19条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 渡 航 雑 費 相 当 額  

別 表 を 削 る 。  

 

（ 仙 北 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 ３ 条  仙 北 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第 32号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

議 長 等 が 公 務 の た め 旅 行 し た と き は 、 そ の 旅 行 に つ い て 、 国

家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 306

号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 指 定 職 職 員 等 （ 次 項 第 ２ 号

に お い て 「 指 定 職 職 員 等 」 と い う 。 ） が 同 令 の 規 定 に よ り 支 給

を 受 け る 旅 費 （ 同 令 第 ８ 条 の 規 定 に よ る そ の 他 の 交 通 費 、 同 令

第 1 3条 の 規 定 に よ る 着 後 滞 在 費 、 同 令 第 14条 の 規 定 に よ る 家 族

移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 、 着 後 滞 在 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る

部 分 に 限 る 。 ） 及 び 同 令 第 15条 の 規 定 に よ る 渡 航 雑 費 に 係 る 旅

費 を 除 く 。 ） 相 当 額 の 旅 費 を 支 給 す る 。  

第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 議 長 、 副 議 長 及 び 議 員 」 を 「 議 長 等 」 に 改 め 、

同 条 第 ３ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

３  議 長 等 が 公 務 の た め 旅 行 し た と き は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 旅 費

の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 目 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 額 の 旅 費 を 支 給 す る 。  

(１ )  そ の 他 の 交 通 費  仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平

成 17年 仙 北 市 条 例 第 42号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旅 費 条 例 」
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と い う 。 ） 第 12条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受 け る そ の 他 の

交 通 費 相 当 額  

(２ )  赴 任 経 費  旅 費 条 例 第 17条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 赴 任 経 費 （ 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、

宿 泊 手 当 及 び 家 族 移 転 費 に 相 当 す る 部 分 に あ っ て は 、 指 定 職

職 員 等 が 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 規 定 に よ

り 支 給 を 受 け る 旅 費 ） 相 当 額  

(３ )  家 族 移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る 部

分 に 限 る 。 ） 旅 費 条 例 第 18条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受 け

る 家 族 移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る 部 分

に 限 る 。 ） 相 当 額  

(４ )  渡 航 雑 費  旅 費 条 例 第 19条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 渡 航 雑 費 相 当 額  

第 ５ 条 第 ４ 項 を 削 る 。  

別 表 を 削 る 。  

 

（ 仙 北 市 病 院 事 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正 ）  

第 ４ 条  仙 北 市 病 院 事 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平 成

22年 仙 北 市 条 例 第 37号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 旅 費 ）  

第 ５ 条  管 理 者 が 公 務 の た め 旅 行 し た と き は 、 そ の 旅 行 に つ い て 、

国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 30 6

号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 指 定 職 職 員 等 （ 次 項 第 ２ 号

に お い て 「 指 定 職 職 員 等 」 と い う 。 ） が 同 令 の 規 定 に よ り 支 給

を 受 け る 旅 費 （ 同 令 第 ８ 条 の 規 定 に よ る そ の 他 の 交 通 費 、 同 令

第 1 3条 の 規 定 に よ る 着 後 滞 在 費 、 同 令 第 14条 の 規 定 に よ る 家 族

移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 、 着 後 滞 在 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る

部 分 に 限 る 。 ） 及 び 同 令 第 15条 の 規 定 に よ る 渡 航 雑 費 に 係 る 旅
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費 を 除 く 。 ） 相 当 額 の 旅 費 を 支 給 す る 。  

２  管 理 者 が 公 務 の た め 旅 行 し た と き は 、 前 項 に 規 定 す る 旅 費 の

ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 種 目 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 の 旅 費 を 支 給 す る 。  

(１ )  そ の 他 の 交 通 費  仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平

成 17年 仙 北 市 条 例 第 42号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旅 費 条 例 」

と い う 。 ） 第 12条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受 け る そ の 他 の

交 通 費 相 当 額  

(２ )  赴 任 経 費  旅 費 条 例 第 17条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 赴 任 経 費 （ 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、

宿 泊 手 当 及 び 家 族 移 転 費 に 相 当 す る 部 分 に あ っ て は 、 指 定 職

職 員 等 が 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 規 定 に よ

り 支 給 を 受 け る 旅 費 ） 相 当 額  

(３ )  家 族 移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る 部

分 に 限 る 。 ）  旅 費 条 例 第 18条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 家 族 移 転 費 （ そ の 他 の 交 通 費 及 び 渡 航 雑 費 に 相 当 す る 部

分 に 限 る 。 ） 相 当 額  

(４ )  渡 航 雑 費  旅 費 条 例 第 19条 の 規 定 に よ り 職 員 が 支 給 を 受

け る 渡 航 雑 費 相 当 額  

別 表 を 削 る 。  

 

（ 仙 北 市 証 人 等 の 実 費 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  仙 北 市 証 人 等 の 実 費 弁 償 支 給 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第

34号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 中 「 （ 日 当 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

２  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例
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（ 以 下 「 改 正 後 の 旅 費 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施

行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 改 正 後 の 旅 費 条 例 第 ２

条 第 ４ 号 に 規 定 す る 旅 行 命 令 権 者 が 改 正 後 の 旅 費 条 例 第 ４ 条 第 １

項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 す る 旅 行 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前

に 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 仙 北 市 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例

（ 以 下 「 改 正 前 の 旅 費 条 例 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

旅 行 命 令 権 者 が 同 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 し た 旅 行 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 た だ し 、 施 行 日 前 に 同 項 に 規 定 す る 旅

行 命 令 権 者 が 同 項 に 規 定 す る 旅 行 命 令 等 を 発 し 、 か つ 、 施 行 日 以

後 に 改 正 後 の 旅 費 条 例 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 旅 行 命 令 権 者 が 改

正 後 の 旅 費 条 例 第 ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 当 該 旅 行 命 令 等 を 変 更

す る 旅 行 に つ い て は 、 改 正 後 の 旅 費 条 例 の 規 定 は 、 当 該 旅 行 の う

ち 当 該 変 更 の 日 以 後 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て 適 用 し 、 当 該 旅

行 の う ち 当 該 変 更 の 日 前 の 期 間 に 対 応 す る 分 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

３  改 正 後 の 旅 費 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 退 職

（ 免 職 を 含 む 。 ） 、 失 職 若 し く は 休 職 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 退

職 等 」 と い う 。 ） と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て 適 用 し 、

施 行 日 前 に 退 職 等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  改 正 後 の 旅 費 条 例 第 ３ 条 第 ６ 項 及 び 第 ７ 項 の 規 定 は 、 こ れ ら の

項 に 規 定 す る 者 が 同 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 旅

費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 改 正 前 の 旅

費 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給

を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

５  改 正 後 の 旅 費 条 例 第 27条 の 規 定 は 、 改 正 後 の 旅 費 条 例 又 は こ れ

に 基 づ く 規 則 の 規 定 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 を 受 け た 場 合 に つ い て

適 用 す る 。  

（ 仙 北 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に

伴 う 経 過 措 置 ）  
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６  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 特 別 職 の 職 員 の 給 与 及 び 旅

費 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 に つ い て 適

用 し 、 同 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 仙 北 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

７  第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費

用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 に つ

い て 適 用 し 、 同 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

（ 仙 北 市 病 院 事 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正

に 伴 う 経 過 措 置 ）  

８  第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 仙 北 市 病 院 事 業 管 理 者 の 給 与 及 び

旅 費 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 に つ い て

適 用 し 、 同 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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議案第  １６  号  

 

 

 

仙北市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定  

について  

 

 

 

仙北市国民健康保険条例（平成１７年仙北市条例第１０１号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

 秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 平 成 1 7年 仙 北 市 条 例 第 101号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 13条 を 第 14条 と し 、 第 ９ 条 か ら 第 12条 ま で を １ 条 ず つ 繰 り 下 げ

る 。  

第 ８ 条 中 「 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ２

項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ９ 条 と し 、 第 ７ 条 を 第 ８ 条 と し 、 第 ４ 条 か ら

第 ６ 条 ま で を １ 条 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 ３ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 被 保 険 者 と し な い 者 ）  

第 ４ 条  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 164号 ） の 規 定 に よ り 児 童 福

祉 施 設 に 入 所 し て い る 児 童 又 は 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う

者 若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童 で あ っ て 、 民 法 （ 明 治 2 9年

法 律 第 89号 ） の 規 定 に よ る 扶 養 義 務 者 の な い も の は 、 被 保 険 者 と

し な い 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １７  号  

 

 

 

仙北市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定  

について  

 

 

 

仙北市企業立地促進条例（平成１８年仙北市条例第３号）の一

部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 企 業 立 地 促 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 企 業 立 地 促 進 条 例 （ 平 成 1 8年 仙 北 市 条 例 第 ３ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 １ 億 円 」 を 「 １ 億 5,000万 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  １８  号  

 

 

 

仙北市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定  

について  

 

 

 

 仙北市道路占用料徴収条例（平成１７年仙北市条例第１３６

号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙北市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例  

 

仙北市道路占用料徴収条例（平成 17年仙北市条例第 136号）の一部を

次のように改正する。  

別表（第２条関係）の占用物件の項令第７条第 13号に掲げる施設の

次に、次のように加える。  

別表（第２条関係）  

令第７条第 14号及び 15号に掲げる施設 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに 0.031 を乗じ

て得た額 

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第  １９  号  

 

 

 

仙北市立図書館条例の一部を改正する条例制定について  

 

 

 

 仙北市立図書館条例（平成１７年仙北市条例第１６８号）の一

部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙 北 市 立 図 書 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

仙 北 市 立 図 書 館 条 例 （ 平 成 17年 仙 北 市 条 例 第 16 8号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

第 ６ 条 を 第 11条 と し 、 第 ５ 条 の 次 に 次 の ５ 条 を 加 え る 。  

（ 使 用 の 許 可 ）  

第 ６ 条  別 表 に 掲 げ る 施 設 を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 使 用 許 可 申 請

書 を 提 出 し 、 仙 北 市 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と 言 う 。 ）

の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 許 可 に 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 使 用 料 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 使 用 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 別 表 に 定 め る

使 用 料 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 使 用 料 の 減 免 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 公 益 上 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め た と き は 、 使 用 料

を 減 免 す る こ と が で き る 。  

（ 使 用 料 の 不 還 付 ）  

第 ９ 条  す で に 徴 収 し た 使 用 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し 、 市 長 は 施

設 使 用 の 許 可 を 受 け た 者 の 責 め に 帰 す る こ と の で き な い 事 項 に よ

り 施 設 を 使 用 で き な く な っ た と き 、 そ の 他 特 に 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 そ の 一 部 又 は 全 部 を 還 付 す る こ と が で き る 。  

（ 利 用 の 制 限 等 ）  

第 10条  教 育 委 員 会 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 施

設 の 使 用 を 制 限 し 、 若 し く は 停 止 し 、 又 は 使 用 の 許 可 を 取 り 消 し

し 、 若 し く は 使 用 を 許 可 し な い こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

施 設 使 用 の 許 可 を 受 け た 者 が 損 害 を 受 け る こ と が あ っ て も 、 教 育

委 員 会 は そ の 責 め を 負 わ な い 。  

(１ )  公 の 秩 序 又 は 善 良 な 風 俗 を 乱 す お そ れ が あ る と き 。  

(２ )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３  

年 法 律 第 77号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 そ の 他 集 団 的  
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に 又 は 常 習 的 に 暴 力 的 不 法 行 為 を 行 う お そ れ が あ る 組 織 の 利

益 に な る と 認 め ら れ る と き 。  

(３ )  使 用 の 許 可 条 件 に 違 反 し た と き 。  

(４ )  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 使 用 の 許 可 を 受 け た と き 。  

(５ )  管 理 上 支 障 が あ る と き 。  

(６ )  そ の 他 教 育 委 員 会 が 使 用 さ せ る こ と を 不 適 当 と 認 め た と き 。  

附 則 の 次 に 次 の 別 表 を 加 え る 。  

別 表 （ 第 ６ 条 及 び 第 ７ 条 関 係 ）  

施 設

区 分  

基 本 使

用 料  

追 加 使

用 料  

冷 暖 房 使 用 料  備 考  

会 議

室  

620円  150円  １ 時 間 に つ き

40円  

１  基 本 使 用 料 は 、 使  

用 時 間 ４ 時 間 ま で と  

す る 。  

２  追 加 使 用 料 は 、 超  

過 １ 時 間 ご と に 加 算  

す る 額 で あ る 。  

３  使 用 時 間 に １ 時 間  

未 満 の 端 数 が あ る と  

き は 、 １ 時 間 と み な  

す 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  ２０  号  

 

 

 

在宅子育て支援費支給に係る経過措置に関する条例を  

廃止する条例制定について  

 

 

 

在宅子育て支援費支給に係る経過措置に関する条例（平成１７

年仙北市条例第６９号）を廃止する条例を別紙のとおり制定する

ものとする。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

 秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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在 宅 子 育 て 支 援 費 支 給 に 係 る 経 過 措 置 に 関 す る 条 例

を 廃 止 す る 条 例  

 

在 宅 子 育 て 支 援 費 支 給 に 係 る 経 過 措 置 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17年 仙

北 市 条 例 第 69号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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議案第  ２１  号  

 

 

 

仙北市都市農村交流施設条例を廃止する条例制定について  

 

 

 

仙北市都市農村交流施設条例（平成１８年仙北市条例第７号）

を廃止する条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

 

令和８年２月１８日提出  

 

 

 

 秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙北市都市農村交流施設条例を廃止する条例  

 

仙北市都市農村交流施設条例（平成 18年仙北市条例第７号）は廃

止する。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行す る。  
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議案第  ４６  号  

 

 

 

市道の変更認定について  

 

 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に

基づき、次の路線を変更認定することについて、同法第８条第２

項の規定に基づき議会の議決を求める。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

 

記  

 

 

 

路線名  田沢湖地区   中宿１号線  （２０２３８４）  
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1

旧

新

図面
番号

路線名路線番号 新旧別

202384

幅員(ｍ)延長(ｍ)終点起点

８０．４ ３．２

中宿１号線 １４７．２ ４．０
田沢湖生保内字中宿
５２

田沢湖生保内字中宿
１３９

田沢湖地区

市道区域決定及び供用開始

202384 中宿１号線
田沢湖生保内字中宿
５２

田沢湖生保内字中宿
１１４ 地先
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!

0 30 6015 ｍ

1:1,000

®
市道変更認定位置図

1

L=

W=

L=

W=

図面番号

中宿１号線

変更前 80.4

3.2

変更後 147.2

4.0

この位置図は、国土地理院の電子地図を

使用して作成したものである。
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議案第  ４７  号  

 

 

 

公の施設の指定管理者の指定について  

 

 

 

 仙北市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１７年仙北市条例第１９３号）第６条の規定により、次の

団体を仙北市縄文の森交流広場の指定管理者として指定する。  

 上記、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定に基づき議会の議決を求める。  

 

 

 

  令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

          秋田県仙北市長  田  口  知  明  

 

 

                            記  

 

１  指定管理者となる団体の所在地及び名称  

   仙北市田沢湖生保内字下高野７３番地２  

田沢湖高原リフト株式会社  

代表取締役社長  草彅  作博  

 

２  指定の期間  

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日  
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議案第  ４８  号          

          

          

          

上桧木内辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について  

          

          

 

 上桧木内辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり

変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定に基づき、議会の議決を求める。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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総  合  整  備  計  画  書 

 

秋田県仙北市 上桧木内 辺地 

（辺地の人口 416 人・面積 14.6 ㎢） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称 

    仙北市西木町上桧木内字、駒石台、東上戸沢、東下戸沢、西上戸沢、西下戸沢、 

杉沢口、川久保、田苗代、峠下、鳥屋森、何久保、籾内、福田、坂本、桁沢、寺村、 

中泊、比内沢、大森、宮田、大地田、横枕、浦子内、左通、野田、堀内、粟掛、 

松沢、鷲ケ台、黒沢、細野、向黒沢 

 

 （２）地域の中心の位置 

    秋田県仙北市西木町上桧木内字中泊 

 

（３）辺 地 度 点 数 

   183 点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

 （道路） 

  当辺地は、集落が点在し、市の中心地から遠距離に位置している。市道大覚野線は急峻

な地形であるため、近年多発する豪雨時には側溝未整備区間において排水機能不全となっ

ており、安全に通行することができないことから、道路利用者の交通の安全性及び利便性

を確保するため冠水対策工事を行うことにより、安心と安全の確保にもつながる。 

 

（橋梁） 

  当地域は、集落が点在し、市の中心地から遠距離に位置している。福田橋は国道 105 号

に連絡する市道桁沢福田線に架橋された重要な橋梁であるため、構造物の機能に支障が生

じるまえに予防保全の観点から早期補修工事を行うことにより、安心と安全の確保にもつ

ながる。 

 

３．公共的施設の整備計画 

  令和６年度から令和 10 年度まで５年間 

（単位：千円） 

区 分 事業費 財源内容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体名  特定財源 一般財源 

道 路 仙北市 13,000 0 13,000 13,000 

橋 梁 仙北市 28,630 0 28,630 28,600 

 41,630 0 41,630 41,600 
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議案第  ４９  号       

          

          

          

仙北市過疎地域持続的発展市町村計画の変更について  

          

          

 

 仙北市過疎地域持続的発展市町村計画を別紙のとおり変更する

ことについて、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（令和３年法律第１９号）第８条第１０項の規定に基づき、議会

の議決を求める。  

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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仙北市過疎地域持続的発展市町村計画 新旧対照表 

 

変更箇所 

（変更後計画の

頁、行等） 

変更後 変更前 

１頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【ア 自然的、歴史

的、社会的、経済的

諸条件の概要】 

30行目 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響

を最小限に留めるとともに、「新しい生活様式」

に対応するための各種施策を実施している。 

１頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【ア 自然的、歴史

的、社会的、経済的

諸条件の概要】 

30行目 

今後は国家戦略特区の優位性を活かした規制緩

和等を積極的に活用し、新たな雇用の場や創業機

会を地域内外の多様な人材に広く提供すること

で、人口減少が進む中でも持続可能で活力のある

地域社会を実現する。 

今後は市民の暮らしのなかへの実装に向け、先端

的サービスの提供とサービスを実現するための

規制改革で構成される「スーパーシティ構想」へ

の取組を推進し、SDGs 未来都市として「誰ひと

り取り残さない」持続可能な地域社会の形成を進

めていく。 

２頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【イ 過疎の状況】 

15行目 

国立社会保障・人口問題研究所によると、近い将

来には老年人口が生産年齢人口を上回るとされ

ている。 

推計では令和７年には老年人口は生産年齢人口

をも上回るとされている。 

２頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【イ 過疎の状況】 

19行目 

国内人口も減少し、本市においても短期間での

経済成長や人口の増加は期待できない。その中で

人口減少の抑制を図るため、「自然減」と「社会

減」に正面から向き合い、SDGs未来都市として、

誰ひとり取り残さない持続可能なまちづくりを

進める必要がある。 

国内人口も減少し、新型コロナウイルス感染症

拡大による影響が続いている中、本市においても

短期間での経済成長や人口の増加は期待出来な

い。その中においては、人口減少の抑制を図るた

め、「自然減」と「社会減」に正面から向き合い、

SDGｓ未来都市として、誰ひとり取り残さない、

持続可能なまちづくりを進める必要がある。 

２頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【ウ 社会経済的

発展の方向の概要】 

８行目 

一方で、後継者問題、経営者の高齢化などの課題

も抱えている。 

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大後は、地

域住民と都市部等との交流を行うことが難しく

なっている。加えて後継者問題、経営者の高齢化

の課題等がある。 

２頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【ウ 社会経済的

発展の方向の概要】 

11行目 

本市では、以前から９箇所の水力発電所を有し、

消費電力を上回る発電量があることから、非常に

クリーンな地域と言える。 

本市においては、以前から９箇所の水力発電所を

有しており、消費電力量以上に発電していること

から、その点においてはクリーンな地域と言え

る。 

２頁 

基本的な事項 

（１）概況 

【ウ 社会経済的

発展の方向の概要】 

16行目 

また、県外からの市内企業就職希望者を増加さ

せ地域産業を活性化させる。さらに、地域の強み

を活かした企業を誘致することで、働きたいと感

じる企業を増やし、やりたいことにチャレンジで

きる環境を整備する。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

首都圏企業では密を避け、安全安心に就業できる

地方にサテライトオフィスを設置する動きが進

んでいる。仙北市へのサテライトオフィス設置の

誘致を促進し、新たな産業の創出と若者の雇用機

会の確保を目指す。 
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３頁 

基本的な事項 

（２）人口及び産業

の推移と動向 

１行目 

平成 12年には33,000人台だった人口が、５年

後の平成 17年には 32,000人を割り、平成 27年

には 27,000人台、令和２年には 24,000人台まで

減少している。 

平成 12年には33,000人台だった人口が、５年

後の平成 17年には 32,000人を割り、平成 27年

には 27,000人台まで減少している。 

３頁 

基本的な事項 

（２）人口及び産業

の推移と動向 

３行目 

国立社会保障・人口問題研究所によると、近い

将来には老年人口が生産年齢人口を上回るとさ

れ、さらに令和 22年には人口が 14,970人になる

と推計されている。 

国立社会保障・人口問題研究所によると、令和

７年には老年人口が生産年齢人口をも上回ると

され、仙北市人口ビジョンでは令和 22年には人

口が 16,743人になると推計されている。 

３頁 

基本的な事項 

（２）人口及び産業

の推移と動向 

９行目 

産業構造については、昭和 35年に就業人口比

率の 60.8%を占めていた第一次産業が、令和２年

にはわずか13.0%となっている。一方、昭和35年

の就業人口比率が24.2%だった第三次産業は、令

和２年には61.0%となっている。本市の主要産業

として第一次産業である農林業と第三次産業で

ある観光業が挙げられるが、昭和 35年と令和２

年を比べるとそれぞれの就業人口が逆転してい

る状況にある。今後、６次産業化の進展により、

産業間の就業人口のバランスが改善されること

が期待される。 

産業構造については、昭和 35年に就業人口比

率の 60.8%を占めていた第一次産業が、平成 22

年には僅か 13.5%となり、平成 27 年に若干持ち

直し 14.1％となっている。一方、昭和 35年の就

業人口比率が 24.2%だった第三次産業は、平成 27

年には 60.7%となっている。本市の主要産業とし

て第一次産業である農林業と第三次産業である

観光業が挙げられるが、昭和35年と平成 22年を

比べるとそれぞれの就業人口が逆転している状

況にある。６次産業化が進むことで、産業毎の就

業人口のバランスが図られることを期待したい。 

６頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

１行目 

令和６年度の職員数は665人で、第４次定員適正

化計画における目標から 13人少ない人数となっ

ている。 

市町村合併後最大であった職員数（947人）は、

令和元年度には677人となっており、第３次定員

適正化計画における削減目標にはわずかに及ば

なかったものの、分庁舎方式の継続や行政ニーズ

の多様化に適応した上で可能な限り職員数の削

減に努めた。 

６頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

４行目 

今後も、指定管理者制度の積極的導入や民間への

委託、施設の移譲などにより業務量を縮減すると

ともに、早期退職制度の拡充などにより効率的な

行政運営に努める。 

今後も、指定管理者制度の積極的導入や民間への

委託、施設の移譲などにより業務量を縮減する一

方で、早期退職制度の拡充などにより効率的な行

政運営に努める。 

６頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

９行目 

過疎地域自立促進計画期間（平成 22 年度～令

和２年度）及び過疎地域持続的発展計画期間（令

和３年度～令和７年度）内の令和２年度と令和６

年度を比較すると、経常収支比率は 1.6％増とな

り、人件費の増加等による義務的経費の増加の影

響が見られる一方、実質公債費比率は1.3％減、

地方債残高は 208億円（約26億円の減）となり、

庁舎整備事業等の終了により市債発行額が抑制

されている状況にある。しかし今後、学校再編成

や市民会館改修事業にかかる大規模建設事業が

予定されているほか、病院事業の赤字拡大に伴う

一般会計への負担が懸念されており、依然として

厳しい財政状況となっている。また物価高騰によ

る影響も先行きが不透明であり、市税の減収や人

口減少に伴う公共施設の見直し、経済対策の実施

など、本市行財政運営も社会情勢に応じた変化を

過疎地域自立促進計画期間（平成 22年度～平

成 27年度及び平成28年度～令和２年度）内の平

成 27年度と令和元年度を比較すると、実質公債

費比率は 1.6％減、経常収支比率は 7.2％増、地

方債残高は 220億円（約 16億円の増）となり、

普通交付税の減収等に伴う経常的収入の減少や

庁舎整備事業等の実施に伴う市債発行額の増加

により依然として厳しい財政状況となっている。

また新型コロナウイルス感染症に係る影響も先

行きが不透明であり、市税の減収や衛生、経済対

策の実施等本市行財政のあり方も社会情勢に応

じた変化を迫られている。 
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迫られている。 

６頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

19行目 

経常的収入の減少が避けがたいなか、社会情勢

に応じた対策を確実に実施していくためにも、投

資的経費の抑制や事務事業の見直し、公共施設の

統廃合等による維持管理費の削減など財政見直

しの取組をより加速化させる必要がある。 

経常的収入の減少が避けがたいなか、ウィズコ

ロナ、アフターコロナ等段階に応じた対策を確実

に実施していくためにも、投資的経費の抑制や事

務事業の見直し、公共施設の統廃合等による維持

管理費の削減など財政見直しの取組をより加速

化させる必要がある。 

６頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

22行目 

このような状況にあっても過疎対策事業につ

いては、持続可能な地域社会の形成や地域活力の

更なる向上を実現するという法の趣旨に鑑みて

着実に実施していく。 

このような状況にあっても過疎対策事業につ

いては、持続可能な地域社会の形成や地域活力の

更なる向上を実現するという法の趣旨に鑑み、コ

ロナ禍においても持続可能な地域社会の形成に

向け着実に実施していく。 

７頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

４行目 

通信体系については、地上デジタル放送への対

応は完了している。しかし、観光情報の受発信の

加速化やインバウンド対策の観点から、Wi-Fiを

中心とした公共無線 LAN の整備がより重要にな

っている。 

通信体系については、地上デジタル放送への対

応は済んでいるが、観光情報の受発信の加速化や

インバウンド対策などのため、Wi-Fiを中心とす

る公共無線LANの整備が必要度を増している。 

７頁 

基本的な事項 

（３）行財政の状況 

７行目 

市営住宅については、老朽化が進んでいる。適

正な維持管理に努めつつ、施設の解体や更新を検

討していく。 

市営住宅については、老朽化した施設が目立

つ。適正な維持管理に努めながら、施設の解体や

更新を検討していく。 

７頁 

基本的な事項 

（４）地域の持続的

発展の基本方針 

１行目 

令和８年度から４年間の、本市の基本理念や将

来像、施策の基本方向等を示した「第３次総合計

画」の実現が、地域の自立や過疎からの脱却に結

びつく最短・最善の方法であることから、第３次

総合計画の基本構想を持続的発展の基本方針と

する。 

 

第３次総合計画市政理念 

幸福度全国No.1を目指すまち 

 

本市では、市民一人ひとりが、日々の暮らしの

中に喜びや充実感を見いだし、未来に希望を抱

けるまちを目指してきました。こうした想いを

さらに明確にし、今後のまちづくりの指針とし

て設定したのが「幸福度全国Ｎｏ.１を目指すま

ち」という市政理念です。 

ここでいう「幸福度全国Ｎｏ.１」とは、単に数

値指標や統計上の順位で測るものではなく、市

民一人ひとりが『自分の住むまちは幸福度全国

Ｎｏ.１だ』と誇りをもって実感できるまちを意

味しています。経済的な豊かさにとどまらず、

地域のつながりや支え合い、人との温かな関係

平成28年度から10年間の、本市の基本理念や将

来像、施策の基本方向等を示した「第２次総合計

画」の実現が、地域の自立や過疎からの脱却に結

びつく最短・最善の方法であることから、第２次

総合計画の大きな８つの柱を持続的発展の基本

方針とする。 

 

第２次総合計画将来像 

「小さな国際文化都市」～市民が創る誇りある

まち～ 

 

～基本理念と将来像～ 

第２次仙北市総合計画における基本理念「健や

かに美しく輝くまち」は、地域住民と行政が協働

のもとで、地域の持つポテンシャルを十分に発揮

することにより、産業が活性化し、行政サービス

の充実向上が図られ、一人ひとりが生活の豊かさ

を実感することを目ざしている。 

基本計画（前期）では、本市の課題である「人

口減少・少子高齢化に対応したまちづくり」「移

住・定住と交流連携」「新たな産業振興」「心豊か

なまちづくり」「市民参画と行政サービスの充実」
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性から生まれる安心感と心の豊かさが満たされ

る社会の実現を目指すものです。 

基本構想では、その実現に向けた「７つのある

べき姿」と各部局の基本目標を統合し、市民と

行政が一体となって進むべき道筋を示していま

す。“自分らしくやりたいことに挑戦でき、互い

に支え合い、誰もが生きがいを感じられる社

会”を築くため、今後も市民、地域団体、事業

者など多様な主体との対話を重ねながら、計画

の実効性を高めていきます。 

そのために、市役所職員一人ひとりの政策立案

力の向上、チームとしての事業遂行力の強化、

コストとスピードを意識した事業推進、市民と

の双方向のコミュニケーションを徹底し、「幸福

度全国Ｎｏ.１」を市民が実感し誇れるまちづく

りを進めてまいります。 

 

【７つのあるべき姿】 

①目標を持ち、やりたいことがある人が多い

まち 

 ②やりたいことにチャレンジしている人が多

いまち 

③日々の暮らしで生きがいを感じている人が

多いまち 

④暮らしの中で、健康になれるよう努力をし

ている人が多いまち 

⑤自分のことを大切に思ってくれる人たちが

いるまち 

⑥頼れる人がいるまち 

⑦自分の居場所や役割があるまち 

を解決するため、101項目の「まちづくりの目標」

を設定し、あるべき将来像として「小さな国際文

化都市」～市民が創る誇りあるまち～を掲げてい

る。 

しかし、新型コロナウィルス感染症の拡大によ

り社会秩序が大きく様変わりし、国内交流もまま

ならない現状を踏まえると「小さな国際文化都

市」の看板は一旦下ろさざるを得ない。 

経済の在り方に大きな変化が生じ、様々な場面

で新しい生活様式が求められている。食糧自給と

地産地消、観光素材の磨き上げ、高齢者や障がい

者、子どもたちにやさしいまちづくり、キャッシ

ュレス・タッチレス、リモートワーク・新たな移

住定住のかたち・学習、小中学校の職業学習、持

続可能な市民病院・診療所経営など新たな課題が

山積している。 

平成30年６月に仙北市は国連が定める「持続可

能な開発目標（SDGs）」の達成に向けた先進的な

取組を行う自治体として「SDGs未来都市」に選定

された。 

SDGsは、「誰ひとり取り残さない」を基本理念

に17のゴールを設定しているため、第２次仙北市

総合計画基本計画（後期）では、基本構想、SDGs、

２つの基本理念を融合する。これまで掲げてきた

８つ施策大綱に基づき、すべての施策を17ゴール

に関連づけ、課題を解決し、すべての市民が幸せ

を実感できるまちづくりに邁進するものとする。 

 

８つのまちづくり基本目標 

①創造性あふれる産業が息づくまち《産業振

興》 

 ②人が輝き安心して暮らせるまち《生活安全》 

③優しさにあふれ健やかに暮らせるまち《健

康医療福祉》 

④自然と調和した潤いある暮らしを実感する

まち《環境景観土地利用》 

⑤個性豊かな心を育むまち《教育文化》 

 ⑥誇りある暮らしをつなぐまち《定住》 

⑦新たに創るゆめのまち《地方創生》 

⑧みんなが主役協働のまち《住民参画交流》 

８頁 

基本的な事項 

（５）地域の持続的

発展のための基本

目標 

２行目 

本市の場合は平成７年以降「自然減」が続き、「社

会減」については平成 14年の 271人の転出超過

をピークに増減を繰り返し、平成 28年度以降は、

人口減少に伴い縮小傾向にある。 

本市の場合は平成７年以降「自然減」が続き、「社

会減」については平成 14年の 271人の転出超過

をピークに増減を繰り返しながら、減少傾向にあ

ったが、平成 27年以降はほぼ横ばいの状態が続

いている。 
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８頁 

基本的な事項 

（５）地域の持続的

発展のための基本

目標 

５行目 

「自然減」の主な要因としては、出生数の減少

に伴う人口減少、共働きや核家族化が進んだこと

による家庭・地域の子育て環境の変化が挙げられ

る。「子育て支援保育の充実の満足度」を令和12

年度までに 35.0％以上にすることを目標とし

て、保育・子育て環境の充実、学校教育の充実な

どの施策を進めていく。 

 「自然減」の主な要因としては、全国及び秋田

県全体と同様、平均初婚年齢や未婚率が上昇して

いること、それに伴う出生年齢の上昇、いわゆる

晩婚化等が挙げられる。このような傾向をプラス

に転じさせることは難しいため、千人あたりの婚

姻率について現状（令和元年）の 3.0％を令和７

年度まで維持する目標とする。そのために、出会

いの創出やマッチングの支援、保育・子育て環境

の充実、学校教育の充実等各種施策を実施してい

く。 

９頁 

基本的な事項 

（５）地域の持続的

発展のための基本

目標 

３行目 

この「社会減」に歯止めをかけるため、社会増減

数を現状（令和６年度）の-164人から令和12年

度までに-152 人とすることを目標として、新た

な雇用の場や創業機会を地域内外の多様な人材

に広く提供することで、人口減少が進む中でも持

続可能で活力のある地域社会を実現する。また、

定住・移住対策としては「秋田県移住定住登録」

の登録移住者数（累計）を現状（令和７年）の74

人から令和 12年度に 149人まで増加させる目標

として、移住希望者に向けた定住環境の整備等を

進める。 

この「社会減」に歯止めをかけるため、市内就職

率の向上により若者の流出を抑えるとともに、

UIJ ターンを含む移住希望者に向けた定住環境

の整備等が必要となってくる。社会動態について

も自然動態と同様、一朝一夕にはこの傾向をプラ

スにすることは難しいため、市内従業者数につい

ては現状（令和元年）の 8,131人を令和７年度ま

で維持する目標とする。さらに、定住・移住対策

としては秋田県移住定住登録の登録移住者数を

現状（令和元年）の20人から令和７年度に 40人

まで増加させる目標とする。 

９頁 

基本的な事項 

（６）計画の達成状

況の評価に関する

事項 

３行目 

《Do》市役所各担当部局が、計画に基づき事業を

実施する。 

《Do》市役所各担当部局は、計画に沿って事業を

実施する。 

９頁 

基本的な事項 

（６）計画の達成状

況の評価に関する

事項 

４行目 

《Check》計画の達成状況に関する評価について

は総合政策審議会において毎年度実施するもの

とする。審議内容については仙北市ホームページ

にて公表し、市民向けのアンケートについても毎

年度実施し、その結果を公表する。 

《Check》計画の達成状況に関する評価について

は総合政策審議会において毎年度実施するも

のとする。審議内容については仙北市ホーム

ページにて公表し、市民向けのアンケートに

ついても毎年度実施するものとする。 

９頁 

基本的な事項 

（７）計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和 13年３

月 31日までの５箇年間とする。 

この計画は、令和３年４月１日から令和８年３月

31日までとする。 

11頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（１）移住・定住・

地域間交流の促進、

人材育成の方針 

【ア 移住・定住】 

５行目 

また、現在東京など首都圏で暮らす人の中には、

地方に移り住みたいと考えている人が多くなっ

ていることが様々な調査等により判明している。 

今般のコロナウイルス感染症拡大の影響もあり、

現在東京など首都圏で暮らす人の中には、地方に

移り住みたいと考えている人が多くなっている

ことが様々な調査やアンケート等にて判明して

いる。 
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11頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（１）移住・定住・

地域間交流の促進、

人材育成の方針 

【ア 移住・定住】 

８行目 

リモートワークの浸透など新たな生活様式の取

組を契機に移住を希望する人へ総合的な移住情

報の発信を行うほか、県外からの高校生入学の促

進や、新たな家庭を築く世帯などへの支援によ

り、移住に結びつけ、移住後のきめ細かいフォロ

ーアップ等とあわせ、移住、定住の促進を図る。 

新たな生活様式の取組を契機に移住を希望する

人へ総合的な移住情報の発信を行い、移住に結び

つけ、移住後のきめ細かいフォローアップ等とあ

わせ、移住、定住の促進を図りたい。 

11頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（１）移住・定住・

地域間交流の促進、

人材育成の方針 

【イ 地域間交流】 

姉妹都市や有縁・友好交流都市との関係性を深

め、市民同士の交流の増加に取り組むほか、国内

外からの教育旅行の受入などを拡大しながら、グ

リーンツーリズムを推進するとともに、本市が

SDGｓ未来都市であることを活かし、より多くの

市民の参画をすすめる。また、リトリート推進を

含め、これまで以上に交流人口の増加に向けて取

り組む。 

国際交流に関しては、姉妹湖、温泉提携、姉妹

校等の繋がりをベースに、台湾との継続的な交流

を行うほか、中華圏、欧米豪との交流も進めてい

く。 

国内外からの修学旅行の受入などを拡大しな

がら、グリーンツーリズムを推進するとともに

、本市がSDGｓ未来都市であることを活かし、よ

り多くの市民の参画をすすめる。これにより、

これまで以上に交流人口の増加に向けて取り組

む。 

 国際交流に関しては、姉妹湖、温泉提携、姉妹

校等の繋がりをベースに、リモートなどの新たな

交流の形で、継続的な交流を行う。コロナ禍にお

いても、国際交流への取組も強化していく。 

12頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（２）現況と問題点 

【ア 移住・定住】 

３行目 

移住を希望する方に定住してもらうためには、地

域の協力が不可欠である。 

移住を希望する方に居を構えてもらうためには、

地域の協力が不可欠である。 

12頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（２）現況と問題点 

【ア 移住・定住】 

６行目 

また、新型コロナウイルス感染症の流行以降、

社会環境や生活スタイル、働き方が変化し、生き

方自体を見つめ直し地方への関心が高まってき

ているが、地域経済も多大な影響を受けており、

現実的にはこれまで以上に地方移住へのハード

ルは依然として高い。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により

社会環境や生活スタイル、働き方が変化し、生き

方自体を見つめ直し地方への関心が高まること

が見込まれる。地域経済も多大な影響を受けてお

り、現実的にはこれまで以上に地方移住へのハー

ドルは高いことに変わりない。 

12頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（２）現況と問題点 

【イ 地域間交流】 

３行目 

現在は、グリーンツーリズムやアウトドアアクテ

ィビティ、歴史、文化体験を中心に進めているが、

高齢化や過疎化による継承者の減少が課題とな

っている。 

現在ではグリーンツーリズムや伝統工芸の体験

などを活用しながら進めているが、高齢化や過疎

化が進むなかで郷土文化を継承している方が少

なくなってきている。 

12頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（２）現況と問題点 

国際交流については、姉妹湖、温泉提携、姉妹

校等の繋がりによる台湾からの来訪が増加して

おり、相互交流の推進が進められている。 

国際交流については、台湾をはじめとした海外

との交流を継続的に行っているが、現在は新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、直接的な交流

が難しい状況となっている。 
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【イ 地域間交流】 

５行目 

13頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（３）その対策 

【ア 移住・定住】 

５行目 

併せて、若者の定住促進や移住者の仙北市への定

着を図るため、移住・新生活のスタートアップ支

援や、住宅取得に対する奨励金を交付する「定住

対策推進事業」や市内企業に就職後６ヶ月を経過

した市民に対して応援金を交付する「ふるさと就

職応援金事業」、県外からの高校入学を促進する

「地域みらい留学推進事業」等の各種支援・助成

制度を実施する。 

併せて、若者の定住促進や移住者の仙北市への定

着を図るため、市内企業に就職後６ヶ月を経過し

た市民に対して応援金を交付する「ふるさと就職

応援金事業」等の各種助成制度を実施する。 

13頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（３）その対策 

【ア 移住・定住】 

10行目 

また、仙北市内での移住体験（おためし移住）

や、テレワーク・ワーケーションを契機とした移

住希望者の増加につなげるため、経費支援を実施

する。 

また、仙北市内でのテレワーク・ワーケーショ

ンを契機とした移住希望者の増加につなげるた

め、経費支援を実施する。 

13頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（３）その対策 

【イ 地域間交流】 

１行目 

姉妹都市や、有縁・友好都市との市民同士の交

流、グリーンツーリズムや国際交流を、地域間交

流の促進に必要不可欠な事業と位置づけ、交流人

口の拡大を図る。 

グリーンツーリズムや国際交流を、地域間交流

の促進に必要不可欠な事業と位置づけ、交流人口

の拡大を図る。 

13頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（３）その対策 

【イ 地域間交流】 

５行目 

それとともに、収益向上を目指した取組を強化

し、地域住民や関係者が一体となり、交流が十分

に促進される態勢づくりを行う。 

それとともに、安定した収益を確保できる取組を

強化し、次世代を担う若年層の参加を促すこと

で、地域住民との交流が充分に促進される態勢づ

くりを行う。 

13頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（３）その対策 

【イ 地域間交流】 

８行目 

さらに、より広範囲に本市の魅力を伝えるため

に、SNS等による情報発信力を高めていく。 

また、より広範囲に本市の魅力を伝えるため

に、他県などのグリーンツーリズム関係団体との

連絡を密にし、相互の情報発進力を高めるととも

に、受入団体同士の交流も活発化させていく。 

15頁 

移住・定住・地域間

の交流の促進、人材

育成 

（４）計画 

１ 移住・定住・地

定住対策推進事業費 

①事業の必要性 

 市内への移住定住を促し、人口減への対策とす

るとともに地域の活性化を図る。 

②具体の事業内容 

 移住促進 PRに加え、移住新生活のスタートア
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域間交流の促進、人

材育成 

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

ップに係る経費の一部を助成するほか、移住者が

住宅を取得し定住した場合、完納済み固定資産税

相当額を3年間奨励金として交付。 

③事業効果 

 市外からの移住を促進し、相対的な人口減少を

抑制することで、過疎地域の活性化と将来に渡る

持続的発展に資する事業である。 

 移住体験推進事業費補助金 

①事業の必要性 

 観光地として認知の高い本市を、移住先として

具体的に検討してもらえるよう、周知するととも

にお試し移住を経て移住を決断する後押しとす

るもの。 

②具体の事業内容 

 移住を検討している県外在住者が市内で移住

体験、住居・生活環境・仕事・教育・病院などを

実際に視察・体験することをサポートするととも

に、その一部経費を支援。 

③事業効果 

 市外からの移住を促進し、相対的な人口減少を

抑制することで、過疎地域の活性化と将来に渡る

持続的発展に資する事業である。 

 

 角館高校地域みらい留学推進事業費 

①事業の必要性 

 定員割状態の市内高校への入学者数の増を図

るとともに、本人の移住、家族による関係人口の

創出、将来的な移住増などを推進するもの。 

②具体の事業内容 

 県外からの入学者確保のための PR・体験入学

の実施や、入学後の生活支援などを行う。 

③事業効果 

 市外からの移住を促進し、関係人口の創出、地

域に愛着を持った意志ある若者の育成など、相対

的な人口減少を抑制することで、過疎地域の活性

化と将来に渡る持続的発展に資する事業である。 

 

16頁 

（４）計画 

１ 移住・定住・地

域間交流の促進、人

材育成 

（５）その他 

 地域ブランディングによる観光まちづくり事業

（ソフト） 

  仙北市ニューネイチャーツーリズム造成事業（ソ

フト） 

  通農体験・農業定住（五感楽農）事業（ソフト） 

  定住対策推進事業費（ソフト） 

  移住支援事業費補助金（ソフト） 

  結婚新生活支援事業補助金（ソフト） 
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  若者マイホーム取得助成金（ソフト） 

  テレワーク・ワーケーション利用促進事業費補助

金（ソフト） 

  がんばれ合宿応援事業（ソフト） 

  姉妹都市等交流推進事業（ソフト） 

17頁 

産業の振興 

（１）産業振興の方

針 

【ア 農業】 

本市の農林畜産業は豊かな自然環境を基盤と

した独自の魅力と可能性を持っている。 

県推奨品目や市の重点品目をはじめとする高

収益作物を中心に、作付規模拡大や販路拡大を推

進し、営農条件が不利となる中山間地域では、地

域資源を活かした付加価値の高い農業経営への

支援が必要である。 

高齢化と担い手不足という課題に対しては、青

年層の就農者確保が重要であり、ほ場整備による

大規模化、農地集積の促進、スマート農業技術の

導入等により経営環境の改善を進め、新規就農を

含め農業経営に取り組みやすい環境整備に努め

る。また、農業経営の法人化を推進し、労働環境

の整備や幅広く人材を確保する体制の整備を図

り、持続可能な農業経営を目指す。 

水稲単作から安定した複合経営への転換を進め、

高収益作物の生産、加工品開発、販路の多様化を

通じて、本市農業の可能性を最大限に引き出し、

豊かな食文化と活力ある地域を次世代へ継承し

ていく。 

恵まれた自然環境を基盤とした農林畜産業は、

他地域にはない本市ならではの魅力を持ち、大き

な可能性を秘めている。県が推奨する「しいたけ」

や「えだまめ」の規模拡大の促進、「ねぎ」の規

模や販路拡大、「ダリア」の生産拡大と認知度の

向上を目指していく。 

営農条件が厳しい中山間地域においては、地域

資源を活かし付加価値の高い農業経営の実践に

より、一定の所得が得られるよう支援が必要であ

る。 

地域基幹産業でありながら、急速に進む高齢農

業者のリタイヤや、担い手不足と厳しい情勢が続

く中、いかに青年層の新規就農者を確保していく

かが課題となっている。こうした状況を打開する

ためにも条件整備として、大規模圃場整備が進め

られ、水田の大規模化や畑地化、農地集積による

高収益作物の産地づくりで農業生産性の向上を

実現し、生産コストの縮減を図りながら、将来の

地域農業を担う農業者が作業しやすい条件を整

えていく。集約された農地で効率よく農業を行う

ことは、農業生産率が上がり、農業人口の減少問

題を回避できるものと期待されている。 

農業経営の法人化は、これからの農業施策の柱

の一つとなり、労働環境の整備、農業内外からの

人材確保や新規就農者の受け皿にもなる。また、

経営継承を円滑に進めることができる。有能な後

継者の確保と地域農業をけん引する担い手育成

につながるための法人化を推進し、さらなる就農

者の確保として、農業育成研修への参加を支援し

ていく。 

さらに、スマート農業を活用した多様な取組を

推進し、労働力の省力化・食料の自給率の安定化

を目指していく。 

本市の農業経営の形態は稲単作経営から複合経

営へと転換し、果樹や花きの複合化の進展も増

え、米依存からの脱却が確実に進んでいる。稲作

のほかにも伝統野菜や高付加価値園芸作物、薬や

健康食品原料、更には果実的野菜などの生産、加

工品開発やそれに合わせた販路の細分化・重層化

を行い、本市農業の持つ可能性を発揮できる環境

を整え、豊かな食や活力ある地域を次世代へ引き

継いでいく。 
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18頁 

産業の振興 

（１）産業振興の方

針 

【エ 商工業】 

◎商工業振興･･･人口減少を踏まえた上での、

持続可能な商工業振興 

◎企業立地の推進と企業活動支援･･･市内産業

の後継者及び担い手の確保 

◎物産振興･･･生産環境の向上支援。複合経営。 

・市民が安心して暮らせるよう所得の向上と定

住人口の確保のため雇用の場を確保し、地域資源

を活かした産業創出を図る。 

・新たな起業や企業立地促進により、雇用や新分

野進出の機会が増えることを目指すとともに、後

継者不足による廃業を防ぐため事業継承の支援

にも取り組む。 

・商業活力向上への取組を強化し、賑わいのある

街を目指す。 

・高齢化に対応する買い物支援などまちづくり

と一体となった環境づくりを推し進める。 

・物産の振興として、国指定伝統的工芸品「樺細

工」を始めとする伝統工芸品等については、技術

継承、販路拡大等を支援する。また、特産品であ

る「西明寺栗」などはブランド力向上を図るとも

に、新商品開発等を支援する。 

18頁 

産業の振興 

（１）産業振興の方

針 

【オ 観光】 

本市には、非常に多くの観光資源が点在してお

り、カテゴリとしては「農村・営み」「自然・温

泉」「歴史・伝統」の３つに区分される。この３

つのカテゴリが本市観光における最大の強みと

なっており、区分ごとに有形・無形の様々な観光

資源を有している。田沢湖、角館、西木各地区そ

れぞれの３つの強みを“面”で発信するとともに、

自然の恩恵に触れ価値のある体験の施策を展開

していく。 

来訪者の滞在満足度向上や今まで以上の情報発

信に加えて、観光地としての安全安心に関わる質

の向上に取り組み、仙北市ならではの日常の価値

の維持・継承、新たな特色ある観光メニューを創

出する。さらに、他観光地との広域連携を図りな

がら、滞在型、周遊型、通年型の観光地づくりを

進め、観光客満足度の向上による「選ばれる観光

地の形成」、観光客リピーター率の向上などによ

り年間入込客数 500万人、年間宿泊者数 50万人

の復活、さらなる増加を目指す。 

本市は、美しい自然や歴史、文化など多くの観

光資源に恵まれているだけでなく、人のぬくも

り、やさしさなど有形、無形の様々な観光資源を

有している。観光誘客のため、田沢湖、角館、西

木の各地区が持っている自然環境や文化などの

特長を活かした施策を展開していく。 

本市の観光を形作っている自然環境や農山村風

景、歴史・文化、クニマス里帰りや自然エネルギ

ーと言った環境教育的要素など、豊富な観光資源

の価値を今まで以上に活用する。ウィズコロナ下

で観光地としての安全安心に関わる質を上げる

取組をし、アフターコロナには、その取組や経験

を活かした新たな特色ある観光メニューを創出

する。さらに他観光地との連携を図りながら、滞

在型、周遊型、通年型の観光地づくりを進め、ま

ずはコロナ禍前の年間入込客数５百万人、年間宿

泊者数 50万人の復活、そしてその後、さらなる

増加を目指す。 

18頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【ア 農業】 

本市の農業における基幹作物は、「あきたこ

まち」を中心とした水稲で、令和６年度時点で

約3,131ヘクタール、本市農地に占める割合は約

66％となっている。転作では比較的圃場整備が

進んでいる地域では大豆・えだまめ、中山間地

域ではそばの作付が進んでいる。 

高収益化に向け、シャインマスカット等の果

樹、夏イチゴ・トマトの施設栽培といった新規

作物への期待が高まっている。一方で、兼業率

の高さと従事者の高齢化により離農と後継者不

足が深刻化し、耕作放棄地の増加が懸念される

。 

畜産は「米に次ぐ重要部門」と位置付けられ

本市の農業においては、基幹作物の水稲「あ

きたこまち」を中心に、作付面積は令和２年度

現在で3,265ヘクタール、本市農地に占める水稲

の割合は、67％を占めている。湿田が多いこと

から非主食用米への転作の割合が高くなってい

る。水田転作の状況は飼料作物、そば、大豆が

増加傾向にある。比較的圃場整備が進んでいる

地域は、大豆、えだまめなどで、中山間地域の

比較的作業条件の悪い地区では、そばの転作が

増加している。新規作物としては、シャインマ

スカット等の果樹栽培に着目し、今後の高収益

作物として期待されている。しかし、高い兼業

率と農業従事者の高齢化が進み、産業としての
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、耕畜連携の強化などに取り組んでいるが、こ

こでも高齢化と後継者不足が課題となっている

。安全・安心な畜産物の安定的供給に向けた取

組において、大覚野牧場への放牧による飼養業

務の省力化や自然交配によるコスト抑制を図っ

ているほか、仙北市堆肥センターでは家畜排せ

つ物を堆肥化し、家畜排せつ物の適正管理を支

援するとともに、耕種農家での堆肥活用を通じ

て循環型農業を支える役割を担っている。 

人材面では、40歳代以下の農業従事者拡大を

目標に、農業次世代人材投資事業等を活用して

新規就農者の確保を図っている。就農後も収益

性と生産性向上に取り組み、地域の安定供給機

能を維持することが求められる。販売面では、

事前契約や複数年契約など需要連動型の生産で

出荷体制の安定化を推進しているほか、米以外

の品目では顧客ニーズに即した品目の選定と生

産に努め、加工品開発を含む６次産業化によっ

て付加価値を高め、所得向上を図っている。 

本市は「ながいも」「山の芋」などの伝統的な作

物に加え、医薬品や健康食品の原料となる作物に

も挑戦しており、一定の市場評価を得ているもの

の、これらを原料とした加工品の展開や産地化や

ブランド化、作付拡大は十分に進んでいないた

め、市場戦略と６次産業化の一体的な取組推進が

必要である。 

農業を担う後継者不足が深刻化しており、耕作

放棄地の増加が懸念されている。 

 このため、農業の将来を担う後継者や新規就

農者にとって、魅力的でやりがいのある産業と

するため、農業経営や新規就農のための支援策

を実施し、安定した農業経営と有効的な農地の

活用を行う必要がある。 

 畜産においては、依然として高齢化や後継者

不足が続いているものの、耕畜連携の強化など

積極的な施策の展開により、米に次ぐ農業の重

要な部門として位置づけられている。安全安心

な畜産物の生産を継続するためには、家畜排せ

つ物の適正管理による環境への負担軽減、作業

の効率化によるさらなるコスト低減や経営体質

の強化への取組を進める必要がある。仙北市堆

肥センターの稼働で、家畜排せつ物の適正な処

理によって堆肥化し、生産される堆肥の利用促

進を耕種農家に図ることによって、畜産農家と

耕畜連携による循環型農業を確立する役割を担

っている。 

 40代以下の農業従事者の拡大を目標に、農業

次世代人材投資事業がスタートし、就農準備段

階や経営開始時の支援によって、新規就農者の

減少に歯止めをかけている。そして、農業者の

高齢化と減少は急速に進む中であっても、生産

性と収益性が高く、農産物の安定供給の役割を

果たすため、持続的な発展が求められる。 

 米は事前契約や複数年契約などによる需要と

結びついた生産で価格の安定化を図り、その他

の作物は顧客のニーズにあった生産と消費者に

支持される品目の選定が必要となる。更には加

工品販売に向けた６次産業化の推奨で農産物に

付加価値を付け、農業者の所得向上を目指す。 

 本市は、「ながいも」や「山の芋」のように

地域に根付いた作物が作られる一方、近年では

医薬品や健康食品の原料となる作物の生産が始

まるなど、様々な作物が作られ市場や購買者か

ら高い評価を得ている。 

 しかし、それらの生産物を原料とした加工品

や、作付拡大を含めた産地化への取組が進んで

いない現状にある。 

 食の安全安心や、生活スタイルの変化に合わ

せ多様化する消費者ニーズにしっかり対応する

商品が求められている。「作ったから売る」の

ではなく、「売れる物を作る」必要がある。 

 そして、今とこれからの通信技術の飛躍的進歩

を見据えると、世界を視野にインターネットを高

度活用した、消費者が馴染みやすく購入しやすい
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アプローチがより重要になっている。 

19頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【イ 林業】 

４行目 

このことから、林家が森づくりに対する意欲を失

い、伐採及び植栽後の放置林が急増している。更

に、相続放置や遠隔地在住者による管理不全も見

られる。市内の人工林は伐採適期を迎えているが

管理の手が十分に回っていない状態にある。林業

に意欲がある者への林業施業の集約化や低コス

トで効率的な作業システムの普及・定着等が課題

である。 

このことから、林家が森づくりに対する意欲を失

い、伐採及び植栽後の放置林が急増している状況

にある。林業に意欲がある者への施業集約化や低

コストで効率的な作業システムの普及・定着等が

課題である。 

19頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【エ 商工業】 

◎人口減少や、域外消費の割合が増えているこ

と等により、市内の販売店や飲食店が影響を受

け、市内消費額の減少に比例するように商店等構

成の魅力が減少している。 

◎少子高齢化や県外就職が増えていること等

により、技術者や労働者のほか経営者にあって

も人材確保が困難となっている。 

◎特産品や工芸品は、観光客の現地での買い控え

等による販売量・額の減少のほか生産現場におい

ては原材料の確保に苦慮する場面が増えてきて

いる。 

市内では、消費者ニーズの多様化、消費者の行

動広域化などにより、商品販売額、従業員数、商

店数等の減少が続いている。中心市街地の商店街

については空き店舗が目立ち、多様なニーズへの

対応が求められている。また、人口減少、超高齢

化社会の影響を受けて、生産年齢人口の減少が顕

在化しているなか、地場企業をはじめ伝統工芸品

産業など全業種的に人手不足が深刻化し、人材確

保が困難となっている。 

19頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

５行目 

歴史文化については武家屋敷通り周辺が観光の

軸となっており、桧木内川堤のソメイヨシノや武

家屋敷通りのシダレザクラ、角館のお祭りなどを

観光資源として活かしている。また、素朴で美し

い農山村風景が広がるエリアでは、グリーン・ツ

ーリズムなどの農山村体験を通した、都市農村交

流が盛んである。 

歴史文化については武家屋敷通り周辺が観光の

軸となっており、桧木内川堤のソメイヨシノや武

家屋敷のシダレザクラ、角館のお祭りなどを観光

資源として活かしている。また、素朴で美しい農

山村風景が広がるエリアでは、グリーン・ツーリ

ズムなどの農村体験を通した、都市農村交流が盛

んである。 

20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

２行目 

 しかし、以前は500万人を超えていた観光入込

客数は、コロナ禍でこの状況が悪化し、アフター

コロナには 390 万人台まで回復しているものの

コロナ禍前までには回復していない状況である。 

しかし、以前は６百万人を越えていた観光客数

は、コロナ前の直近３ヶ年でも５百万人台前半で

推移しており、コロナ禍でこの状況はさらに悪化

している。 

20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

６行目 

①冬季観光客が少ない 

 観光客の入り込み数を季節別に見ると、12 月

から３月に訪れる観光客数が少なく、毎年そのよ

うな状況が続く傾向にある。誘客コンテンツとな

る小正月行事は担い手の減少などで継承保存が

難しくなってきている。 

①冬季観光客が少ない 

 観光客の入り込み数を季節別に見ると、12 月

から２月に訪れる観光客数は全体の 10％にも満

たない状況となっており、年々減少する傾向にあ

る。誘客コンテンツとなる小正月行事は担い手減

少で維持保存が困難となってきているほか、スキ

ー客も極端に減少してきている。 
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20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

10行目 

②観光地間のアクセスが不十分 

 二つの秋田新幹線乗降駅があることや、秋田空

港からも比較的近距離にあるという立地のため、

首都圏から短時間でアクセスできるようになっ

ている。季節によるニーズ変動も大きく、市内の

観光地から観光地への定期的な二次アクセスの

構築が難しい。 

②観光地間のアクセスが不十分 

 二つの秋田新幹線乗降駅があることや、秋田空

港からも比較的近距離にあるという立地のため、

首都圏から短時間でアクセス出来るようになっ

ているが、ニーズの季節変動も大きく、市内の観

光地から観光地への定期的な二次アクセスを構

築し難い。 

20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

14行目 

③情報発信の不足 

 本市観光ウェブサイトは、情報提供としては機

能しているものの、プロモーション効果からする

と旧態依然であり、大幅な見直しが必要である。

若い年代では SNSによる情報、年齢を重ねるにつ

れて旅行雑誌やＴＶの旅行番組などを情報源と

する調査結果から、あらゆる年代の方に認知いた

だくきっかけとして SNSによる情報発信のほか、

旅行雑誌への広告掲載、観光キャラバンなどの対

面による情報発信の機会が必要である。 

③情報発信の不足 

 本市観光ウェブサイトは、情報提供としては機

能しているものの、プロモーション効果からする

と旧態依然としており、大幅な見直しが必要であ

る。また、コロナ禍では観光キャラバンの実施が

できず、対面での情報発信の機会も不足してい

る。 

20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

 ④接遇態勢が不十分 

 市内観光地各所に対して、お客様への接遇対応

や、お土産の品揃えに対する研究、飲食等の料金

設定など、お客様ファーストではないとの声など

が寄せられることがある。旅行者個人の価値判断

や好みの違いはあるものの、「おざってたんせの

心」（おざってたんせ＝どうぞいらしてください）

の意識高揚を図り、観光客が本市で楽しいひとと

きを過ごすことが出来るよう努める必要がある。 

20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

20行目 

④施設の老朽化 

 地域住民は勿論、観光客の皆様にも利用されて

いるレクリエーション施設やトイレなどの施設

の多くが、老朽化などの理由により不具合があっ

たり使用できなくなっているため、早期の改修や

整備、あるいは廃止が必要となっている。 

⑤施設の老朽化 

 地域住民は勿論、観光客にも親しまれているレ

クリエーション施設の多くが、老朽化などの理由

により使用出来なくなっているため、早期の改修

や整備、あるいは廃止が必要となっている。 

20頁 

産業の振興 

（２）現況と問題点 

【オ 観光】 

24行目 

⑤日帰り、通過型の傾向 

 本市を訪れた観光客の宿泊率が低く、日帰り、

通過型の傾向が現れている。観光消費額の増加の

ためにも、宿泊型、連泊型の観光を推進していく

必要がある。 

⑥日帰り、通過型の傾向 

 本市を訪れた観光客の宿泊率は県平均より高

いものの漸減しており、日帰り、通過型の傾向が

現れている。観光消費額の増加のためにも、宿泊

型、連泊型の観光を推進していく必要がある。 

20頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【ア 農業】 

 ・生産基盤の強化と作物振興 

仙北市では、水稲や大豆・そばなどの土地利

用型作物の生産性向上を図るため、大区画圃場

整備を進め、担い手への農地集積を加速すると

ともに、スマート農業の導入による農業経営環

境の改善を支援する。また、えだまめ・アスパ

ラガス・花きなどの園芸作物に加え、シャイン

マスカットや夏イチゴ・トマトの施設栽培など

の新たな高収益作物の取組を推奨し、主産地化

とブランド化を目指す。 

基幹作物の水稲「あきたこまち」や大豆、そ

ば等の土地利用型の作物を中心に、アスパラガ

ス、えだまめ、花き等の園芸作物の生産性向上

や生産コストの低減を図るため、大区画圃場等

の生産基盤の整備を進め、担い手等への農地の

集積を加速する。また、シャインマスカット等

の新規作物の作付を推奨して、生産振興と主産

地化、ブランド化を進める。さらに、日本型直

接支払制度等の制度を有効に活用し、作物作付

、地力増進、景観形成等により農地保全に努め
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また、日本型直接支払制度を活用して、作物作

付や適切な農地保全に努め、不作付地の解消を

図る。 

・多様な農業経営体の育成 

認定農業者の育成、集落営農や農業生産法人

の立ち上げ支援、親元就農や農外参入を含む新

規就農者の確保に取り組むとともに、就農希望

者には技術習得のための研修参加を支援し、就

農後は県・市・JA・農業士による継続的なフォ

ローアップ体制を整える。 

また、農地中間管理機構を中心に、県や関係

団体と連携して担い手への農地集積と経営規模

拡大を推進する。 

・販路拡大と付加価値向上 

地域内消費拡大に向け、生産者と消費者の結

びつきを強化し、「顔の見える流通」を推進す

る。農商工連携による付加価値の高い農産物生

産と新事業創出、販路拡大を支援し、農業者の

生産意欲向上を図る。需要と結びついた主食用

米生産で安定した出荷体制の確立を目指し、園

芸作物はJA等と連携した販売先確保と経路拡大

を進める。 

・畜産振興と複合経営の推進 

夏山冬里方式による公共牧場への放牧を推進

し、夏季の飼養労働負担軽減と複合経営を促進

するとともに、牧場での自給飼料の増産・安定

確保に努め、肉用牛生産基盤の強化、産地化を

進める。飼養頭数の拡大により、効率的で低コ

ストな畜産経営を目指し、ICT活用による生産

性向上の支援や家畜排せつ物処理施設をフル活

用し、循環型農業の促進を図る。 

・６次産業化と市場志向の強化 

地産地消推進のため、直売所や加工の取り組

みを支援し、６次産業化拡大につなげる。プロ

ダクトアウトからマーケットインへの視点転換

を促し、地区・年齢層・嗜好などターゲットを

明確にしたブランド確立を目指す。インターネ

ット産直サイトを活用した少量・規格外品の取

引機会拡大を支援し、生産者の「はじめの一歩

」を後押しする。また、６次産業化を進める上

で重要となる加工業者・販売業者とのマッチン

グを広い視野で支援する。 

以上の対策を総合的に推進することで、農業者の

所得向上と担い手の確保を図り、仙北市農業の活

性化と持続的発展を目指す。 

、不作付地の解消を図る。 

 認定農業者の育成、集落営農や農業生産法人

等の立ち上げ、親元就農、農外参入も含めた新

規就農者の育成等、多様な農業経営体の形成を

図りながら、農地中間管理機構を中心とした担

い手への農地集積や経営規模の拡大に向けて、

県や関係農業者団体と協力し推進する。 

地域で生産された農産物の地域内消費の拡大

に向け、生産者と消費者の結びつきを強め、顔

が見える流通の取り組みを一層推進する。また

、農家が付加価値の高い農作物を生産し農商工

連携に取り組むことで、新たな事業を生み出し

、販路拡大への取り組みを進める。農業者の販

路の選択肢が増えれば農業者の生産意欲の向上

にもつながるものと考える。 

 夏山冬里方式で資源を合理的に利用できる公

共牧場への放牧を推進し、夏の飼育労働負担の

軽減を図る。それにより浮いた労働で他部門の

作付導入をし、畜産農家の複合化を推進する。

また、放牧頭数を増やすことで、循環を活かし

た低コストで持続可能な牧場経営を目指す。 

 段階的な草地整備改良や牧場用機械の整備を

進め、高栄養な草地の拡大で自給飼料の安定を

確保し、肉用牛のブランド化を推進する。 

ICTを活用した畜産経営体の生産性の向上を支

援し、安全安心な商品の提供につなげる。 

 家畜排せつ物処理施設の機能の強化を支援す

る。 

 就農に向け、必要な技術習得のため研修への

参加を支援し、次世代を担う農業後継者の育成

や人材確保に努める。就農後は、県や市、JAや

農業士などの指導によるフォローアップ支援も

実施する。 

 需要と結びついた主食用米の生産で、価格の

安定と販売を目指す。 

 園芸作物については、JA等と連携するなど、

販売先の確保で販売経路の拡大を目指す。さら

に、地産地消の推進で、直売所や加工などの取

り組みを支援し、６次産業化の拡大につなげ、

生産の意欲を高める。 

 プロダクトアウト（作り手の理論や計画を優

先させる方法）からマーケットイン（需要を優

先し商品を企画・開発・提供すること）への視

点の転換を促す。需要を、どの地区に、どの年

齢層に、どんな趣向に見出すのか、ターゲット

を絞ることがブランドの確立につながる。 

 インターネットの世界には、既に複数の産直

サイトが存在する。これらは大市場と違い、少
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量でも規格外品でも取引が可能である。「不安

だけど少しやってみよう」そんなはじめの一歩

を後押しする。  

 ６次産業化（生産・加工・販売）は、自分一人

で完結させるのはとても困難である。安心して任

せられる加工業者や販売業者とのマッチングを、

広い視野で支援する。 

22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【エ 商工業】 

◎魅力的な商店等が生まれ、市内経済が活発

化するよう、創業に向けた勉強会や、事業力の

強化に向けた支援制度を実施する。 

◎創業（スタートアップ）支援、立地（進出

や誘致）の推進、雇用拡大や雇用環境の向上支

援。 

◎特産物や工芸品の関係・協力機関（組合等）

との連携深化により、原料確保や後継者育成、販

路拡大を支援。 

・賑わいのある商店街づくりのため、商工関係

団体への支援や助成を拡充するほか、空き店舗

対策、起業への機運を高める取り組みを充実さ

せる。あわせて、新型コロナウイルス感染症拡

大に対応するため、「新しい生活様式」など環

境の変化への取り組みを支援する。 

・中小企業活性化支援事業等により、市内の中

小企業支援のための経営に資する支援や資金面

での支援等の取り組みを充実させる。また、意

欲ある事業者の新たな活動、農業分野との連携

事業などへの支援を充実させる。 

・企業立地奨励金事業の実施等、雇用の場の確

保のため企業を支援し、企業誘致を推進する。 

・伝統的工芸品等については、後継者育成事業、

都内で行われる展示会参加などに対し継続的に

支援を行う。また、特産品については、異業種間

の連携による商品開発などを支援するほか、新型

コロナウイルス感染症の影響下でも販路拡大を

図るためITを活用した取り組みを支援する。 

22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【オ 観光】 

１行目 

本市の観光を形作っている自然環境や農山村

風景、歴史・文化などは、先人が築いてこられた

かけがえのない財産である。 

本市の観光を形作っている自然環境や農山村

風景、歴史・文化などは、かけがえのない財産で

ある。 

22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【オ 観光】 

４行目 

①豊富な観光資源の活用と更なる掘り起こし 

本市の豊富な観光資源のさらなる価値を向上

させるとともに今まで以上に活用し、増加傾向

にある外国人旅行者などを含め、新たな特色あ

る観光メニューを創出する。また、他観光地と

の連携と冬季観光の強化を図り、周遊型、通年

型の観光地づくりを推進していく。 

 更に、地域に眠っている観光資源を掘り起こし

磨きをかけ、観光資源として有用なものにする。

中でも田沢湖は従来の物見遊山的観光から、クニ

マスを核とした自然環境教育や最新のアウトド

アアクティビティの拠点としてＰＲするととも

に、総合的に田沢湖の魅力を高めていく。 

① 豊富な観光資源の活用と更なる掘り起こし 

本市の豊富な観光資源の価値を引き出すとと

もに、今まで以上に活用し、増加傾向にある外

国人旅行者に特化したメニューなどを含め、新

たな特色ある観光メニューを創出する。また、

他観光地との連携と冬季観光の強化を図り、周

遊型、通年型の観光地づくりを推進していく。 

 更に、地域に眠っている観光資源を掘り起こし

磨きをかけ、観光資源として有用なものにする。

中でも田沢湖は従来の物見遊山的観光から、クニ

マスを核とした自然環境教育や最新のアウトド

アアクティビティの拠点としての魅力開発に努

め、総合的に田沢湖の魅力を高めていく。 
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22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【オ 観光】 

 

 ② 受入態勢づくり 

 訪れる人たちと地域の人たちの交流、心と心の

ふれあいを通して本市の良さを知ってもらうた

めに、おもてなしの心の醸成や、ウィズコロナ、

アフターコロナの観光客ニーズに応えられるよ

うな宿泊施設やお土産開発に努めるほか、アフタ

ーコロナに向けて、外国人が気軽に旅行出来るよ

う多言語での案内表示や施設の整備をさらに進

める。観光客が満足し、再訪したいと思っていた

だける受入の資質向上に努める。 

22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【オ 観光】 

18行目 

③観光情報の発信と情報の収集 ④観光情報の発信と情報の収集 

 

22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【オ 観光】 

24行目 

④観光と農林業、商工業の連携 ⑤観光と農林業、商工業の連携 

22頁 

産業の振興 

（３）その対策 

【オ 観光】 

３行目 

⑤ほんものと出会える体験型観光の推進 ⑥ほんものと出会える体験型観光の推進 

24頁 

（４）計画 

２ 産業の振興 

（１）基盤整備 

農業 

 農業夢プラン型戦略作物等生産基盤拡大事業 

(園芸機械施設等整備) 

  薬用作物等産地拠点化支援事業 

  草地畜産基盤整備事業（草地整備型）公共牧場整

備事業 

 夢ある園芸産地創造事業費補助金  

 夢ある畜産経営ステップアップ支援事業費補助金  

(３)経営近代化施

設 

農業 

 元気な中山間資源を活かす生産体制整備事業費

補助金 

(園芸機械施設等整備) 

(９)観光又はレクリ

エーション 

 平福記念美術館冷温水発生機更新事業 

 仙北市活性化施設整備事業 鎌足活性化施設整備事業 

（11）その他  FIS モーグルワールドカップ開催事業費負担金

(ソフト） 

 アグリフロンティア育成研修費補助金(ソフト) 未来農業のフロンティア育成研修費補助金(ソフ

ト) 
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 農林業者研修集会施設管理運営費 農林業者研修集会施設整備事業費 

  都市農村交流施設整備事業費 

  機構集積支援事業費補助金（ソフト） 

 農地利用効率化等支援交付金事業（ソフト） 農地利用最適化交付金事業（ソフト） 

  ほ場整備区域地力増進作物作付事業費補助金(ソ

フト) 

  機構集積協力金推進事業費（ソフト） 

  就職支援・職場定着対策事業（ソフト） 

  中小企業新貸付利子補給金（ソフト） 

 物産展等出展支援事業補助金（ソフト）  

 首都圏域就職イベントへの市内企業出展支援（ソ

フト） 

 

 奨学金返還支援制度に関わる企業負担の支援（ソ

フト） 

 

（５）産業振興促進

事項 

（ⅰ）計画期間 

令和８年４月１日～令和13年３月 31日 令和３年４月１日～令和８年３月 31日 

27頁 

地域における情報

化 

（１）地域における

情報化の方針 

【情報・通信】 

地域住民が情報通信技術を活用できる生活に

密着した情報通信基盤の環境整備については、

地理的不便性故の時間的制約や非効率性などの

問題を克服する上で効果が大きいことから、光

ファイバ等の高速情報通信基盤の整備を促進し

、都市部と過疎地域において格差が生じないよ

う取り組む。 

魅力あるサービスの創出や事業所との連携等

により情報受発信能力を向上させ、IoTやAIなど

の革新的技術を産業や医療・福祉、教育等の様

々な分野で活用することで、住民生活全般にわ

たる多様なサービスの価値を高め、新たな価値

を生み出す。これにより他の地域との情報格差

を是正して住民生活の利便性の向上を図るとと

もに、電子申請などの行政サービスのデジタル

化を推進し、災害や感染症のまん延等緊急時へ

の対応について取り組む。 

また、地域住民全てが情報通信技術の恩恵を享

受して豊かな生活を実感できるようデジタル人

材の育成に取り組み、情報通信技術の利用が不得

手な方への支援を強化する。 

地域住民が情報通信技術を活用できる生活に

密着した情報通信基盤の環境整備については、

地理的不便性故の時間的制約や非効率性などの

問題を克服する上で効果が大きいことから、こ

れからも先進的な高度情報通信ネットワーク等

の情報通信基盤整備を促進する。   

 魅力あるサービスの創出や事業所との連携等

により情報受発信能力を向上させて住民生活全

般にわたる多様なサービスの価値を高め、新たな

価値を生み出すことにより、他の地域との情報格

差を是正して住民生活の利便性の向上を図ると

ともに、災害や感染症のまん延等緊急時への対応

について取り組む。 

27頁 

地域における情報

化 

（２）現況と問題点 

【情報・通信】 

６行目 

近年のスマートフォン等の普及やインターネ

ットを利用した個人の情報発信、アプリケーショ

ン等の増大に対応したネットワークインフラの

高速化・大容量化に伴い、通信網のデータトラフ

ィックが飛躍的に増加しており、情報通信基盤の

更なる整備・強化が求められている。 
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27頁 

地域における情報

化 

（２）現況と問題点 

【情報・通信】 

14行目 

今後は、情報通信基盤の維持管理や更新及び発

展に対応した市民サービスの質の向上が求めら

れるとともに、少ない人口で地域経済・社会を持

続的に発展させていくための情報化・デジタル化

の推進が必要となっている。 

今後は、情報通信基盤の維持管理や更新及び発

展に対応した市民サービスの質の向上が求めら

れる。 

28頁 

地域における情報

化 

（３）その対策 

【情報・通信】 

情報通信基盤の他の地域との格差是正及びこ

れまでの情報通信サービスの継続と向上を図る

ため、国や県、関係団体などと連携を図りなが

ら光ファイバ等の高速情報通信基盤の整備・維

持管理や更新などについて対応する。 

 IoTやAIなどの革新的技術を産業や医療・福祉

、教育等の様々な分野で活用し、地域課題の解

決や新しいサービス、ビジネスの創出を促進す

る。また、電子申請などの行政サービスのデジ

タル化を推進し、市民サービス及び行政事務の

効率化やマイナンバー制度利活用による行政サ

ービスの質の向上に努める。 

 また、職員のデジタル対応力向上と専門人材

の育成に重点的に取り組み、この知見を地域全

体のデジタル化推進に活かす体制を構築する。

庁内デジタル人材が中心となって、オープンデ

ータの活用促進やデジタルによる市民サービス

を展開し、地域全体のデジタルリテラシー向上

を図るとともに、新たな技術についての理解と

利活用の促進を地域全体に広げていく。 

 これらの取組を通じて、地域における情報化を

推進し、地域格差の解消や住民の利便性向上を図

るとともに、各種産業、教育、医療、福祉等の分

野におけるネットワークを通じたコミュニケー

ションの活性化や新しいサービス、ビジネスの創

出により、過疎地域の持続的発展につなげてい

く。 

情報通信基盤の他の地域との格差是正及びこ

れまでの情報通信サービスの継続と向上を図る

ため、国や県、関係団体などと連携を図りなが

ら情報通信基盤の維持管理や更新などについて

対応する。講習会等地域住民が情報通信技術を

活用する能力を習得するための機会等を提供す

るとともに、地理的な制約、年齢、心身の状態

、経済的な状況その他の要因による格差が生じ

ないような利用しやすい環境を整備し、多様な

情報サービスを実感できるための取組を推進す

る。また、災害などに備え公共施設や避難場所

、更には観光施設など多くの人が集まる場所に

Wi-Fiを中心とする公衆無線LAN環境整備の必要

性が高まっていることから、利活用に向けて取

り組みを進める。 

 緊急時における業務継続対策については、施

設の長寿命化や電源設備等の強化を図るととも

に自家発電を設置するなどして基幹業務システ

ムの運用停止時間を極力抑えることにより、安

定した行政サービスの提供に努める。 

 光ファイバーなどの利用技術の高度化に伴い、

市民サービス及び行政事務の効率化やマイナン

バー制度利活用による行政サービスの質の向上

に努める。 

（４）計画 

地域における情報

化 

(１)電気通信施設

等情報化のための

施設 

ブロードバンド施

設 

 観光施設Wi-Fi事業 

(３)その他  総合情報センター設備更新事業 

  ＩＣＴセキュリティ対策事業（ソフト） 
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30頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（１）交通施設の整

備、交通手段の確保

の方針 

【ア 市道】 

３行目 

令和７年４月１日現在、実延長 887.472km、改

良率は 64.2％、舗装率は 62.5％となっている。

しかし改良率、舗装率ともまだまだ低く、また歩

行者空間の整備が立ち遅れていることから、今後

も計画的に整備を進めていく。 

令和 3年4月 1日現在、実延長 885.645km、改

良率は 64.0％、舗装率は 62.3％となっている。

しかし改良率、舗装率ともまだまだ低く、また歩

行者空間の整備が立ち遅れていることから、今後

も計画的に整備を進めていく。 

30頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（１）交通施設の整

備、交通手段の確保

の方針 

【ア 市道】 

６行目 

計画時における水準は、改良率、舗装率とも令

和 12 年度末までに概ね 1.0％増を目標に整備を

進める。 

計画時における水準は、改良率、舗装率とも令

和8年度末までに概ね1.0％増を目標に整備を進

める。 

30頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（１）交通施設の整

備、交通手段の確保

の方針 

【イ 農林道】 

６行目 

※計画時における水準は、農道、林道とも令和

12 年度末までに概ね 1.0％増を目標に整備を進

める。 

※計画時における水準は、農道、林道とも令和８

年度末までに概ね 1.0％増を目標に整備を進め

る。 

30頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（１）交通施設の整

備、交通手段の確保

の方針 

【ウ 交通】 

３行目 

第三セクター鉄道である秋田内陸縦貫鉄道に

ついては、運行の継続に必要な支援を行いなが

ら、秋田県と沿線自治体が連携し、二次アクセス

の改善など利便性の向上に努め、沿線地域や関係

団体と一体となった地域観光資源の掘り起こし

やブラッシュアップにより観光路線としての魅

力向上を図る。 

第三セクター鉄道である秋田内陸縦貫鉄道に

ついては、運行の継続に必要な支援を行いなが

ら、沿線二市が連携し、二次アクセスの改善など

利便性の向上に努め、沿線地域や関係団体と一体

となった地域観光資源の掘り起こしやブラッシ

ュアップにより観光路線としての魅力向上を図

る。 

30頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（２）現況と問題点 

【ア 市道】 

１行目 

市道などの整備については、令和７年４月１日

現在の実延長 887.472km、改良率は 64.2％、舗装

率は 62.5％となっている。 

市道などの整備については、令和 3年４月１日

現在の実延長 885.645km、改良率は 64.0％、舗装

率は 62.3％となっている。 

31頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（２）現況と問題点 

【イ 農林道】 

４行目 

林道等の整備状況は、令和７年４月現在、路線

数 99路線、総延長 156.2km、作業道路線数 97路

線、延長144.8kmとなっている。林道現況密度は

1ha 当たり 5.5m で、秋田県の１ha 当たり平均

7.2m を下回っている。市内林道は令和７年８月

の豪雨災害により多大な被害を受け、復旧までに

長期間を要することが想定される。また、市内林

道の林道橋は老朽化により安全性に問題が見ら

れる箇所がある。 

林道等の整備状況は、令和３年４月現在、路線

数 101路線、総延長156.5km、作業道路線数 97路

線、延長144.8kmとなっている。林道現況密度は

1ha当たり5.5mで、秋田県の1ha当たり平均7.2m

を下回っている。 
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31頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（２）現況と問題点 

【ウ 交通】 

２行目 

しかしながら、路線バスについては路線の統廃合

や減便といった整理合理化が進められているほ

か、秋田内陸縦貫鉄道においては経常欠損額が多

額であることから経営が厳しく、その維持が極め

て厳しい状況である。 

しかしながら、路線バスについては路線の統廃合

や減便といった整理合理化が進められているほ

か、秋田内陸縦貫鉄道においては経常欠損額が多

額であることから存続の危機に面しているなど、

その維持が極めて厳しい状況である。 

31頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（３）その対策 

【ア 市道】 

市道などの整備については、歩行者や交通量

に配慮した安全安心な交通の確保を重視しなが

ら、緊急性、重要性に応じた計画的な整備を行

う。 

 道路の除雪については、年次的な除雪機械の導

入を進めるとともに、除雪路線の見直しを実施

し、作業時間の短縮と作業効率の向上を図り、安

全安心な市民の通勤、通学路の確保に努める。 

市道などの整備については、歩行者や交通量

に配慮した安全安心な交通の確保を重視しなが

ら、特に基幹集落を結ぶ生活道路は、緊急性、

必要性に応じた計画的な整備を行う。 

 道路の除雪については、年次的な除雪機械の導

入を進め、路線の組み替えなどにより作業時間の

短縮と作業効率の向上を図り、安全安心な市民の

通勤、通学路の確保に努める。 

32頁 

交通施設の整備、交

通手段の確保 

（３）その対策 

【イ 農林道】 

４行目 

林道等については、木材生産コストの低減、森

林の維持・管理費用の軽減のため、継続的かつ計

画的に林道や作業道・作業路の整備、林道橋の長

寿命化を進める。豪雨災害の影響を受けた林道に

ついては早期の復旧を目指す。 

木材生産コストの低減、森林の維持・管理費用

の軽減のため、継続的、計画的に林道や作業道・

作業路の整備、林道橋の長寿命化を進める。 

（４）計画 

４ 交通施設の整

備、交通手段の確保 

（１）市町村道 

道路 

 神代中央線 

改良舗装L=684m W=11m 

  荒屋敷下延線 

改良舗装L=2196m W=6.5m 

  田町山公園線 

改良舗装L=520m W=6m 

  神代西明寺線 

改良舗装L=350m W=7.0m 

  舟場前田線 

改良舗装L=140m W=4.2m 

  仙岩団地南２号線 

改良舗装L=120m W=5m 

  柏林 1号線 

改良舗装L=220m W=2.5m 

  生保内中央線 

側溝改良L=50m 

  大沢田子ノ木線 

側溝改良L=200m 

  釣田線 

側溝改良L=130m 

  西広久内町後１号線 

側溝改良L=165m 

  舟場前田線 

側溝改良L=192m 
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  久保菅谷線 

側溝改良L=400m 

  夏瀬線 

改良舗装L=1620m W=3.6m 

  町屋線 

改良舗装L=545m W=5m 

  三嶋線 

改良舗装L＝315m W=3.6m 

  若松線 

改良舗装L＝433m、W=3.5m 

  堂野口流雪溝整備 

L=32m 

(５）鉄道施設等 

鉄道施設 

 秋田内陸縦貫鉄道安全対策事業 

  秋田内陸縦貫鉄道中村踏切安全対策負担金 

(８)道路整備機械

等 

雪寒地域建設機械整備費 雪寒地域機械整備費 

(９)過疎地域持続

的発展特別事業 

 生活バス路線対策費（ソフト） 

  生活路線代替バス運行費(ソフト） 

  秋田内陸線通学定期補助金（ソフト） 

(10)その他 国道 46号「高規格道路」盛岡秋田道路整備推進

事業（ソフト） 

国道 46号「地域高規格道路」盛岡秋田道路整備

推進事業（ソフト） 

 高規格道路大曲・鷹巣道路整備推進事業（ソフト） 地域高規格道路大曲・鷹巣道路整備推進事業（ソ

フト） 

 生活バス路線対策費（ソフト）  

 生活路線代替バス運行費(ソフト）  

 秋田内陸線通学定期補助金（ソフト）  

36頁 

生活環境の整備 

（１）生活環境の整

備方針 

【ア 上水・飲料

水】 

市内の安定給水を確保するため、仙北市水道

施設耐震化計画により、耐震診断を順次実施し

、水源や浄水場などの老朽化した施設を計画的

に更新・改良し耐震化を進める。管路について

は、病院・避難所などの重要施設へつながる主

要管路の耐震化、並びに老朽管の更新を優先し

て進める。 

また、水道未普及地域の安定した生活用水確保

のため、地域のニーズや緊急性、それぞれの地域

の水需要状況などの変化を把握し、施設整備を計

画的に行う。 

市内には水道未普及地域が多く存在している

が、近年、地下水の枯渇や水質汚濁が問題視さ

れていることから、地域のニーズや緊急性を考

慮し、優先度により整備を進める。 

整備の水準は、令和12年度末までに71.05％の

普及率を目標とする。 

また、令和元年度仙北市水道事業アセットマネ

ジメントにより、施設の老朽化対策が急務である

ことから市内の老朽化した施設や管路を計画的

に更新し、併せて有収率の向上や施設の耐震化を

図りたい。 

36頁 

生活環境の整備 

（１）生活環境の整

備方針 

【イ 下水】 

２行目 

本市では、公共下水道事業、集落排水事業、合併

処理浄化槽事業を運用しており、今後も安定した

運営を継続し、生活環境の確保、自然環境の保全

に努める。 

本市では、公共下水道事業、集落排水事業、合

併浄化槽事業を導入して生活排水処理対策を行

っており、今後についてもこれらを継続し、環

境の向上に努める。 

事業全体の普及率を令和 12 年度末までに

83.4％にすることを目標とする。 
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36頁 

生活環境の整備 

（１）生活環境の整

備方針 

【ウ 火葬場】 

公衆衛生及び公共の福祉の観点から、地域にお

ける火葬業務を円滑に遂行することが求められ

ている。一方で、人口減少が進行しているものの、

当面は一定の利用が見込まれる状況にある。その

ため、計画的な施設・設備の改善を進めるととも

に、斎場の広域化や施設の延命化を視野に入れた

対策が必要である。これらを踏まえ、大曲仙北広

域市町村圏組合の整備計画に基づき、当面は既存

施設との両輪による安定的な稼働に努める。 

公衆衛生その他公共の福祉の観点から、地域の

火葬業務を支障なく行う必要があるが、施設や設

備などの老朽化に伴い、改修が欠かせなくなって

いる。 

人口は減少しているが、当分の間は一定数の需

要があることが想定されるため、計画的に施設や

設備の修繕を行いながら、広域化を視野に入れた

対策が必要である。 

そのため、大曲仙北広域市町村圏組合の整備計画

に基づきながら、しばらくは両輪での安定稼働に

努める。 

36頁 

生活環境の整備 

（１）生活環境の整

備方針 

【オ 廃棄物処理】 

２行目 

その処理には、処理過程での自然環境への配慮や

リサイクル、ごみの減量化への取組などを進めて

いく必要があることから、将来的な発生量と処

理・処分量を把握し、適切な処理と施設の維持管

理に努めていく。 

廃棄物の処理には、処理過程での自然環境への配

慮やリサイクル、ゴミの減量化への取組などを進

めていく必要があることから、廃棄物の将来的な

発生量と処理・処分量を把握し、適切な処理と施

設の維持管理に努めていく。 

37頁 

生活環境の整備 

（１）生活環境の整

備方針 

【キ その他】 

 ・空き家や老朽化した施設等についても解体又

は適切な管理を実施する。 

37頁 

生活環境の整備 

（２）現況と問題点 

【ア 上水・ 

飲料水】 

上水道は、令和６年度末現在、給水戸数7,060

戸、給水人口15,245人、年間有収水量1,694,382

㎥となっている。急激に進む人口減少と節水型

社会の普及による需要の減少から、有収水量は

減少傾向であり、平成30年度から７箇年連続の

赤字経営となっている。 

また、昭和 40 年代から 50 年代に建設された

施設や管路が多く存在しているため、施設・管路

の多くが老朽化に伴う更新時期を迎え、年間約

100 件の漏水修理が行われている。給水量のう

ち、使用料として収入につながった水量の割合を

示す指標である有収率は令和６年度末で

52.85％となり、県内最下位となっている。更新

費用の確保が必要であることから、令和６年度か

ら２年間、段階的に水道料金改定を実施してい

る。 

現在実施中の水道未普及地域解消事業につい

ては、国庫補助事業として令和7年度の事業完成

を目指し、順調に進行している。以降の計画に

ついては、地域のニーズや緊急性を考慮し検討

していきたい。 

また、老朽化対策として施設や管路の更新を

順次計画的に進めていく必要性があるが、財源

としては一部の繰入金や企業債の借入が主なも

のであり、大規模な更新が難しいものとなって

いる。 

平成 29年度の簡易水道統合や給水人口等の減

少に伴い、平成 30年度から 3箇年連続の赤字経

営となっている。令和4年度には経営健全化や今

後の更新需要に伴い、持続可能な水道事業を目指

し、料金改定を検討している。 

37頁 

生活環境の整備 

（２）現況と問題点 

【イ 下水】 

人口減少等に伴い使用料収益が減少する一方

で、昭和から平成初期にかけて整備した施設の

老朽化に係る修繕費等の増加がみられ、収支の

悪化が懸念される。 

処理区域の拡大など積極的な未普及地域の解

消は控え、合併処理浄化槽の個人設置に係る補

助などを行い、会計負担を削減することで収支

の安定化を図りつつ、環境保全にも配慮してい

く。 

施設が老朽化し、修繕等経費が増加してい

る。 

人口減少への対応として、処理施設の統合な

ど機能的、経営的な構想策定が必要である。 

住民の理解を得ながら、下水道計画に基づき

未普及地域への浄化槽設置事業（個人設置型）

などを進め、公共水域を保全する必要がある。 

企業的収支の視点での、健全な経営を行っていく

必要がある。 
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企業的収支の視点での、健全な経営を行ってい

く必要がある。 

38頁 

生活環境の整備 

（２）現況と問題点 

【ウ 火葬場】 

大曲仙北広域市町村圏組合が運営する北部斎

場では、現在、計画されていた大規模改修工事が

実施されており、令和７年７月 16日から令和８

年３月 27日までの期間に、機械設備工事及び電

気設備工事等が行われている。これにより施設の

機能維持及び安全性の向上が図られる。一方で、

地域の人口減少に伴い、将来的な火葬需要の変動

が懸念される中、安定的な火葬業務の継続には課

題がある。特に施設の老朽化や利用者数の減少に

対応するため、大曲仙北広域市町村圏組合との連

携強化を図りつつ、効率的な運営体制の構築と業

務の充実が求められる。 

大曲仙北広域市町村圏組合が運営している「北

部斎場」は数年後に大規模改修される予定であ

る。今後も安定的に火葬需要に対応するため、大

曲仙北広域市町村圏組合との連携による火葬場

施設の充実が必要である。 

38頁 

生活環境の整備 

（２）現況と問題点 

【オ 廃棄物処理】 

本市で排出されるごみは、４種類（燃やせるご

み、燃やせないごみ、資源ごみ、粗大ごみ）に分

別するよう指導をしており、ごみの総量は近年、

およそ 9,000t／年を割り込む程度で推移してい

る。資源化率に関しては６～７％台と低位に留ま

っており、国（19.5％）や県（13.6％）の掲げて

いる目標値とは大きくかけ離れている。（本市目

標、12.7％以上） 

新たな制度が制定され、最新施設を整備しごみ

の排出抑制や資源のリサイクル推進を訴えたと

しても、ごみの減量化や資源化率の向上には、排

出者である市民一人ひとりの協力と意識向上が

不可欠である。 

本市で排出されるごみは、4種類（燃やせるご

み、燃やせないごみ、資源ごみ、粗大ごみ）に

分別するよう指導をしており、本市のゴミの総

量は近年、およそ10,000t／年程度で推移してい

る。資源化率に関しては６～７％台と低位に留

まっており、国（27％）や県（16.9％）の掲げ

ている目標値とは大きくかけ離れている。（本

市目標、12％以上） 

 新たな制度が制定され、最新施設を整備しゴミ

の排出抑制や資源のリサイクル推進を訴えたと

しても、ゴミの減量化や資源化率の向上には、排

出者である市民一人ひとりの協力と意識向上が

不可欠である。 

39頁 

生活環境の整備 

（２）現況と問題点 

【キ その他】 

 ・使われなくなった施設等の老朽化や、空き家等

の問題もあり、防災・防犯上の観点からも計画的

に解体を進めていく必要がある。 

39頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【ア 上水・飲料

水】 

持続可能な事業運営を行うため、施設の統廃

合やダウンサイジング等を検討しながら、水道事

業ビジョン及びアセットマネジメントを踏まえ

た重要度、優先度を基に更新整備を実施し、維持

管理を含めた施設全体のコストの減少に努める。 

また、災害に強く上下水道インフラを構築でき

るよう、更新コストが過大となる一部過疎地域で

上下水道への接続を必要としない水インフラ実

現のため、小規模分散型水循環システム等をはじ

めとした新たな技術の活用を検討する。 

水道事業の経営効率化、職員の確保、技術レ

ベルの維持向上、技術の継承、危機管理体制の

強化などを図る目的で、民間企業の豊富な人的

資源、ノウハウや技術力を活用する。   

水道施設の維持管理については、平成28年度

から一部委託を開始し、平成30年度から市内全

域において、水道施設維持管理業務委託を開始

している。 

 また、料金徴収等業務委託についても平成27

年度から使用開始や中止の受付、料金の収納や

電算処理、検針業務などを民間委託し、サービ

スの向上、業務の効率化、コストの縮減に努め

ている。 

水道未普及地域解消事業としては、現計画であ

る山谷川崎地区は令和5年度、卒田地区について
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は令和 7年度の事業完成を目指し、水道事業の安

全性や安定性などを引き続き周知し、普及率・加

入率の増加に努める。 

39頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【イ 下水】 

収益面について、仙北市下水道事業経営戦略

に沿い５年ごとに使用料改定の必要性を検証し

、一定規模の営業収益の確保に努めるとともに

、覚書に基づき財政部局と協議のうえ一定規模

の一般会計繰入を継続する。また事業の実施に

あたっては国庫補助金等活用可能な財源を確保

し行っていく。 

費用面について、企業債に過度に依拠した投

資を控え、負債残高と支払利息負担の減少を図

る。処理場のダウンスペック、統合も視野に入

れた運用方法の検討や管渠、処理場設備におけ

る適切な長寿命化工事の実施により維持費、修

繕費等の増加を抑制する。 

これら収益、費用面の対策により経営基盤を確

立するとともに、適切な点検や維持管理により下

水道設備に係る事故等を未然に防止し、安定した

サービスの提供を継続していく。 

下水道が普及し、汚水処理水量が増えると処

理に要する経費も増加していく。施設の老朽化

による修繕も必要となる。維持管理費の軽減に

つながる設備の設置等を検討する。 

公債費支出額は、歳出全体の概ね半分を占め

る。建設経費にかかる元利償還金は当面の間、

財政運営に大きな影響を及ぼす見込みのため、

低利率の借入をするほか、借換債の機会があれ

ば積極的に利用する。 

使用料収入の確保及び施設の利用効率の改善

を図るために、広報などにより未接続世帯の早

期接続に向けた取組を行っていく。 

事業を運営する主な収入となる使用料の改定

が必要であることから、経営情報などを市民に

周知し、理解を得ながら適切な時期・改定額を

検討する。 

公共下水道・集落排水・合併浄化槽の各種事業を、

地域の特性に合わせながら選択し、効果的な処理

方式を進めていく。 

40頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【エ 消防・救急施

設】 

２行目 

消防団活動については、団員数の確保が困難な

状況であるが、女性団員の活動は活発化してい

る。男女関係なく、積極的な入団募集に努め、団

員獲得に向けて各種イベントでの呼びかけ等を

行う。また、消防団員の処遇改善や消防施設の充

実強化に努め、消防団員の魅力を発信する。 

消防団活動については、団員数の確保が依然と

して難しく、女性団員の活躍は活発化している。

有事の際は、OB なども含め地域全体で災害対策

を行う機運を高めていく。 

40頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【オ 廃棄物処理】 

ごみの減量化や再資源化を進めていくために

は、ポスター掲示やチラシ作成・配布などの紙媒

体を用いた啓発活動にとどまらず、SNS活用によ

る広報等を展開するなど、より効果の高い啓発を

進めていく。また、ごみの排出抑制、再生利用、

排出方法等に関する情報を提供するとともに、

市・住民・事業者を含めた各主体が連携協力を行

い、ごみの減量化・資源化の体制づくりに取り組

んでいく。 

ゴミの減量化や再資源化を進めていくために

は、ポスターの掲示やチラシの作成・配布などの

紙媒体を用いた啓発活動にとどまらず、それらと

関連したイベント活動を展開するなど、より効果

の高い啓発を進めていく。また、ゴミの排出抑制、

再生利用、排出方法等に関する情報を提供すると

ともに、市・住民・事業者を含めた各主体が連携

協力を行い、ゴミの減量化・資源化の体制づくり

に取り組んでいく。 

40頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【カ 住宅・公園】 

１行目 

公営住宅の建設促進について、子育て世帯や高

齢者世帯に配慮した公営住宅の整備を社会経済

情勢の変化を見極めつつ検討を行う。 

公営住宅の建設促進について、子育て世帯や高

齢者用に特化した公営住宅の整備を社会経済情

勢の変化を見極めつつ検討を行う。 
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40頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【カ 住宅・公園】 

３行目 

 一般住宅については、住宅リフォームに対する補

助を実施し、住宅改善と生活環境の向上を図って

いく。 

40頁 

生活環境の整備 

（３）その対策 

【カ 住宅・公園】 

８行目 

地元に密着した公園として、地域住民の健康づく

りの場、休養の場、都市農村交流の場、地域間交

流の場として利用の促進を図っていく。 

地元に密着した公園として、地域住民の保健、休

養の場、都市農村交流の場、地域間交流の場とし

て利用の促進を図っていく。 

41頁 

（４）計画 

生活環境の整備 

（１）水道施設 

上水道 

 水道未普及地域解消事業(山谷川崎地区) 

(４)火葬場  北部斎場改修事業 

(５)消防施設 消火栓交換工事事業  

(６)公営住宅 市営住宅管理運営費 市営住宅管理運営費事業 

(８)その他  庁舎耐震化事業（田沢湖総合開発センター耐震補

強改修工事） 

 都市計画マスタープラン策定事業改定及び立地

適正化計画策定事業（ソフト） 

都市計画マスタープラン策定事業（ソフト） 

  住宅リフォーム促進事業 

42頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（１）子育て環境の

確保、高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進の方針 

【ア 高齢者等の

保健及び福祉】 

 

高齢者が生き生きと活動し、健康の喜びを実感

できるよう健康寿命の延伸に向けた健康増進事

業を推進するとともに、高齢者、障がい者、生活

困窮者、児童など制度・分野の枠や「支える側」

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人

と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きが

いや役割を持ち助け合いながら暮らしていく「地

域共生社会」の実現に向けて、暮らしのなかにあ

る生活課題を市民が「我がこと」として捉えるこ

とができる地域づくりや、相談機関の協働による

課題解決のネットワークの構築に向けて、仙北市

の医療・保健・福祉・介護の各部門が一体となっ

て取り組みを進める。 

高齢化の進む本市では、元気な高齢者の生きが

いづくりのため、閉じこもりがちな高齢者には社

会参加を促し、社会的孤独の解消や自立生活の助

長、介護予防に努めていく必要がある。 

 要介護高齢者や一人暮らしの高齢者に対して、

各種サービスを充実させるとともに、在宅介護を

行う家族のための支援を行う。 

高齢者が住み慣れた家庭や地域で自分らしい

暮らしをできるだけ長く続けることが出来るよ

うな取組を進める。 

 これらの支援に加え、高齢者が生きがいを持

ち、明るく健やかな生活を営むことが出来る地域

社会の形成のため、介護予防を重点とするサービ

スの提供、生きがいづくりや健康づくりのための

環境整備など、保健・福祉のネットワークづくり

を進める。 

 障害者総合支援法の制定により「地域社会と共

生のまちづくり」を目指していくことが求められ

ている。障がい者本人を中心とする個別の支援

を、より効果的、効率的に行っていくための基盤

づくりを進める。 
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42頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（１）子育て環境の

確保、高齢者等の保

健及び福祉の向上

及び増進の方針 

【イ 子育て環境の

確保】 

１行目 

こども家庭センターの設置に伴い、妊産婦や子

ども、子育て家庭に対する一体的な支援を提供し

ていく。また、出会いから結婚、妊娠、出産、子

育てまで切れ目のない支援を官民一体となって

行い、少子化に歯止めをかけるために、さまざま

な場面で取り組み実施する。 

出会いから、結婚、妊娠、出産、子育てまで切

れ目のない支援を官民一体となって行い、現在の

出生数を保てるよう、様々な場面で取組を実施す

る。 

42頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（２）現況と問題点 

【ア 高齢者等の

保健及び福祉】 

仙北市の人口は、令和５年９月 30 日現在で

23,611人、65歳以上の高齢者人口は 10,544人で

総人口の44.66％を占め、高齢の単身世帯や高齢

夫婦のみの世帯、認知症高齢者の増加によって、

医療・介護双方のニーズを有する高齢者等、様々

なニーズのある要介護高齢者の増加が予想され

る。 

その一方で、現役世代の人口は今後一層の減少

が見込まれるため、高齢者や障がい者、生活困窮

者を支える人的基盤の確保が大きな課題となっ

ており、地域の多様な支援のニーズに的確に対応

していくためには、公的支援が個人の抱える課題

に対応するだけでなく、個人や世帯が抱えるさま

ざまな課題に包括的に対応し、高齢・障がいとい

った分野を超えて総合的な支援を提供すること

が必要となっている。 

また、健康を保ち自立した生活を送るために

は、自身の健康意識を高め、病気の早期発見、早

期治療に努めることが不可欠である。本市では各

種健診やがん検診等を実施し、疾病予防や生活習

慣の見直しの必要性を呼びかけているが、全体的

な受診率は横ばい状態にある。 

障がい者の地域社会における共生の実現に向

け、障がい福祉サービスを充実させ、日常生活、

社会生活を総合的に支援している。障がい者手帳

交付件数は1,700件程度となっており、その内、

身体障害者手帳が約 70%を占めており、近年は療

育手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付件数が

増加傾向にあり、身体障害者手帳の交付件数は減

少傾向となっている。障がい者手帳所持者の年齢

別割合は、65歳以上が約65％程度を占めている。 

本市の人口は、令和2年9月30日現在で25,441

人、うち65歳以上の高齢者人口は 10,788人で総

人口の 42.40％を占め、高齢の単身世帯や高齢夫

婦のみの世帯、認知症高齢者の増加によって介護

サービスの需要が増加、多様化することが想定さ

れる。 

一方で、現役世代は減少し、地域の高齢者を支

える人的基盤の確保は喫緊の課題となっている。

令和 2年度 9月 30日現在の要介護（要支援）認

定者数は2,272人となっており、介護度別に見る

と要支援１（200人）、要支援２（241人）、要介

護１（563人）、要介護２（353人）、要介護３（279

人）、要介護４（369人）、要介護５（267人）と

なっている。今後、介護認定者も増加が見込まれ

ることから、医療・保健・介護・福祉が連携して

のサービスの充実と質の向上が重要課題となっ

ている。 

 高齢者が住み慣れた地でいつまでも元気に健

やかに生きがいを持って安心して生活していけ

るよう、健康維持のための介護予防と重度化防

止、超高齢社会を迎え認知症の問題が深刻となっ

ている。認知症初期の支援のあり方や社会資源を

どのようにするか、また、地域の支え合い体制を

どのように構築及び強化するかなど認知症対策

が重要な課題となっている。 

 本市の保健体制は、早期発見、早期治療を基本

とし、特定健診、後期高齢者健診、がん検診（胃

がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前

立腺がん）、骨粗鬆症健診、高齢者歯科口腔健診

などを実施しているが、全体的な受診率は低下傾

向にある。 

 障がい者の地域社会における共生の実現に向

け、障がい福祉サービスを充実させ、日常生活、

社会生活を総合的に支援している。障がい者手帳

交付件数は2,000件程度となっており、その内、

身体障害者手帳が約 80%を占めており、近年は療
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育手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付件数が

増加傾向にあり、身体障害者手帳の交付件数は減

少傾向となっている。障がい者手帳所持者の年齢

別割合は、65歳以上が約70％程度を占めている。 

 近年、介護者の高齢化に伴い、障がい者が在宅

で暮らすことが困難になるケースが増えてきた

ことから、更なる在宅サービスの充実が求められ

ている。また、地域で安心して生活するためには、

障がい者に対する周囲の理解促進や、差別解消に

ついても、一層進めていく必要がある。さらに、

増加傾向にある精神障がい者について、支援体制

の充実化が必要になっている。 

43頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（２）現況と問題点 

【イ 子育て環境の

確保】 

１行目 

 不妊に悩む夫婦や産前・産後ケア及び養育支援

が必要な家庭が増加しており、安心して出産育児

ができる環境の整備が必要となっている。また、

当市の幼児・児童の虫歯罹患率が高いことも課題

である。 

43頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（２）現況と問題点 

【イ 子育て環境の

確保】 

１行目 

子育世代の減少に加え、未婚や晩婚化が進行し

ているため、平成 25年までは 150人前後で推移

していた出生数が令和２年には 92人、令和７年

には 68人まで減少していることから、今後も減

少傾向が続くことが想定されている。 

子育て世代の減少に加え、未婚・晩婚化の進行

などもあり、平成 25年までは 150人前後で推移

していた出生数が、令和２年には 92人までに減

少し、今後も減少傾向が続くことが想定されてい

る。 

43頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（３）その対策 

【ア 高齢者等の

保健及び福祉】 

（１）自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

高齢者が住み慣れた地域で過ごすことができ

るよう在宅での生活基盤の強化を図るとともに、

自立支援（生活支援サービス）や身近な集いの場

での心と体の健康づくりによる介護予防を積極

的に推進していく。 

医療・福祉・保健・介護の関係各機関との連携

を強化するとともに、地域の社会資源（社会福祉

法人、シルバー人材センター、NPO法人、宅配サ

ービス等）の有効活用を図りながら、高齢者のニ

ーズに沿った生活支援サービスや介護サービス

の提供に努める。 

（２）健康寿命の延伸に向けた健康増進事業の

推進 

高齢期には、加齢に伴う心身ともに虚弱な状態

であるフレイルの状態が顕著に進行するという

特性がある。また、複数の慢性疾患を保有しフレ

多くの高齢者は介護が必要となっても、在宅で

暮らしたいと望んでいる（令和 2年度アンケート

調査）。可能な限り住み慣れた地域で自立した生

活を営むために、医療・介護・予防・住まい・生

活支援が包括的に確保される地域包括ケアシス

テムを深化・推進する。 

 上記対策を進めていく一方で、身体上または精

神上著しい障害により、常に介護が必要で、在宅

では適切な介護を受けることが困難な方もいる。

このような高齢者などが生き生きと自立した生

活ができるよう、介護保険施設整備を支援してい

く。 

 65 歳以上の全ての方を対象とし、介護予防の

普及啓発（健康講話会、予防教室の開催）を図る。

地域組織の支援・育成、また、介護保険法のサー

ビスを受けることの出来ない、日常生活に支障が

ある方には、生活支援ヘルパーの派遣、一時入所

109



仙北市過疎地域持続的発展市町村計画 新旧対照表 

 

イル等を要因とする老年症候群の病状が混在す

るため、包括的な健康管理がより重要になる。 

健康寿命の延伸を図るために、高齢者一人ひと

りの心身の課題に対し、きめ細やかな対応を行う

ことが求められる。「高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施事業」で健康課題のある高齢者を

対象としたハイリスクアプローチ事業や、地域住

民を対象としたポピュレーションアプローチ事

業を実施し、高齢者一人一人への対応や地域全体

へのアプローチを行うことで、健康寿命の延伸を

目指す。 

（３）地域包括ケアシステムの深化・推進 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けら

れるように「地域包括ケアシステム」を深化・推

進していく。 

地域内で安心して過ごし続けられるように総

合相談窓口としての地域包括支援センターの機

能強化を図るとともに、地域ケア会議等を通して

関係者間で地域課題等の情報共有と多職種によ

る連携により、高齢者等の地域住民に対する支援

につなげる。  

近年、医療・介護双方のニーズを持つ方が増加

しており、行政や地域の医療機関、介護従事者等

との連携が一層重要となっている。高齢者が自分

らしく安心して在宅生活を過ごせるよう、在宅医

療・介護が切れ目なく繋げられるための相互の連

携強化を図る。 

また、地域における認知症への理解が進められ

るよう環境を整え、認知症になっても住み慣れた

地域で暮らし続けられるよう、認知症施策の充実

を図る。 

地域には様々な課題があるが、それらの課題の

解決に向けて、地域ケア個別会議、自立支援型地

域ケア会議を開催し、会議の積み重ねにより抽出

された地域課題について、地域ケア推進会議に集

約しながら課題に対応する施策を推進していく。 

（４）地域共生社会の実現 

地域住民が抱える様々な課題が複雑化し、既存

の制度では対応が困難なケースが増加している。

「地域共生社会」を実現するためには、社会構造

の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分

野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」とい

う関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつ

ながり地域を創っていく必要がある。 

地域丸ごとのつながりの強化を図るため、生活

支援体制整備事業を推進し、支え合い協議体や生

活支援コーディネーターの役割の充実を図る。地

の支援を行い日常生活の継続と自立支援を図る。 

 認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生

活を送ることが出来るよう、認知症施策推進事業

を展開する。二次医療圏域も含め認知症ケアパス

や認知症連携ツール、認知症カフェなどに取り組

みながら、認知症サポーター養成講座を通じて認

知症の正しい知識の普及に努める。 

介護者や周囲の方々も適切な対応ができ、認知

症の方やその家族を見守る体制をつくる。併せて

認知症の早期発見と軽度のうちに医療に結びつ

ける初期集中支援推進事業を展開していく。ま

た、高齢者が地域社会の中で、自らの経験と知識

を活かして、積極的な役割を果たしていけるよう

な環境づくりを行い、生きがいをもって明るく生

き生きと暮らせる地域づくりを推進する。 

 検診事業の一環として、平成 21年度から国の

研究事業である「大腸がん検診の研究(比較試

験)」を行い受診率の向上に努めている。 

 地域での生活を望む障がい者が、希望に沿った

生活を送ることが出来るように、平成３１年４月

に整備した地域生活支援拠点を中心に、相談支援

や在宅サービスの充実、関係機関との連携による

体制の充実を図る。 

 また、障がい者が在宅で安心して暮らすために

日常生活用具の支給や、住宅改修費補助などを必

要としている方へ提供し、生活の向上を図り、財

産管理や身上監護を必要とする方へ成年後見制

度の利用を促進する。 

 就労面においては、ハローワークや、秋田県南

障害者就業・生活支援センター等と連携し就労支

援を行う。また今後、障がいを理解してもらうた

めの研修会等を開催し、障がいについての理解促

進を図る。 
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域の住民や元気な高齢者に地域の担い手として

積極的な社会参加を促し、支援を必要とする方を

支える側として活躍できる場の創出を目指す。 

また地域を基盤とする包括的支援の強化を図

るため、認知症や知的・精神障がい等により判断

能力が十分ではない方への権利擁護と成年後見

制度の普及促進を図る。 

44頁 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

（３）その対策 

【イ 子育て環境の

確保】 

少子対策として、これまでは保育料や給食費の

無償化、高校生までの医療費助成の拡充など、経

済的負担の軽減等の施策を行ってきたが、今後は

さらに、若者や子育て世代が働きやすく暮らしや

すい環境づくり、安心して子どもを産み育てられ

る支援体制の充実、そして「子育てしやすいまち」

として選ばれるための魅力づくりといった取り

組みを行う。 

子育てをしている中で社会から孤立しないよ

う、情報提供や社会情勢に合わせた事業を展開し

ていく。不安や悩みを抱えている親に対する育児

支援が大切となっているため、通常保育、一時預

かり、子育て支援拠点事業を実施するとともに、

病児保育などの実施を進めていく。 

こども家庭センターの業務として、地域内の子

育て支援ネットワークの構築を図り、市内に居住

するすべての子ども（18歳未満）とその家庭、妊

産婦等への総合支援を行うとともに、各種相談機

能を強化する。 

「仙北市こども計画」に基づき、未来を担う児

童の健やかな成長と安心して子育てができる生

活環境の構築を目指し、様々な施策に取り組んで

いく。 

特定不妊治療への補助や安心子育て応援事業

として支援プラン作成、産前産後支援、新生児訪

問等、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援

を行っていく。また、フッ化物洗口事業を保育園・

こども園から中学生まで行うほか、妊婦期間中の

歯科健診の助成を行い、継続した歯科保健対策に

も力を入れていく。安心して医療を受けられる体

制整備を目的に、乳幼児から高校生までの医療費

の自己負担分の無償化を行う。 

子育てや結婚に結びつけるための「出会い」につ

いてはデリケートな部分もあるが、様々なシチュ

エーションで出会いの場を設け、出会いへの第一

歩が踏み出しやすい環境を整える。 

・高齢化とともに少子化も進んでいる現在、従来

にも増して子どもを健やかに生み育てる環境づ

くりが求められていることから、地域金融機関と

の連携により、子育て世代に特化した経済支援を

行う。 

・子育てをしているなかで社会から孤立しない

よう、情報の提供や世情に合わせた母子健康事業

を展開する。不安や悩みを抱えている親に対して

の育児支援が大切となっているため、通常保育、

一時預かり、子育て支援拠点事業を実施する。病

児保育などの実施も検討する。 

・地域内の子育て支援ネットワークの構築を図

り、市内に居住するすべての子ども（18歳未満）

とその家庭及び妊産婦等への総合支援を行うた

め、子ども家庭総合支援拠点を設置するなど各種

相談機能を強化する。 

・次世代育成支援行動計画に基づき、未来を担う

児童の健やかな成長と安心して子育てが出来る

生活環境の構築を目指し、様々な施策に取り組ん

でいく。 

・特定不妊治療への補助や安心子育て応援事業

として支援プラン作成・産前産後支援・訪問指導、

養育訪問（家事支援）等、妊娠期から子育て期ま

での切れ目ない支援を行っていく。また、フッ化

物洗口事業を保育園・こども園から中学生まで行

うほか、妊婦期間中の歯科健診を無料で１回行

い、継続した歯科保健対策にも力を入れていく。

仙北市に在住の乳幼児や小中学生等の医療費の

軽減と安心して医療を受けられる体制整備を目

的に医療費の自己負担分を助成する。 

・子育てや結婚に結びつけるための「出会い」に

ついてはデリケートな部分もある。様々なシチュ

エーションで出会いの場を設け、出会いへの第一

歩が踏み出しやすい環境を提供していく。 

（４）計画 

子育て環境の確保、

高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

社会福祉法人はなさき仙北補助金  
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（２）認定こども園 

(３)高齢者福祉施

設 

その他 

 地域密着型サービス施設等整備事業補助金 

(９)その他  健康づくり推進員活動事業（ソフト） 

  健康づくり人材育成事業（ソフト） 

  プールリフレッシュ教室（ソフト） 

  仙北市地域子育て拠点事業（ソフト） 

  在宅子育てサポート事業（ソフト） 

  誕生祝支給事業費（ソフト） 

 こども家庭センター運営事業費（ソフト）  

 育児支援金給付事業費（ソフト）  

 妊婦のための支援給付事業費（ソフト）  

  介護予防・日常生活総合事業（ソフト） 

  包括的支援事業（ソフト） 

 訪問型サービスA事業  

 通所型サービスB事業  

 訪問型サービスD事業  

 運動器機能向上事業  

 介護予防普及啓発事業  

 地域住民グループ支援事業  

 地域リハビリテーション活動支援事業  

 介護予防ケアマネジメント事業  

 在宅医療・介護連携推進事業  

 認知症初期集中支援推進事業  

 認知症地域支援・ケア向上事業  

 地域ケア会議推進事業  

 認知症高齢者地域支援事業  

 家族介護者交流事業  

 介護用品支給事業  

 成年後見制度利用事業  

 認知症サポーター養成事業  

 配食サービス事業  

  生きがい活動通所支援事業（ソフト） 

 高齢難聴者補聴器購入費助成事業（ソフト）  

48頁 

医療の確保 

（１）医療の確保の

将来、本市指定医療機関において看護師等の

業務に従事しようとする学生に対し、修学資金

を貸与し、修学を容易にすることにより、看護

将来、本市指定医療機関において医師等の業

務に従事しようとする学生へ、修学資金を貸与

し、修学を容易にすることにより、医師をはじ
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方針 師をはじめとする医療従事者の確保を図る。 

 本市が担うべき医療を適切に実施するため、

関係機関との連携を強化し、支援を得ながら医

療従事者の充足を目指し、持続可能な医療提供

体制の構築を図る。 

 本市は人口減少が進む過疎地域である一方、

毎年多くの観光客が訪れる観光地でもある。こ

のため、医療従事者不足を解消し、市民はもと

より観光客などに対しても安全・安心な医療を

提供する。 

 医療機器の計画的な整備・更新を行い、持続的

な医療を提供する環境を整備することで、市民の

健康的な生活に寄与する。 

めとした医療従事者の確保を図る。 

 本市の担うべき医療を適切に実施し、関係機

関との連携強化・支援を得ながら医師の充足を

図り、持続可能な医療提供体制の構築を目指

す。 

 本市は人口減少が進む過疎地域である一方、毎

年多くの観光客が訪れる観光地であることから、

医師不足を解消し、市民はもとより観光客などへ

も安全安心の医療を提供する。 

医療機器の整備・更新を計画的に行い、持続的

な医療を提供する環境を整え、市民の健康的な生

活に寄与する。 

48頁 

医療の確保 

（２）現況と問題点 

３行目 

しかし、人口減少に伴う医療人材の担い手不

足が深刻化し、高齢化社会と相まって複雑多様

化する患者ニーズへの柔軟な対応が困難な状況

にある。特に、２つの市立病院（田沢湖病院・

角館総合病院）を取り巻く環境は日々厳しさを

増しており、経営の健全化はもとより、看護師

をはじめとする医療従事者の人員不足は深刻化

しつつある。 

 市立田沢湖病院は、秋田県からの派遣医師を

含む常勤医７名と、関係医療機関からの非常勤

医師の支援を得ながら診療科目を維持している

。市立角館総合病院は、急性期医療を中心とし

た医療を提供しており、関係機関等から常勤医

師の派遣や非常勤医師の応援を得ながら多様な

疾患に対応できる体制の構築を目指すとともに

、今後も仙北市の中核病院としての役割を果た

すため、機能を含めた検討が不可欠となってい

る。 

 また、４つの診療所の内訳は、市立診療所が西

明寺、桧木内、神代の３箇所、市立歯科診療所が

田沢湖歯科診療所の１箇所である。そのうち２箇

所は常勤医師が不在であり、常勤医師がいる西明

寺診療所においても 70代と高齢化している。さ

らに、医療機器については開設当時から使用して

いるものもあり、経年劣化が見られるため、将来

にわたる持続的な医療提供への影響が懸念され

ている。 

しかし、新臨床研修制度・専門医制度が始ま

って以降、医師をはじめとする医療資源の不足

が深刻化し、高齢化社会と相まって複雑多様化

する患者ニーズに柔軟な対応が出来るか難しい

状況である。特に、２つの市立病院（田沢湖病

院・角館総合病院）を取り巻く環境は、日々厳

しさを増しており、経営の健全化はもとより、

医師や看護師などの人員不足は深刻な状況とな

りつつある。 

 市立田沢湖病院にあっては、新臨床研修制度

がはじまって以降、秋田県からの派遣医師など

を合わせた常勤医４名と、関係医療機関からの

非常勤医師の支援を得ながら診療科目を維持し

ている。市立角館総合病院は、急性期医療を中

心とした医療を提供しており、関係機関等から

常勤医師の派遣や非常勤医師の応援を得ながら

様々な疾患に対応する体制の構築を目指すとと

もに、今後も仙北市の中核病院としての役割を

果たすため、機能を含めた検討が必要となって

いる。 

 また、４つの診療所は、市立診療所が西明寺、

桧木内、神代の３箇所、市立歯科診療所が田沢湖

歯科診療所の 1箇所となっている。そのうち２箇

所が常勤医師不在で、常勤医師がいる西明寺診療

所においても 70歳代と高齢化している。さらに

医療機器については開設当時から使用している

ものもあるために経年劣化が見られ、医師の高齢

化と併せて後年にわたる持続的な医療の提供へ

の影響が危惧されている。 

49頁 

医療の確保 

（３）その対策 

４行目 

医師会や医療機関との連携を強化し、身近な

地域医療、夜間や緊急時対応の充実を図る。ま

た、高度医療や救急医療などを支える医療体制

の強化・充実のため、二次医療圏の関係機関と

連携強化を進め、地域包括ケアシステムの構築

を目指す。 

医師会や医療機関との連携を強化し、身近な

地域医療、夜間や緊急時対応の充実を図るとと

もに、高度医療や救急医療などを支える医療体

制の強化・充実のため、二次医療圏の関係機関

と連携強化を進め、地域包括ケアシステムの構

築を目指す。 
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 市立病院の経営状況は、人口減少や物価の高

騰などの影響から非常に厳しい状況にある。市

民に安定的かつ継続的な医療が提供できるよう

、経営の効率化と健全経営を推進する。具体的

には、病棟機能の見直しを進め、病床利用率の

向上や経常収支比率の改善を目指す。 

 また、病院および診療所において医療機器の計

画的な整備・更新を行うことで、機器の不備によ

る医療停止のリスクを排除し、持続的な医療を提

供するための環境を整える。 

 市立病院の経営状況は、医師不足の影響などか

ら非常に厳しい状況にある。市民に安定的かつ継

続的な医療が提供出来るよう、経営の効率化と健

全経営を推進し、病棟機能の見直しを進め、病床

利用率の向上や経常収支比率の向上を目指す。 

 また病院および診療所において計画的な医療

機器の整備・更新を行うことで、機器の不備によ

って医療が停止することへの懸念を排除し、持続

的な医療を提供するための環境を整える。 

50頁 

（４）計画 

医療の確保 

（１）診療施設 

診療所 

 超音波診断装置購入費 

(３)過疎地域持続

的発展特別事業 

その他 

仙北市医療人材確保対策事業 

①事業の必要性 

 看護師等医療職不足を解消し、地域医療を守る

ため。 

②具体の事業内容 

 看護師等医療職を目指す学生に修学資金を貸

与し、卒業後指定医療機関に一定期間勤務した場

合、修学資金の返納を免除する。 

③事業効果 

 修学資金を貸与することにより、一人でも多く

の医療職を目指す学生を増やし、医療従事者不足

の解消を目指す。このため将来にわたる過疎地域

の持続的発展に資する事業である。 

仙北市医師等修学資金貸与事業 

①事業の必要性 

 医師等医療職不足を解消し、地域医療を守るた

め。 

②具体の事業内容 

 医師、看護師等医療職を目指す学生に修学資金

を貸与し、卒業後指定医療機関に一定期間勤務し

た場合、修学資金の返納を免除する。 

③事業効果 

 修学資金を貸与することにより、一人でも多く

の医療職を目指す学生を増やし、医療従事者不足

の解消を目指す。このため将来にわたる過疎地域

の持続的発展に資する事業である。 

51頁 

教育の振興 

（１）教育の振興方

針 

【ア 学校教育】 

小・中学校の良好な教育環境を確保するための

施設整備を引き続き推進する。 

多世代及び地域内外の人々との交流を推進す

るとともに、ふるさとの良さを見つめ直す様々

な機会を提供すること等により、子どもたちの

ふるさとへの愛着心を醸成し、ふるさとに生き

る意欲の喚起を図る。一方で、都市部の子ども

たちには、交流事業を通じて過疎地域の実情や

魅力の理解が図られるようにする。 

学校教育の重点を「主体的・対話的で深い学

びの視点からの授業改善とキャリア教育の視点

を重視したふるさと学習の推進」とする。各学

校が地域と連携して特色ある教育を行い、活力

に満ちた魅力ある学校をつくっていくための「

コミュニティースクール」を市内小・中学校の

10校全てでの実施を継続できるように環境整備

を推進する。 

小学校５校、中学校５校、総合給食センター１

棟を対象施設とした長寿命化計画を策定してい

今後、我が国を取り巻く情勢は大きく変化

し、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる

分野の活動の基盤となる知識基盤社会への移行

が一層加速する。それとともに、創造性や課題

解決能力をもった人材をめぐる国際競争が加速

するグローバル化の進展が予想される。 

急速に変化するこれからの時代をたくましく

生き抜くために、今後の学校教育の重点を「主

体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

とキャリア教育の視点を重視したふるさと学習

の推進」とする。各学校が地域と連携して特色

ある教育を行い、活力に満ちた魅力ある学校を

つくっていくための環境整備を推進する。 

小学校６校、中学校５校、総合給食センター１

棟を対象施設とした長寿命化計画を策定した。社

会構造の変化や施設に対する需要の変化等に対

応するため、長寿命化計画の見直しを定期的に行

う。 
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るが、社会構造の変化や施設に対する需要の変化

等に対応するため、長寿命化計画の見直しを定期

的に行う。 

51頁 

教育の振興 

（１）教育の振興方

針 

【イ 社会教育】 

『生涯にわたって学び続ける教育』を基本理念

として、少子高齢化の進行を前提に、対面とデジ

タルを組み合わせた学習・文化・スポーツの機会

を拡充させ、全ての市民がふるさと仙北市を舞台

に、生きがいをもって豊かに暮らす社会の実現を

図る。 

あわせて地域と学校の連携を強化し、健康寿命

の延伸と包括的参加を実現する生涯学習施策を

推進する。 

少子高齢化に即応した施策の実行が急務であ

り、ソフト面とハード面を有機的に結びつけなが

ら、地域と学校の連携や健康寿命の延伸などの生

涯学習施策を推進する。 

51頁 

教育の振興 

（２）現況と問題点 

【ア 学校教育】 

１行目 

本市でも予想を上回るスピードで少子化が進

み児童生徒数は減少しており、小・中学校につい

ては、今後学校適正配置計画に基づく学校再編の

ための計画的な施設改修を進め、スクールバスの

整備等による遠距離通学児童生徒に対する支援

を充実させる必要がある。 

本市でも着実に少子化が進んでおり、今後、児

童生徒のより良い教育環境の整備の視点を最優

先にしながら、学校適正配置に関する基本方針を

基に検討していく必要がある。学校再編が必要と

なった場合、地域住民の理解と協力を得ながら地

域の実情に即して、計画的な施設整備を進め、ス

クールバスの整備等による遠距離通学児童生徒

に対する支援を充実させる必要がある。 

52頁 

教育の振興 

（２）現況と問題点 

【ア 学校教育】 

４行目 

また、高校卒業を機に市外転出し、そのまま市

外で生活する生徒が多く、人材不足、少子化につ

ながっている。 

 

52頁 

教育の振興 

（２）現況と問題点 

【イ 社会教育】 

１行目 

「日本の地域別将来推計人口」によると、本市

における 2030 年の高齢者（65 歳以上）割合は

49.3%と推計され、市民２人に 1 人が 65 歳以上

となる推計となっている。 

高齢化率の上昇と出生数の減少は学習・文化・

スポーツの担い手と参加者の縮小を招き、特に小

規模校や複式授業の増加は地域学校協働活動の

在り方に再設計を迫っている。 

学習機会や環境整備の必要性は高まる一方、

施設の老朽化と分散配置により維持管理負担が

増し、耐震・防災機能、バリアフリー、デジタ

ル対応の不足が参加の障壁となる。 

スポーツ分野では、市民がスポーツを通じて健

康増進や生きがいづくりを活発化するため、スポ

ーツ推進委員による普及・指導活動や、各種スポ

ーツ団体への活動支援が必要である。 

少子高齢化が加速している。「日本の地域別

将来推計人口」によると、前過疎計画策定時の

本市における2025年の高齢者（65歳以上）割合

は44.5%と推計されていたが、最新の推計では

45.9%となっており、1.4%上昇している。出生数

は年間100人を切り、小規模学校・複式授業が増

えて来ている。 

生涯学習では、「いつでも、どこでも、だれ

でも」学ぶことの出来る社会の充実が求められ

ており、学習機会の提供や学習環境の整備な

ど、市民の自主的な学習を支援するための工夫

が必要とされている。そのために、広くニーズ

の把握に努め、最適な情報や手段を提供すると

ともに、芸術・文化・生涯学習の施設環境整

備・充実が必要となっている。 

市民がスポーツを通じて健康増進や生きがい

づくりを活発化するため、スポーツ推進委員によ

る普及・指導活動や、各種スポーツ団体への活動

支援が必要である。さらに、各種スポーツ大会の

誘致により競技への関心を高めるとともに地域

活性化に資することも重要である。 
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52頁 

教育の振興 

（３）その対策 

【ア 学校教育】 

６行目 

 国際教養大学との連携によるサテライト講義を

開講するなど、言語や文化についての体験的理解

を深める。 

52頁 

教育の振興 

（３）その対策 

【ア 学校教育】 

８行目 

また、国際交流を通じて社会のグローバル化や国

際化に柔軟に対応できる子どもの育成を図る。 

 

52頁 

教育の振興 

（３）その対策 

【ア 学校教育】 

12行目 

また、子どもたちがふるさとへの愛着を深めるこ

とを目的として、キャリア教育を推進する。 

 

52頁 

教育の振興 

（３）その対策 

【ア 学校教育】 

14行目 

外部からアスリートを学校へ招き夢を持つこ

と、叶えることに関する授業を行ったり、小・

中学校へ各種支援員を派遣し、児童・生徒の安

定した学校生活を支援したり、部活動の充実の

ために、指導員配置や大会への派遣費補助を継

続する。 

経済的支援として、学校給食費無償化の検討

や、生理用品の無償配布を実施する。 

 

53頁 

教育の振興 

（３）その対策 

【イ 社会教育】 

１行目 

第４次仙北市社会教育中期計画を基に、需要

に合わせた、更には需要を見越したハード環境

の整備やソフト事業の推進・促進を引き続き継

続する。 

需要把握にもとづく柔軟な事業設計を行い、

公民館等文化施設は利用率・維持費・耐震・防

災対応等を基準に適正化し、老朽施設の計画的

改修と統廃合、複合化を推進する。 

 地域学校協働を強化し、放課後や休日に親子・

多世代で学べるような地域の学びにおける拠点

となるよう計画的な運用を行い、過疎地域である

からこそ、大事な人と人の繋がりを安全安心な環

境で提供・享受できる仕組みの継続が必要であ

る。 

社会教育中期計画を基に、需要に合わせた、

更には需要を見越したハード環境の整備やソフ

ト事業の推進・促進を図る。 

 コロナ禍における、安全安心な講座等学習環

境、芸能等公演環境、鑑賞環境等は、事業内容や

参集者特性、施設環境等によって機敏な対応が必

要である。これを考慮した事業運営、施設改修を

実施し、過疎地域であるからこそ大事な人と人の

繋がりを、安全安心な環境で提供・享受出来る仕

組みの継続が必要である。 

54頁 

（４）計画 

教育の振興 

（１）学校教育関連

施設 

校舎 

統合小学校施設改修工事  

 統合中学校施設改修工事  

その他 仙北市学校施設長寿命化計画更新事業  

(３)集会施設、体育

施設等 

 角館東地区公民館体育館改修工事 
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体育施設 

図書館  田沢湖図書館整備事業 

その他  雲沢集落センター屋根改修工事 

(５)その他 仙北市ウインタースポーツパワーアップ事業費

補助金（ソフト） 

 

 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費（ソフ

ト） 

 

 特別支援教育就学奨励費（ソフト）  

 GIGAスクール構想推進事業費（ソフト）  

 せんぼくこまくさプラン事業費（ソフト）  

 仙北市児童生徒大会等出場激励金交付事業費（ソ

フト） 

 

 特別支援教育支援員派遣事業費（ソフト）  

 複式学級指導支援員派遣事業費（ソフト）  

 教育コンピューター推進事業費（ソフト）  

 冬期スクールバス運行費（ソフト）  

 児童派遣費補助金（ソフト）  

 遠距離児童通学費補助金（ソフト）  

55頁 

集落の整備 

（１）集落の整備の

方針 

地域づくりに協力・支援する人材を地域外から

受け入れ、市民とは違った発想や着眼点での地域

づくりを進める。 

地域作りに協力・支援する人材を地域外から受

け入れ、市民とは違った発想や着眼点での地域づ

くりを進める。 

55頁 

集落の整備 

（２）現況と問題点 

１行目 

本市は合併当初の平成 17年９月末時点で人口

32,637人であったが、令和７年 10月１日現在で

は 22,445人となっている。出生数も平成17年度

197人から令和６年度 64 人と 133 人減少したほ

か、高齢化率も令和５年７月１日時点で 46.1％

と少子高齢化に拍車がかかっている。合併後、

21.8%、7,116 人の減少は、地域活動の停滞など

コミュニティ維持に大きな影響を及ぼしている。 

本市は合併当初の平成 17年 9月末時点で人口

32,637人であったが、前期計画策定時の平成 26

年 12 月末現在では 28,601 人、令和 2 年 7 月現

在では 25,521人となっている。出生数も平成17

年度 197人から令和元年度 87人と 110人減少し

たほか、高齢化率も 42.6％と少子高齢化に拍車

がかかっている。 

55頁 

集落の整備 

（２）現況と問題点 

８行目 

地域コミュニティを維持するため、これまで地域

運営体による取組や、担い手となる人材を確保す

るため、地域おこし協力隊制度を活用し地域活性

化に取り組んでおり、令和７年 11月末現在は隊

員１名が活動しているほか、これまでに 10名の

隊員が赴任し、うち６名が仙北市に定住してい

る。 

地域コミュニティを維持するため、これまで地域

運営体による取組や、担い手となる人材を確保す

るため、地域おこし協力隊制度を活用し地域活性

化に取り組んでおり、令和３年６月末現在は隊員

３名が活動している。 

55頁 

集落の整備 

（２）現況と問題点 

 今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響

によりこれまでとは違う新たな視点でのコミュ

ニティ維持に向けた施策が必要となる。 
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58頁 

地域文化の振興等 

（１）地域文化の振

興方針 

本市には、豊かな自然や美しい景観、先人か

ら受け継いだ多くの国・県・市指定文化財が存

在するが、これら有形文化財、無形文化財、民

俗文化財の保存、景観の保全、伝統技術の継承

のための後継者育成など、文化芸術活動や文化

財等文化資源への対策を図りながら、保存伝承

に取り組んでいく必要がある。 

 貴重な文化財を後世に伝えていくため、歴史的

建造物の復原など重要伝統的建造物群保存地区

内の保存整備と、国天然記念物及び国名勝のサク

ラの保護を計画的に進めるとともに、歴史と風土

から生まれた優れた文化資源の活用と整備を図

る。 

本市には、豊かな自然や美しい景観、先人か

ら受け継いだ多くの国・県・市指定文化財が存

在する。そのためこれら有形文化財、無形文化

財、民俗文化財、記念物の保存、景観の保全、

伝統技術の継承のための後継者育成など、文化

芸術活動や文化財等の文化資源への対策を図り

ながら、保存伝承に取り組んで行く必要があ

る。 

 貴重な文化財を後世に伝えていくため、伝統

的建造物等の修理・修景・復旧など重要伝統的

建造物群保存地区内の保存整備を計画的に進め

る。また歴史と風土から生まれた、優れた文化

資源の活用と整備を図る。 

 また、未指定文化財も含めた地域の文化財の総

合的・一体的な保存・活用を図る文化財保存活用

地域計画を策定する。そして本市の特徴を活かし

た地域振興に資するとともに、確実な文化財の継

承につなげる。 

58頁 

地域文化の振興等 

（２）現況と問題点 

長い歴史に培われ、先人によって磨き育まれ

てきた歴史や芸術、伝統文化、文化財などは貴

重な財産であり、後世に保存・継承していくこ

とが重要であるが、人口減少や少子高齢化など

による後継者不足により、保存や継承が困難に

なっているなど様々な問題を抱えている。 

 国天然記念物及び国名勝のサクラは、高樹齢化

による樹勢の衰退が顕著に表れているほか、周辺

の樹木の高木化により日当たりが悪くなり、生育

環境に悪影響を与えている。 

長い歴史に培われ、先人によって磨き育まれて

きた歴史や芸術、伝統文化、文化財などは貴重な

財産であり、後世に保存・継承していくことが重

要である。しかし少子高齢化や生活様式の多様

化、人口減少等により後継者不足が進んでおり、

保存や継承が困難になっているなどの問題を抱

えている。 

58頁 

地域文化の振興等 

（３）その対策 

地域文化に誇りを持ち、愛着の持てるまちづ

くりを進めるため、昭和51年に国の選定を受け

た重要伝統的建造物群保存地区内の保存修理修

景事業、防災施設整備事業、寛政５年に創設さ

れた角館郷校「弘道書院」の復元、火除け復元

、サクラの樹勢回復と生育環境改善など、歴史

と風土から生まれた優れた文化資源の活用と整

備を図る。 

 各地域に伝わる伝統行事の継承に努め、貴重

な歴史的、文化的資源の保存を図るため、住民

に対する意識啓発や活動支援に取り組む。 

 地域文化を次世代に継承していくための施設

を整備し、学校教育や社会教育と連携した観賞

、学習機会を通した若年層への啓発を図る。 

 地域住民や観光客を対象に、郷土の歴史や文化

財を紹介しながら、小・中学生や住民が気軽に歴

史、文化に触れる機会を提供するなど、地域一体

となった活動の活性化を図るとともに、伝統文化

活動団体を支援するため、活動の拠点として、既

存施設の利活用を促進する。 

地域文化に誇りを持ち、愛着の持てるまちづく

りを進める。そのため、昭和51年に国の選定を

受けた重要伝統的建造物群保存地区内の保存整

備事業や、寛政５年に創設された角館郷校「弘

道書院」の復元、伝統的建造物群保存地区の入

口にあたる「火除け」の復元など、歴史と風土

から生まれた優れた文化資源の活用と整備を図

る。 

 貴重な歴史的、文化的資源の保存に努めると

ともに、学校教育や社会教育と連携した鑑賞、

学習機会を通した若年層への啓発を図り、各地

域に伝わる伝統行事等の地域文化の担い手育成

に取り組む。 

 市民が気軽に郷土の歴史、文化芸術に触れるこ

とができる機会の提供に努めるとともに、地域の

伝統文化活動団体や芸術活動団体を支援する。 
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59頁 

（４）計画 

地域文化の振興等 

（３）その他 

 子ども演劇体験支援事業（ソフト） 

  角館町割400年記念事業（ソフト） 

 桜保護管理事業  

 茶の湯体験事業（ソフト）  

60頁 

再生可能エネルギ

ー利用の推進 

（１）再生可能エネ

ルギーの推進方針 

「森と、水と、人々のハーモニー」を基本理念

に掲げる「仙北市地域新エネルギービジョン改訂

版（H31.3策定）」では、本市の豊かな自然環境を

最大限に活かし、太陽光や小水力などの再生可能

エネルギーの利活用を重点的に推進することと

している。あわせて、SDGs未来都市として、小水

力等の再生可能エネルギーを基盤とした自立循

環型社会の実現を目指している。さらに、国のエ

ネルギー基本計画や秋田県過疎地域持続的発展

方針における再生可能エネルギー利用推進の方

針を踏まえ、再生可能エネルギーを最大限導入

し、地域産業の振興や経済の活性化に結び付ける

ことで、持続可能な地域の発展を図る。 

「森と、水と、人々のハーモニー」を基本理

念に掲げる「仙北市地域新エネルギービジョン

改訂版（Ｈ31.３策定）において、本市が有する

豊かな自然環境を最大限に活かした太陽光、小

水力などの再生可能エネルギーの利活用を重点

的に推進するとしている。 

また、SDGs未来都市として小水力や水素エネ

ルギーなどの再生可能エネルギーを基盤とした

自立循環型社会の実現を目ざす。 

60頁 

再生可能エネルギ

ー利用の推進 

（２）現況と問題点 

本市内では現在、民間事業者による２箇所の

小水力発電（鶴の湯小水力発電所、小野草小水

力発電所）に加え、新たに濁沢小水力発電所の

建設計画が進められており、再生可能エネルギ

ー導入拡大の動きが広がっている。 

太陽光発電設備として稼働している「おひさ

まプロジェクト」は、当初は地元企業が主体と

なっていたが、現在は株式会社オカモトが出資

者となり、新体制で事業を継続している。 

また、令和２年度に竣工した角館庁舎には、

環境省の交付金を活用した地中熱設備を導入し

ている。 

再生可能エネルギー事業への参入は導入経費

の負担が小さくないことから、安定的な収入を確

保する国による固定価格買取制度（FIT）や国交

付金による補助制度の活用が必須である。今後

も、市民、事業者、行政が一体となり普及を図っ

ていく必要がある。 

本市内では現在、民間事業者による２箇所の小

水力発電（鶴の湯小水力発電所、小野草小水力発

電所）、地元企業が設立した「おひさまプロジェ

クト」による太陽光発電設備が１箇所稼働してい

る。また、令和２年度に竣工した角館庁舎には、

環境省の交付金を活用した地中熱設備を導入し

た。 

再生可能エネルギー事業への参入は導入経費

の負担が小さくないことから、安定的な収入を確

保する国による固定買い取り制度（FIT）や国交

付金による補助制度の活用が必須である。今後

も、市民、事業者、行政が一体となり普及を図っ

ていく必要がある。 

60頁 

再生可能エネルギ

ー利用の推進 

（３）その対策 

本市では、鶴の湯及び小野草の両小水力発電

所の安定的な運転を継続するとともに、新たに

濁沢小水力発電所の整備を着実に進めることで

、地域内における電源確保と再生可能エネルギ

ー導入量の拡大を図る。 

また、温泉水を活用した水素生成など先進的

な取り組みを大学や研究機関と連携して継続す

る。 

加えて、FITや国の補助制度を積極的に活用し

再生可能エネルギーへの新たな取組に対し、

様々な融資制度や交付金を活用した支援を行

い、可能な限り発電コストを抑えるとともに、

FIT制度との組み合わせにより導入を強く促進す

る。 

 また、東北大学との連携による玉川地区の温

泉水を活用した水素エネルギー生成フィールド

実証を引き続き行うとともに、市が参画する小

水力発電所２箇所の計画を進める。 
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つつ導入初期費用の軽減を図り、市民や事業者へ

の普及啓発活動を強化することで、行政と地域が

一体となった再生可能エネルギー推進体制を構

築する。これらの取組を通じて、再生可能エネル

ギーの導入拡大を地域産業の振興や雇用創出に

結び付け、環境負荷低減と地域経済循環の両立を

実現し、持続可能な地域社会の形成を目指す。 

さらに、地球温暖化問題への対策としての有効性

の観点からの普及・啓発を進め市民の意識高揚を

図る。 

61頁 

（４）計画 

再生可能エネルギ

ーの利用の推進 

（１）再生可能エネ

ルギー利用施設 

 再生可能エネルギー導入促進事業 

62頁 

その他地域の持続

的発展に関し必要

な事項 

（１）振興方針 

【市民参画と協働

のまちづくり】 

過疎地域の持続的発展に関して、市民の目線か

ら行政に対して様々な意見をいただき、よりよい

政策の実現のため、各種事業に対する検討の協力

や市長に意見を提言する場として、年１回の市民

意識調査の実施に加え、政策・施策別にもオンラ

インアンケートなどを積極的に導入している。 

過疎地域の持続的発展に関して、市民の目線か

ら行政に対して様々な意見をいただき、よりよい

政策の実現のため、各種事業に対する検討の協力

や市長に意見を提言する場を設ける。 

62頁 

その他地域の持続

的発展に関し必要

な事項 

（２）現況と問題点 

【市民参画と協働

のまちづくり】 

１行目 

全世界に未曾有の危機をもたらした新型コロ

ナウィルス感染症は、まちづくりの中核を担う地

域コミュニティ、市民団体・NPOの活動に大きな

影響を与え、その後復活できていない活動も少な

くない。 

全世界に未曾有の危機をもたらしている新型

コロナウィルス感染症は、まちづくりの中核を担

う地域コミュニティ、市民団体・NPOの活動に大

きな影響を与えている。 

62頁 

その他地域の持続

的発展に関し必要

な事項 

（３）その対策 

【市民参画と協働

のまちづくり】 

５行目 

コミュニティ活動に対しては、市民パワーを最

大限に活かす補助制度の創設や、他自治体の優良

事例を積極的に取り入れる等、幅広く支援する。 

新型コロナウィルス感染症によって様変わり

を余儀なくされた活動や新しい生活様式に基づ

くコミュニティ活動に対しては、市民パワーを最

大限に活かす補助制度の創設や、他自治体の優良

事例を積極的に取り入れる等、幅広く支援する。 

62頁 

その他地域の持続

的発展に関し必要

な事項 

（３）その対策 

【市民参画と協働

のまちづくり】 

７行目 

また、市民意識調査や各種アンケートなどによ

り、市の政策や各分野の主要な取組についての方

向性を確認するとともに、市長や市幹部が市民と

直接対話する機会を設けるなどして、変化する社

会情勢を踏まえた新たな課題の解決策の検討を

協働で実施する。 

また、これまで不定期で行ってきた市民アンケ

ートを年１回行い、市の政策や各分野の主要な取

組についての方向性を確認するとともに、変化す

る社会情勢を踏まえた新たな課題の解決策の検

討を協働で実施する。 
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64頁 

その他地域の持続

的発展に関し必要

な事項 

（１）その他 

 持続可能な開発目標（SDGｓ）推進事業費（ソフ

ト） 

65頁 

過疎地域持続的発

展特別事業分 

移住・定住・地域間

交流の促進、人材育

成 

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

定住対策推進事業費 

①事業の必要性 

 市内への移住定住を促し、人口減への対策とす

るとともに地域の活性化を図る。 

②具体の事業内容 

 移住促進 PRに加え、移住新生活のスタートア

ップに係る経費の一部を助成するほか、移住者が

住宅を取得し定住した場合、完納済み固定資産税

相当額を3年間奨励金として交付。 

③事業効果 

 市外からの移住を促進し、相対的な人口減少を

抑制することで過疎地域の持続的発展に資する

事業である。 

 

 移住体験推進事業費補助金 

①事業の必要性 

 観光地として認知の高い本市を、移住先として

具体的に検討してもらえるよう、周知するととも

にお試し移住を経て移住を決断する後押しとす

るもの。 

②具体の事業内容 

 移住を検討している県外在住者が市内で移住

体験、住居・生活環境・仕事・教育・病院などを

実際に視察・体験することをサポートするととも

に、その一部経費を支援。 

③事業効果 

 市外からの移住を促進し、相対的な人口減少を

抑制することで過疎地域の持続的発展に資する

事業である。 

 

 角館高校地域みらい留学推進事業費 

①事業の必要性 

 定員割状態の市内高校への入学者数の増を図

るとともに、本人の移住、家族による関係人口の

創出、将来的な移住増などを推進するもの。 

②具体の事業内容 

 県外からの入学者確保のための PR・体験入学

の実施や、入学後の生活支援などを行う。 

③事業効果 

 市外からの移住を促進し、関係人口の創出、地

域に愛着を持った意志ある若者の育成など、相対

的な人口減少を抑制することで過疎地域の持続

的発展に資する事業である。 
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 スキルアップ事業費補助金 

①事業の必要性 

 市内に在住する求職者や学卒未就職者の資質

の向上や就労の促進を図るため。 

②具体の事業内容 

 技術取得経費、資格取得研修経費、特別教室・

技能検定受講料等の１／３(上限 1万円を１人２

回まで)を助成する。 

③事業効果 

 市内商工業の活性化及び地元就労の促進が図

られるため、将来にわたる過疎地域の持続的発展

に資する事業である。 

スキルアップ事業費補助金 

①事業の必要性 

 市内に在住する求職者や市内企業に働く従業

員等の資質の向上や就労の促進を図るため。 

②具体の事業内容 

 技術取得経費、資格取得研修経費、特別教室・

技能検定受講料等の一部又は全額を助成する。 

③事業効果 

 市内商工業の活性化及び地元就労の促進が図

られるため、将来にわたる過疎地域の持続的発展

に資する事業である。 

67頁 

医療の確保 

(３)過疎地域持続

的発展特別事業 

その他 

仙北市医療人材確保対策事業 

①事業の必要性 

 看護師等医療職不足を解消し、地域医療を守る

ため。 

②具体の事業内容 

 看護師等医療職を目指す学生に修学資金を貸

与し、卒業後指定医療機関に一定期間勤務した場

合、修学資金の返納を免除する。 

③事業効果 

 修学資金を貸与することにより、一人でも多く

の医療職を目指す学生を増やし、医療従事者不足

の解消を目指す。このため将来にわたる過疎地域

の持続的発展に資する事業である。 

仙北市医師等修学資金貸与事業 

①事業の必要性 

 医師等医療職不足を解消し、地域医療を守るた

め。 

②具体の事業内容 

 医師、看護師等医療職を目指す学生に修学資金

を貸与し、卒業後指定医療機関に一定期間勤務し

た場合、修学資金の返納を免除する。 

③事業効果 

 修学資金を貸与することにより、一人でも多く

の医療職を目指す学生を増やし、医療従事者不足

の解消を目指す。このため将来にわたる過疎地域

の持続的発展に資する事業である。 
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議案第  ５０  号       

          

          

          

仙北市病院事業経営健全化計画について  

          

 

          

仙北市病院事業経営健全化計画を別紙のとおり策定することに

ついて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年

法律第９４号）第２４条により準用する同法第５条の規定に基づき議

会の議決を求める。  

 

 

 

 

令和８年２月１８日  提出  

 

 

 

秋田県仙北市長  田  口  知  明  
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議案第 ５１ 号  

 

 

 

仙北市雲沢財産区管理委員選任につき同意を求めること 

について 

 

 

 

 次の者を仙北市雲沢財産区管理委員に選任したいので、仙北市

雲沢財産区管理会条例(平成２０年仙北市条例第３２号)第３条の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

  令和８年２月１８日 提出 

 

 

 

          秋田県仙北市長 田  口  知 明  

 

 

                            記  

 

 

選任すべき委員の住所、氏名、生年月日、任期 

 

住 所  

氏 名  鈴  木  泰  昌  

生 年 月 日   

任 期  令和８年５月８日～令和１２年５月７日 
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諮問第 １  号  

 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

 

   

令和８年２月１８日 提出 

 

 

 

秋田県仙北市長 田 口 知  明 

 

 

記  

 

 住   所    

 氏   名   茂  木  一  代  

 生年月日   

 職   業   
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諮問第 ２  号  

 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

 

   

令和８年２月１８日 提出 

 

 

 

秋田県仙北市長 田 口 知  明 

 

 

記  

 

 住   所    

 氏   名   浅  利  浩  子  

 生年月日   

 職   業    
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